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は じ め に

昭和63年(1988年)5月 に発表 されたEIAJシ ンタ ックスルールは、同時に開発 された電 子機

器業界 の取引用 のEIAJ標 準 メ ッセージと組 み合わ されて、EIAJ標 準 を確立 し、同業界 のEDI

標 準化 の推進 に大 きな貢献 を した。 このEIAJシ ンタ ックスル ール は、全 業 界 のEDI標 準 化 に

対応 で きるよ うに拡 張改 良 され、平成3年(1991年)4月 にCIIシ ンタ ックスル ール試 作 バ ー

ジ ョンとして発表 された。そ して、石油化学業 界で平成4年(1992年)7月 に最初 の導入 が行わ

れ 、平成4年(1992年)9月 に リリース され たCIIシ ンタ ックスル ール1。10に よ って実 用 化 し

た。

平成5年(1993年)3月 には、バイナ リーデー タを導入 したCIIシ ンタ ックスル ール1.11&

1.51に バ ージ ョン ・ア ップ され 、EIAJシ ンタ ックスル ール も吸収 して、今 日に至 って いる。

それか ら2年 経過 した現在 、CIIシ ンタ ックスル ールは10以 上 の業界 に導入 され稼 働 す る と

ともに、業界 を越 えた業際EDIに も適用 され る ようにな り、標 準 メ ッセージ も多数開発 され 、

ファ ミリィ全体 をCII標 準 と呼ぶ ようにな ってい る。

本報告書 では、主 として製 造業界で普及 しているCII標 準 と金 融業界の標準 との ドッキ ン グ

とも言え る、最新 の成 果で あ る 「請 求支払EDIフ.ロ ジェク ト」について、その概要 を述べ る。ま

た、 ます ます ニ ーズが増加 しつつ あるCIIシ ンタ ックスルールをベ ースと した 「標 準 メ ッセ ー

ジ」 の設計方法 につ いて、 その ポイ ン トを述 べ る。 この中では 、 国際標 準 メ ッセ ー ジ で あ る

UNSMと の互換性を重視 した設計方 法について も述べ る。

CII標 準 の実用化 に よ り、わ が国のEDI標 準化 のベ ースは確立 された と考え る。 しか し、現段

階では、 まだ まだ フ.ライベ ー ト ・フ ォーマ ッ トに よるEDIが 主流 を占め てお り、すべ て の業 界

で、標 準EDIへ の移行努力 が さらに活発に行われなければな らない。標準EDIへ の移行 に は、

少 な くない手間 と費用が必要 にな るたあ、短 期間で実現す る ことは なかなか 困難で あるが、将

来 の産業 界の発 展のため に、1日 も早 くな し遂 げ られ る ことを願 うもので ある。本報告 書がそ

れに寄 与で きれば幸 いであ る。

最後 に、CII標 準の確 立に多 大な るご協 力 とご支援 をいただいた関係各位 に対 し、感 謝 の意

を表 す る。

平 成8年3月

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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第1編 請求支払EDIの 構築





第1編 請 求 支 払EDIの 構…築

第1編 では、平成7年 度 に実施 され た請求支払EDIへ の アプ ローチについて述 べ る。

このフ.ロジェク トは、平成4年 度か ら3年 間に渡 って実施 され たr物 流業際EDIの 構 築』に引

き続 く業 際EDIへ の取組 み で、取 引の最終段 階である決済 へのEDIの 適用に関す る開発研 究 で

ある。

決済 、す なわ ち物 品の購 入代金や サー ビスに対す る代価 の支払 いには、様 々な方法 が あるが、

最近増加 してい るのが、為替 送金(振 込)や 銀行振込 の活用 で ある。この どち らも、金融 界の 内部

ではシステ ム化 してお り、振込依頼や 入金通知等には フ ァームバ ンキ ング(FB)な どが使 用 さ

れ ている。 このFBがEDIで あるか ど うかは以前か ら議論 の多 い部 分であ るが、現在 ではEDI

に含 めない考 えかたが主流 に な ってお り、別途、F-EDI(FinancialEDI)が 検討 され てい る。

しか し請求支払EDIプ ロジ ェク トでは、現行 のFBが 、 ある機能 を持 って いな い ため にEDI

とは別物 にな ってい るとい う解釈 を採用 し、そ の機能 を付け加 え る ことで、新 た に請 求 支払

EDIが 実現 で きる とい うア プ ローチを と り、基本 コンセプ トを構 築 した。 さらに予備実 験 を 実

施 し、 この コンセプ トが必要 な機能を満た してい ることも検証 した。

この コンセプ トの最大 の利 点 は、現行 のFBを ベースに機 能追 加を行 った体系 な ので 、金 融

界 にある既存 のネ ッ トワー クを僅かに改造す るだけです べて活 用で きることにあ る。 したが っ

て、短期に実用化す る ことが可能で、すでに金融業界 では、 この コンセプ トに沿 った サー ビス

を平成8年12月16日 か ら実 施す ることを決めてい る。

も う一つ重要 な特徴 があ る。本 コンセブ.トでは、産業 界ではCII標 準ベ ー スのEDIを 活 用 す

るが、金融界は従来 の標準 をそ のまま活用す る点であ る。従 来の常識 で は、標 準は一本化す る

のが もっ とも効率的 とな っていたが、初めて、複数 の標 準を効率的に使 い分け る体系 が実現 さ

れた こ とで ある。む しろ、標 準 の一本化を敢 えて見送 ることに よって、短期的な実用化 が可能

にな った。

標準複数化の 問題 につ いては、 この他に も従来か ら国内標 準 と国際標準 の一本化 問題 があ り、

複数の標 準の使 い分け は非効 率的だ と議論 されていたが、具体 的に複 数標準の効 率的 な使 い分

けが可能であることを実証 した。標 準複数化に懐疑 的な論者への一つの具体的な回答 とも言える。

本 プ ロジ ェク トの 目的 は、受発注か ら決済 までの一貫 したEDIを 構築 して業務 の効率化 を 図

ることで ある。そ のた めに標 準化が必要なので あれば標 準化 を強力に進め ることは当然 であ る。

ただ し、効率的 な標準化 を進 め る必要は あって も美 しい標 準化 を進 め る必要は特にな い。標 準

化は手段 では あって も目的ではな いか らで ある。 この点 で、 標 準化 の推進 を第一 義 とす る グ

ル ープとは見解を異 にす るか も しれな い。
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第1編 を見ていただけれ ば分か る と思 うが、請 求支払EDIで は、技術 的標 準化についての議

論 が非常 に少な くな ってい る。 この理 由は、技術的標準化 よ りも業務処理手 順 の共 通 化/標 準

化 の方 が、よ り重要 と判断 されたか らであ る。業務処理手 順 の共通化/標 準化 は、技術 的標 準化

よ りもは るかに解決 困難 な問題 を含 んで い ることが普通 であ り、従 来の フ.ロジ ェク トでは避け

るケースが多か った ことも事実 であ る。技術 的標準化 の方 が分か りやすい上に、そ の主た る課

題をEDIの 当事者 であるユーザ ー(産 業界)で はな く、ソフ トウェア/ハ ー ドウェアのベ ンダー

に押 しつけ るこ とがで きるので、安 易 に問題 点を、例 えば シンタ ックスル ールに押 しつ けた傾

向があ った。

本 フ.ロジェク トでは、あえて、業務 処理手順 の共通化/標 準化に踏み込む ことに よって、技術

的標 準化 以前 の問題が多数存在す る ことを明確に した。 もっとも、現場担 当者 に とっては既知

の問題 だ った と思 うが、 これ まで この種 の問題を議論 の 中心に添 えたプ ロジ ェク トは、ほ とん

どなか った と思 う。残念 なが ら、解決 案を示すには至 らず、単に検討 の一方 向を示 すに留 ま り、

検討中に明確化 した具体 的な問題 の ご く一部 しか報告 できない結果 に終 わ ったが、それで も真

剣に この問題への対応 を しなければな らな い とい う認識 が高 ま る効果 が あった と思 う。 とにか

く門外漢 に とっては、請 求額 と入金 額 が一致 しない とか 、それ が請 求側か支払側か どち らか一

方 の原 因ではな く、そ もそ も正確な請求額(支 払額)そ の ものを計 算す るのが非常に難 しいな

どとい う事実は、通常知 らな い。 この よ うな事実 を知 らないで請 求支払EDIの 普及 が進 まな い

原 因を追求す ると、技術的標準化が進 んでいないか らな どとい う誤 った結論 を導 いて しま う。

業務処理手順 の共通化/標 準化 は、EDI当 事者がそ の気 にな らなけ れ ば進 まな い こ とは 明 ら

かで、情報技術 の専 門家が解決策 を検討 した りア ドバイ ス しようとす ることが、 と うてい無理

な領域 であ る。 ユーザ ーが 自身 のために 自身 で検討 しなけれ ばな らない領域であ り、一般産業

界 の奮起 が望 まれ る。幸 いに も、本 プ ロジ ェク トに参加 した電子機器業 界をは じめ とす るい く

つかの業 界が、平成8年 度 も継続 的に検討す る ことを決 めてお り、それに基づ く本格的 な請求

支 払EDIの 運用実験を計 画 してい る。そ の結果 が期待 され るところである。

本編は、報告書r業 際EDIパ イ ロ ッ ト ・モデルの調査研究開発報告 書 －N請 求支払EDIへ の

アプ ローチ 通商産業省』か らの抜粋 で あ る。さらに フ.ロジ ェク トの詳細 が必要 な場 合には、下

記に示す4種 の報告書を参 照 してい ただ きたい。

・業際EDIパ イロット・モデルの調査研究開発報告書－N請 求支払EDIへ のアプローチ 通商産業省

・業際EDIパ イロット・モデルの調査研究開発報告書－N(電 子機器業界の請求支払EDI)

聞 日本電子機械工業会

・業際EDIパ イロット・モデルの調査研究開発報告書－N(鉄 鋼業界の請求支払EDI)聞 鋼材倶楽部

・業際EDIパ イ ロヅト・モデルの調査研究開発報告書－N(流 通業での詳細)⑱ 流通システム開発センター
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第1章 背 景

1.1わ が国のEDlの 歴 史

わが 国では、か ってEDI(ElectronicDataInterchange)は 、集配信 システムあるいは オ

ンライ ン取引な どと呼ばれ(デ ータエン トリー ・システ ムとい う呼 び方 もあ った)、 主 に

チ ェー ンス トアを中心 とす る流通業界で普及 していた。 昭和55年 に リ リース され たJCA

手順(昭 和57年 にJ手 順改称)は 、 これ らの システ ムのために行われた最初 の標 準化 であ

り、わ が国最初 のEDI実 用標準 であ る。但 し、JCA手 順 はEDI規 格 の内の通信 システ ムの

規格で あ り、昭和57年 には食 品 ・雑 貨の受発注用標準 フ ォー マ ッ ト(ビ ジネ ス フ.ロ トコ

ル)が 追 加制 定 され てい る。

昭和60年 頃か らオ ンライ ン取 引 とい う言葉が一般的に使われ るよ うに な った が、 昭 和

60年 の公衆電気通信法 の改正に よ り、一般企業間のデ ータ交換(メ ッセ ージ ・スイ ッチ ン

グ)が 可能 とな り、今 日のEDIの 概念か実現 したか らで ある。昭和60年 以前は、特定 セ ン

タ ーを中心 とす る業 界VANス タ イルのネ ッ トワークしか許可 されず、大手 チ ェー ンス ト

アな どのセ ンターの端 末を納入業者 に設置す るものであ ったた め、集配信 シス テムと呼 ぶ

のが一般 的であ った。 集配信 システ ムか らオンライ ン取 引 システムへ移行す ることで、大

きな飛躍 があった と考 えなけれ ばな らない。集配信 システ ムでは、大手企業 のセ ンターの

端末 を取 引先 に設置す ることか ら、ネ ッ トワークは企業 グル ープ単位 で構築 され るのが普

通 であ った。 これ が、 オンライ ン取 引システムでは、 大 手企 業 間 の対等 の接続 とな り、

ネ ッ トワー クの単位 は企業 グル ープか ら業界単位 へ広 が り始 め た。 そ の直後 か らネ ッ ト

ワー クに よる囲い込 み競 争の時代 に入 るが、少な くて も技 術的 には、企業 グル ープではな

く特定業界全体 を囲い込 む ことが可能にな ったか らであ る。囲 い込み競争 は、結局勝者 の

ない戦 いに終わ り、 ビジネ ス的 には何の メ リッ トもない ことが は っき りしたが、今 で も指

向す る企業が ある よ うであ る。

昭和61年 頃か らフ.ラザ合意 に基 づ く円高 が始 ま り、それ まで興 味 を示 さなか った製 造

業界がEDIの 導入を行 うよ うにな った。特に熱心にEDIを 導入 した のは電子機 器業界 の大

手組立 メーカーで、部 品取 引に応用 して部品調達 のジ ャス トイ ンタイム化 と調達 コス トの

削減を狙 った ものであ る。 そ の名前 も、 自動車業界 の看板方 式 になぞ らえて電子看板方式

と称 したが、 これが、 以後 わが国 のEDIを リー ドす るきっかけ とな った。 しか し、部 品の

供 給者であ る大手部品 メーカーで は、 ビジネスプ ロ トコルの不一致に よる投資 コス トの増
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加を恐れ て、EIAJ(θ 日本電 子機 械工業会)の 場を活用 して、標 準化運動を熱 心に行 うよ

うにな った。 この結果 、昭和62年 に オ ンライ ン取 引運 営委員会 が設置 され、電 子機 器業界

の標 準化 の検討を開始 した。丁度 、EDIの 研 究を行 っていた㊥ 日本情報処理開発協会 一産

業情報化推進 セ ンターも この会議 にオ ブザ ーバ ー出席 し、EIAJ標 準 の共 同開発を行 った。

こ うして、EDI概 念を本格的 に取 り入れたEIAJ標 準第1版 が昭和63年 に リリースされ 、電

子機器業界 が今 日も っとも標準化 の進 んだ業 界 とな った。

EIAJ標 準はその後 、産 業情報化推進 セ ンターの手 で拡張 改良 されて、平成4年 にCII標

準 と して リリースされ、わ が国唯一 のEDI標 準 と して、10以 上 の業 界 で普 及 す る よ うに

なったが、まだ全体か ら見 れば、数パ ーセ ン トのEDIに 適用 され ているに過 ぎない。わ が

国では標 準確立 が遅れ たため、つ い最近 までプ ライベ ー ト ・フ ォーマ ッ トのEDIが 構築 さ

れ てお り、 システ ム寿命 に達 して いないシステムが多 いため、標 準へ の切替 えが進 まない

か らである。

1.2海 外 のEDlの 歴 史

欧 米 で は、 わ が 国 で言 うオ ン ラ イ ン取 引をEDIと 呼 ん で い た が 、EDIは 、1970年 代 後 半

(昭 和50年 代)にTDCC(TradeDatainterchangeCoordinateCommittee)が 提 案 した企

業 間 のデ ー タ交 換 概 念 を ル ー ツ とす る。昭和55年 頃 に は稼 働 実 験 も行 わ れ 、運 輸 業 界 に 普

及 した 。 この概 念 はEDIと 称 し、 そ の規 格 はTDCC標 準 と呼 ば れ た 。 現 存 す るす べ て の

EDIの ル ー ツで あ る。

米 国 では 、 そ の後TDCC標 準 を 改 良 した 新 しいEDIの 標 準規 格 が 開 発 され 、 昭 和58年

にANSIX.12第1版 と して制 定 され た。 さ らに 、昭和61年 にANSIX.12第2版 が 、実 用 的

なEDI標 準 と して制 定 され る と急 速 な普 及 が 始 ま った 。一 方 欧 州 で は 、TDCCのEDI概 念

を ベ ース にTDI(TradeDataInterchange)標 準 が 開発 され 、国 連 のWP.4で 標 準 規 格 に制

定 され る と と もに、50年 代 か ら普 及 が始 ま った 。

昭 和60年 頃 には 、EDIの 国 際統 一 が指 向 され る よ うに な った が 、最 初 に行 わ れ た の は 、

名 称 を 何 にす るか とい う論 争 で あ る。名 称 をEDIに す るかTDIに す るか を巡 っ て、米 国 と

欧 州 の間 で激 しい議 論 が あ り、 結 局EDIと い う名 称 を使 うこ とで 妥 協 し、UN-JEDI(国

連 －JointEDI)と い う特 別 グル ー プ が結 成 され た。UN-JEDIは 、ANSIX・12で もな く

TDIで もな い新 しい シ ン タ ックス ル ール を 開 発 し、 昭 和63年 にISO9735と して 登 録 さ れ

た。 これ が、 今 日国 際 標 準 とさ れ るEDIFACTで あ る。 欧 州 で は、EDIFACT制 定 と同 時
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に、国 連 の 欧 州 標 準 をTDIか らEDIFACTへ 変 更 し、標 準 メ ッセ ー ジの 開発 に全 力 を あげ

る こ とに な った。 一 方 、米 国 で は 、ANSIX.12の 開 発 と普 及 を さ らに 進 め る と と もに 、欧

州 と共 同 でEDIFACT標 準 メ ヅセ ー ジの 開 発 も行 った。

1.3わ が国お けるEDl概 念 の普及

昭和63年5月 、国連UN-JEDIの チームが 日本を訪問 し、EDIの 概 念やEDIFACTメ ッ

セージの開発状況 につ いて説 明を行 った。同 じく5月 にEIAJ標 準が、EIAJ-EDIと い う名

称 で発表 された ため、 以後わ が国ではオ ンライ ン取引 に代わ って、EDIが 一般化 した。 と

同時に、企業 グル ープか ら業界 内へ と拡大 した ネ ットワー ク化構想 が、 さらに業 界横断的

ネ ッ トワーク化構 想へ と拡大 し始 めた。

業界横断的 ネ ッ トワー クでは、業界横断的標 準が必要で あ り、新 たに業際標準 の概念 が

生 まれ るよ うに な った。業際標準 としては 、EDI標 準 が最 適 で あ り、EDIFACTが 今 後

のEDI標 準 とな る とされたの も、 この頃で ある。問題は 、EDIFACTが 開発 中であ り、開

発が終 わ るまで何 の標 準を用 いたEDIを 構築す るかで あった。電子機器業界 では、 とにか

くEIAJ標 準 の普及 を強力 に進 め、昭和63年 に10社 規模 の実用化試験 でス ター トし、翌平

成 元年 には数十社、2年 には百社 と増 化 し、平成4年 には千社規模 に普及 した。

しか し、他の業界 では、平成4年 までEDI標 準の導 入が試 験段 階 に留 ま る ことに な っ

た。 なぜ な ら、EIAJ標 準は魅 力的な規格 ではあ って も電 子機 器業 界 専 用 に設 計 され て お

り、EDIFACTは メ ッセ ージの開発 が遅れてお り、標準 が確立 していなか ったか らで ある。

国連 では、 メ ッセージ開発を促進す るため、UN-JEDIを 発展 的に解 消 して ラポーター制

度 を設 け、平成2年 にJRT(合 同 ラポー ター会議)を ス ター トさせた。わ が国 も最初か ら

この会議 に参加 し、 メ ッセ ージ開発 の協力 を行 い、 平成4年1月 バ ー ジ ョン(1992年1

月)が 実用 的標 準 として完成 した。但 し、 このバー ジ ョンが本 当に実用 的か ど うかは、見

かたが分 かれてお り、現在 もなお メ ッセ ージ開発 が続 いている。

この状況 に対 して、㊥ 日本情報処理 開発協会 一産業情報化推進 セ ンターでは、当面 の国

内EDIへ の対応 として、平成3年4月 に、わが国 の業際標準 と してEIAJ標 準 を拡張改良 し

たCII標 準 を業界 に示 した。その結果 、多 くの業 界が当面の国 内EDIへ の導入 を決 め、平

成4年7月 か らの石油化学業界 での実 用稼働 に続 き、CII標 準は現在 までに10以 上の業 界

で稼働す る ことにな った(表1-1参 照)。
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表1-1CII標 準 の普及状 況(平 成8年3月 現在)

平成2年 3年 4年 5年 6年 7年 備 考

電子機器

石油化学

鉄 鋼

建 設

住宅産業

電 力

ガ ス

電 線

電機機器

総合商社

自動車

運 送

ホームセンター

繊 維

その他流通

物流業際

金融業際

予 定

予 定

予 定

1

1

一

一

・ … ■.・ ● ・

一

… … … ・検 討 中(検 討)
, トラ イ ア ル, 実用稼働

1.4業 際EDlへ のアプ ローチ

CII標 準は業際標準 として開発 されたが、実際 の稼働では業界標 準 として使われてお り、

CII標 準 が業際標準 として耐 ええ るものか どうか は 、運用 実験 に よって検 証 す る必 要 が

あった。CII標 準 が開発 され た平成3年 に は、業際EDIそ のものが未確立 であ り、その概

念か ら して構 築す る必要が あった。

このため企画 された のが、 「業際EDIパ イ ロッ ト ・モデルの調査 研究開発」 プ ロジ ェク

トであ る。本 プ ロジェク トは、概念確立 か ら実証 実験 までの総合 的な業際EDI研 究開発 と
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して位置づ け られてお り、平成4年 か ら4年 間の フ.ロジ ェク トと してスター トした。

昨年度 までに、業 際EDIの 分野 として、荷主業界 と物 流業 界 との デ ー タ交 換(物 流業

際EDI)と 一般産業 と金融業 とのデ ータ交換(金 融業 際EDI)を 定義 し、物流業 際EDIの

概念を確立 した。 また、CII標 準が業際EDIの 使用 に耐え ることも、運用 実験 に よって実

証 した。 この結果 、受 発注か ら納品 までの一貫 したEDIをCII標 準 で構築 可能 にな った。

しか し、業界 におけ る物流業際EDIの 導入は、それ程活発化 していない。概念確立や標

準 の整備 は、導 入の条件 では あって も促進 させ るものではない。導入が進 むため には、 よ

り効果的に使 い こなす手 法や社 内システ ムの整備 が必要 で、それは個 々の企 業 の努力 に よ

る ところ大 き く、 その ノウハ ウは長期 間に渡 って蓄積 され るものであ る。本 フ.ロジ ェク ト

は、 あ くまで もそ の きっかけを与え るものであ り、既に、物流業際EDIの 分野に おける役

割を昨年 度 まで に終 えてい る。そ して、本 プ ロジェク トの最終年度 であ る本年 度 は、 も う

一つの業 際EDIの 分野 であ る 「金融業 際EDI」 に アブ.P－ チす ることにな った
。
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第2章 目 的

当プ ロジ ェク トは、短期的 に実現可能 な新 しいEDI体 系の整備 を大 前提 に して事業 を進 めて

い る。昨年度 までの物 流業際EDIの 実 現 に 引 き続 き、本年 度(平 成7年 度)は 、 請 求支 払

EDIの 検討を行 うことと した。請求支払EDIと は、決済処理 の具体 的な手続 きを産 業界 の視点

に立 って表 現 した もので ある。以下に、請求支払EDIを 具体 的な 目標 とした経緯 及び今年度 の

目標 を述 べ る。

2.1請 求支払EDl

金融業 際EDIは 、それを捕 らえ る視 点に よって様 々な定 義 が可 能 だ と考 え られ るが 、

EDI当 事者(プ レイヤー)の 観点か ら捕 らえる と、金融業 とそれ以外 の業 界(企 業)と の

デー タ交 換 とす る ことがで きる。そ のデータ交換 の 目的は、商 品購入代金 の支払 いや預金

の預 け入 れ(あ るいは引 き出 し)な ど、様 々である と考 え られ る。現 時 点 で 、 これ らの

デ ータ交換 を カバ ーす るフ ァーム ・バ ンキ ング(FB)が 実用化 して お り、 日常 的に使われ

ている。 そ こで、FBが 金融業際EDIで ある とす ることが可能 か も しれないが、 ここでは、

少 し別 の視 点で のアプ ローチを試 み る。

金融業 際EDIを プ レイヤーのカテ ゴ リーだけでな く、さらに 目的別 の カテ ゴ リーで分け

る こととし、その中か ら、商取 引 の決済を 目的 としてい るものだけを取 り出 してみ る。す

る と、金融 業際EDIは 請 求に伴 う支 払い処 理が中心にな って くる。 この請 求に伴 う支払 い

処理 は、 以下 の理 由に よ り、当 プ ロジ ェク トが 目標 とす る金 融業 際EDIで あ る。 当プ ロ

ジ ェク トの最終 目的は、受発注か ら決済 までの一貫 したEDIの 構 築 で あ り、 この 目的に

沿 った金融業 際EDIは 、受発注EDIの 延長上 で発生す るEDIで ある。

このEDIは 、金融業際EDIの 一部 では あるが全体ではない。 そ こで、 以後 、 請 求支 払

EDIと 呼ぶ こ とにす る。

基本的 な請求 支払EDIは 、物品購入処理 の最終段階で発生す る。物品購入 とい っても、

生産 原材料や部 品購 入 もあれば販売 製品の仕入れ もあ り、様 々であ る。 さらに この応用 と

して、サ ー ビス提供 に対す る請 求支払EDIも ある。例 えば、委託加工費 の支払 い、輸送運

賃 の支払 い等 であ る。

EDIは 、受発注等 の商取引に用 いると説 明 され るが、 この商取 引には、サ ー ビス取引 も

含 まれ るとす るのが一 般的であ る。運送 の受発 注、広告掲載 の受発注 とは言わ ないが、 い
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ずれの ケースで も、実 際にEDIが 適 用 され ている。 したが って、請求支払EDIは 、物 品購

入処理 の最終段階だけ でな く、サー ビス提供 の最終段 階にも適用 され る、汎用的EDIで あ

る。

2.2現 状 での問題 点

請求支 払EDIが 現存 す るか ど うかにつ いては、2つ の見かたがあ る。請求情報 を交換す

るEDIは 既に実施 されてお り、例えば、鉄鋼業界 には 「送 り状兼 請求 フ ォーマ ッ ト」 とい

う標 準があ る。金融 界の為替取 引におけ る振込(以 下 、 「振込」 とい う)の 依頼 もFBで 実

施 されてお り利用者 も数多い。 さらに、振込 入金通知 もFBで 実施 され てい る。 この 限 り

では、請求支払EDIは 現存 し既 に実施 され てい ることにな る。

ここで最近 のEDIの 特徴につ いて、電 子機 器業界 のrEIAJ取 引情報化対応標準(EIAJ

標準)」 を例題 に して分析 して見 る。この標 準は、概 ね受発注か ら納 品 までを カバー してい

るとい う。 ここで、受発注 か ら納 品までを カバ ー している とい う意味 は、受発注 か ら納 品

までの標準 メ ッセ ージがあ るとい うことでは ない ことに注意す る必要 があ る。 この標 準書

のデー タ交 換規約(デ ータ項 目マ トリックス表)の 一部を表2-1に 示 す。この表 の中 の☆

印の付 いてい る項 目は、キ ー項 目と呼ばれ、数多 くあ る標準 メ ッセー ジを連結 す るために

使われ る。例 えば、「発注者 コー ド」 と 「注文番号」を組 み合わせて、注文情報 とそ の後に

交換 され る納期確認情報や 出荷情報な どとを連動 させ ることがで きる。 この機能を使 うこ

とで、受発注か ら納品 までを コンピュータ上 で連動 させた システ ムを構築で きる。 これが

受発注か ら納 品までを カバ ーす るとい う意 味であ る。

もちろん、 これ が有効 に機能す るためには、注 文情報 とそれに連動す る納期確認情報や

出荷情報 に同一 の 「発注者 コー ド」や 「注文番号」 を付け なければな らない。 そのために

は、前提 とな るビジネスプ ロセス(ビ ジネ スモデル ともい う)が あ り、それに沿 って運用

されなけれぽな らないが、それ が可能 で あれ ば、EIAJ標 準を用 いて受発注 か ら納 品 までの

一貫 したEDIが 構 築で きる。 ここが重要 であ る。

現存 す る請求情報 の交換や振込依頼情報 の交換 は、それぞれ独立 に開発 された結果 、両

者間の連動 は考慮 され ていない ので、それ らの情報 を コンピュータ上で連動 させ る情報 が

入 って いな い。 した が って既存 の体系 では、 コンピュータ上 で一貫 した請 求支 払EDIは 、

原理的に構築で きない。 この ような視点 に立てば、請求支 払EDIは 存 在 せ ず 、 単純 な請

求EDIやFBが 現存す るだけである。 もともと、請求処理 の合理化 とか振込依頼処 理 の合
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一
理化 な ど、特定処 理の合理化 に着 目して設計 され た結果 であ り、それが設計 された時点で

は ご く一般 的な 目標 に沿 っていた。

表2-1デ ータ項 目マ トリックス表(一 部)

項 目NQ 項 目 名 称

共

通

コ

|

ド

計 画 見積 支給 注文 契約 納 入 検

査

検

収

返

品

支 払

属性

(桁数)

所

要

計

画

コ

ッ

ク

引

当

計

画

予

約

注

文

見

積

依

頼

見

積

回

答

支

給

予

定

支

給

実

績

注

文

注

文

請

け
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001 デ ー タ処 理NQ ◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎ 9(5)

002 情 報 区分 コー ド * ◎◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎◎◎ ◎◎ X(4)

003 デー タ作 成 日 ○○○ ○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○ ○○○○ ○○ 9(6)

004 発 注者 コー ド * ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ X(12)

005 受 注者 コー ド * ◎◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎◎ ◎◎ ◎ ◎◎◎ ◎ ◎ X(|2)

006 発 注部 門 コー ド ○ ○○○ ○ ○○○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○○ ○○○ ○○ X(8)

007 注文番号 ○○☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○☆ ☆ ☆ ○ X(23)

008 製造番号 ○ ○○○ ○○○○○ ○ ○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○ X(19)

009 訂 正 コー ド * ◎ ◎◎◎ ◎◎◎◎◎◎ ◎ ◎◎ ◎◎◎ ◎◎ ◎◎◎◎ ◎ X(1)

010 コ ック区分 * ○ ◎○○ ○ ○○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ X(1)

011 注文年月日 ○○◎○○ ○ ○ 9(6)

012 単 位 * ◎◎ ◎◎◎ ○ ◎○◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎◎ X(3)

013 単 価 ○ ◎○○ ○○ ○ ○○○ 9(10)V(3)

Ol4 単価区分 * ○○ ◎ ◎ ◎○○ ○ ○ ○ ○○ ○ X(1)

Ol5 注文数量(受 注数量) ○ ◎○◎ ○○ ○○ ○ 9(9)V(3)

016 注文金額(受 注金額) ◎○○ 9(10)

蒙i難i難iiiii…iiiii… * ○ ○○○ ◎◎○○○ Oi"i ○○○ X(1)

018 購買担当 ○○ ○○○ ○○○○○○ ○○ ○○○ ○○ ○○○○○ X(7)

Ol9 材 質 ・規 格 ・寸法 ○○ ○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ X(20)

020 仕様書有無 * ○ ○○○ ○○○ ○ ○ X(1)

021 版 数 ○ ○ ○○ ○○○○ ○○ ○○ ○○○○ X(3)

022 品名(品 名仕様) ○○○ ○○○ ○○○○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ◎ X(30)

023 受 注者 品 名 コ ー ド ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○ X(25)

024 発 注者 品 名 コ ー ド ◎◎◎ ◎◎○ ○◎○◎☆ ◎◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎◎◎◎ X(25)

025 図面 ・仕様書枚数 ○○ ○○○ 9(2)

026 荷姿(包 装単位) ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ X(7)

027 直納区分 * ○○○ ○○○○○ ○○○ X(1)

028 受渡場所 ○○ ○○○○ ◎○○○ ○ ○ ○○ ○○○○ X(8)

029 検査区分 ○ ○ ○ △ △ X(3)

(出典:EIAJ取 引情報化対応標準1994年 版)
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も っとも業務処理上それ らは一貫 していなけれぽな らな いが、人手が カバーす ることで、

EDIを 含む コンピュータ処 理上 での一貫性 がな くて も、結果 的に業務処理 レベルでは一貫

した体系 にな り、 円滑 な運用 が可能にな って いた。 しか し最近 、 自動化の レベルを さらに

引 き上 げ、人手 の カバーを一 切不要に しようとい うアプ ローチが出てきた。

従来 の体系 で 自動化 の レベルを引 き上げため には、何か特別 な工夫が必要にな る。従来

の体系 をベースにす る限 り、特 に企業間での デー タ交換(EDI)の 部分については 、既 に

決 まっているフ ォーマ ッ ト(特 にデ ータ項 目)や 基本 的な運用(ビ ジネスモデル)を 変更

で きない。 この制約 の中での工 夫 なので、満足 で きる新 しい プ ロセスを開発す るのは簡単

ではない。 ここか ら様 々な問題 が発生す る ことは、容 易に想像 で きる。

2.3検 討項 目

2.3.1基 本的アプ ローチ

既存の体 系を工夫 して請 求支払EDIを 構 築す るこ とか ら発生す る諸 問題 を分析 して

解決策を検 討す るのは、 オ ーソ ドックスな手法 であるが、今 回は、問題 発生の本質的

原 因が既に分か ってい るので、 もっと別 な アブ。ローチが可能 である。請求EDIとFB

を連動 させ る具体 的な手法 さえ策定で きれ ば、根本 的な問題 は解決す る。む しろ、な

ぜ 自動化 が必要 なのかあ るいは どの程度 の 自動化 が必要 なのかを把握す るために、現

状での問題点 を分析 す る方 が よい と考 え られ る。 この分析は、請求支払EDIの ニーズ

を把握す るために も必要 な ので、ニーズ把握 を 目的 と した問題 点の調査 を行 うことと

した。 この結 果は第4章 で述 べ るが、先 に結論 を述 べ ると次 のよ うにな る。売掛金 消

込みに大 きな人手を要 して お り、 この 自動 化が大 きな ニーズにな ってい る。そ こで、

これへの対応 と して 当プ ロジ ェク トは、売 掛金消込み の自動化は100%が 望 ま しい が

短期的に達成 す る ことは難 しいので、少 しで も100%に 近づ く方法 のと りま とめを 目

標 とした。

次 に、請求EDIとFBを 連動 させ る具体的 な検討 に2つ のアプ ローチが ある。一 つ

は、全 く新 しい体 系を開発す る ことで ある。 この方法 は、既存 の体系か らくる各種 の

しが らみを排除 で き理想的 なアプ ローチであ るが、短期 的実現性 はゼ ロに等 しい と考

えなければな らない。 しか し、長期 的には実 現性ゼ ロとは言 えない こともあ り、長期

的課題 と して残 して お くことに したい。 も う一つは、既存 の各種体系を一部修正す る

ことで、理 想に よ り近 い状況 を実現す る方 法で ある。既存 の体系か ら くる各種 の しが
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らみを容認 しなければな らず、 これが設計上 の大 きな制約 にな るか も しれな い。 しか

し、短 期的実現性 が高 い とい う何に も変 えがたい利点が ある。請求支払EDIの ニーズ

の大 きさに もよるが、短期に実現で きるので あれば短期 的な普及が可能 であ り、それ

に よって得 られ るメ リッ トが既存の しが らみか ら くるデ ィメ リヅ トを大 き く上 回 る可

能性 がある。

本 プ ロジ ェク トは、短期的 な実現を最優先す ることを 目的 と してお り、短期 の アプ

ローチを採用 した。

2.3.2作 業項 目

(1)現 状調査

この調査 は、請求支払EDIの ニーズに結 びつ く問題点 の把握 のために実施す る。

例 えば、決済業 務(請 求か ら回収完了 まで)の 基本 的な プ ロセ ス(業 務処理手順)、

ボ トル ネ ックの有無、その ボ トルネ ックの具体 的な内容 、 ボ トルネ ック解消 のため

のシステ ム化 の進 み具合 あるいは外 部 システ ムの利用状況等 を重 点的に調査す る。

(2)請 求支払EDIの 基本 コンセプ トの策定

国際化 が叫ばれ る今 日、留意すべ き事項 と して海外 の動 向やEDI標 準化 の動 向が

ある。既に、米国 お よびイギ リス等でF-EDI(Financial-EDI)の 実験 が行われ て

いる。国際的団体 であ るSWIFTで は、UN/EDIFACTを ベ ースに したF-EDIの 検

討を進 めてい る。 しか し、 これ らの活動 はいつれ も実験 的色彩が強 く、国際 レベル

でのF-EDIの 枠組 み確立 までには時 間がかか る と考 え られ る。

一方 、当 プ ロジ ェク トは短期の解決 と実 現を 目標 と してお り、国際 レベル で検討

され てい る理 想的な新規のF-EDIは 、長期 的検討課題 とな ると考 え られ る。 そ こ

で、 国際 レベルの動 向を と りあえず切離 し、国内対応 を中心 とす る。

国内を中心 に して検討す る場合には、既存 の枠組 みで あるCII標 準や全銀協(全

国銀行協会 連合会)のFBの 標準、流通業 界の標準 、その他の業 界標 準 等 を考慮 す

る必要 があ る。 これ らすべ ての既存 の体系をベースに して アプ ローチす るのが理 想

的ではあ るが、現実的 には、 ベース(出 発点)を 特 定 しなけれ ば作業 が進 まない。

そ こで、CII標 準 と全銀協 の標準 をベースに して、請 求支払EDIの 基本 コンセ ブ.ト

を策定す ること とした。そ の理 由は 以下に よる。

CII標 準は、新 しいEDI標 準 と して普及が進 んでお り、かつ標準 その ものの柔軟
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性 とメンテナ ンス ビ リィテ ィが高いので、請求支払EDIの ような新 しい機能 を追加

す るEDIの ベ ース として最適 であ り、一方、全銀協 の標 準をベ ース とす るこ とは、

既存 の金融 ネ ッ トワー クをその まま活 用で きる可能性が大 き く、請求支払EDIの 短

期 の実現 に大 き く貢献す ると考 えられ るか らである。

(3)基 本 コンセプ トの検証

策定 された基本 コンセプ トの検証 は、実験 に よ り確認す るのが もっ とも確実 な結

果 が得 られ る。 そ こで、基本 コンセ プ トに基づ く実用 システ ムを構築 し、運用実験

』
を実施 して確認 す ることとす る。

しか し、わず か1年 間 とい う限 りある時 間のなかで、大規模な請 求支払EDIを 実

現す るシステ ムを構築 して運 用実験 す ることは、万が一失敗す る可能性 も考慮 すれ

ば、 あま りに も リス クが大 きい と言わ ざるを得 ない。 また、大規模 な実験 をす るに

して も、すべての業 界の企業が参加 できるわ けではないので、運用実験 は規模を縮

小 して予備 実験 と し、 この補足 を別途行 うことした。

具体的には、基本 コンセプ トを直接業界 に提 示 し、 コメン トや意見を伺 うことに

した。具体的な コンセプ トを提示す ることで、 よ り明確 な ニーズが把握 で きる可能

性が あ り、有効な作業 と考 え られ る。
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第3章 検 討 体 制

3.1実 施体制

本 プ ロジ ェク トは、平成7年2月 に予備調査を開始 し、 同年4月 か ら通商産業省 の委託

研究開発 フ.Pジ ェク トと して、本格 的な研究 開発 を開始 した。図3-1に 、研究 開発推進体

制全体を示す。

請求支払EDI委 員会 は、当プ ロジ ェク ト全体を総括す るた めに、請 求支払EDIに 関わ る

各界 の有識者及 び専 門家に よって構i成された委員 会で、平成7年4月26日 に第1回 が開催

された。

コンセプ ト等検討専 門委員 会は、請求支払EDIの 基本原理 を と りま とめ るために設置 さ

れた委員会 で、θ流通 システ ム開発 センター、θ 日本電子機械 工業会及 び㈹鋼材倶楽部は、

ニーズ調査や運用予備 実験 を行 うため の、外部再委託先で ある。

通商産業省委託開発プロジェク ト

請 求 支 払EDI委 員 会

流通業界の
ニース調査

コンセプ ト等検討専門委員会

/憐 情批 難センター＼
再委託

(財)流通 システ ム

開発 セ ンター 再委託

標準メッセージ開

発及び運用実験

㈲ 日本電子機械工業会

閲 鋼 材 倶 楽 部

図3-1研 究開発推進体制全体

3.2コ ンセプ ト等検討専門委 員会 の役割

この委 員会は、短期的 な請求支払EDIの 具体 的な方式を と りま とめ るた め に設 置 され

た。検討 に あた っての前提条件 は、

① 既存 の体系(金 融業界 のデー タ交換 システ ムなど)の 変 更を最 小限に抑 える。

② 一般企 業 の請求 ・支払 い処理 において、可能 な限 り高 い 自動化 を 目標 とす る。

③ 支払方 法は多種類 あるが、短期 間にすべ てのケースにつ いて検討 す るのは難 しいの
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で、「振込」に よる支払 いのケースについて、基本 コンセプ トをま とめ る。

④ ただ し後 日、他 の支払方法への展 開が可能 な よ うに考慮す る。

⑤ 基本 コンセ プ トは、実証実験や業 界 ア ンケー ト調査等 に よって、検証す る。

である。

実証実験 は、電子機器業 界 と鉄 鋼業 界で予備 実験 を行 うこととして いるが(後 述)、 アン

ケー ト調査 については、当委員会 で行 った。

当委員会では、基本 コンセプ トの 目標 を具体化す るために、最初 に各業 界での請 求支払

処理 の現状につ いて調査を行 った。 この結果 は第4章 を参 照 していただ きたい。 この結果

に基づ き、売掛金消込み の 自動化率 向上が期待 で きる基本 コンセ ブ.トを まとめ、業 界に提

示 して ミニアンケー ト調査を行 った。

尚、 と りまとめ られた基本 コンセプ トや業界 ア ンケー ト調査 は、第5章 を参 照 された い。

3.3流 通業界の ニーズ調査

わが国でも っともEDI導 入社 数が多いのは、流通業 界 と呼ばれ る分野 で ある。 この分野

は、EDIに よる取引件数 が最 も多 く、また近年 の少量 多頻 度発注化 に よ り、請求や支 払い

に多大の労力 を割 いてい る業 界が多い と言われ る。そ こで、請求支払EDIの 将来 に とって

非常に重要 な分 野 と考 え られ ることか ら、 この分野 の動 向を重点調査す る ことに した。具

体的な調査 は⑰ 流通 システ ム開発 センターに再委託 した。

尚、 この調査 の詳細 な結 果は、以下 に示す別途報告書 を参照 され たい。

業際EDIパ イ ロ ッ ト・モデルの調査研究開発報告書 －N

(流通業界で の詳細)

平成8年3月 勧流通 システ ム開発 セ ンター

3.4標 準 メ ッセー ジの開発及び運用実験

本運用実験は、 と りま とめ られた基本 コンセ プ トが実用的に運用可能か どうか 、 目標 と

する効果が あるか どうか を検証す るのが 目的で ある。 したが って原則論 では、基本 コンセ

プ トが と りま とめ られ た後 、そ れに したが って実用 システムを構築 して運用実験 を行 うと

い うことに なるが 、平成7年 度 の僅 か1年 間で正統 的 アプ ローチを行 うのは困難 であ る。

そ こで、 コンセプ ト等検討専 門委 員会 での検 討 と並行 して実験 システ ムを構築 した他、規
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模を縮 小 して予備 実験 とし、 リス クの回避 を行 った。

具体的には、EDIの 高度化 が進 んでい る電 子機器業界 と鉄鋼業界 で運用予備実験 を行 う

ことと し、 リスク回避 のため、代金送金 の部 分は シ ミュ レーシ ョン(ダ ミィ)と した。 こ

れ らの作 業は、聞 日本電 子機 械工業会 お よび㈲鋼材倶楽 部 へ再 委 託 実施 した。 請 求 支払

EDIの コンセ プ ト検討 と運用実験用 のシステ ムの設計 が並行作 業 とな ったが、結果 的に両

業界で構 築 した請求支払EDIは 、コンセ プ ト等検討 専門委 員会が と りま とめた基本 コンセ

プ トの範 囲に収 ま り、 当初の 目的を達成 す ることがで きた。

尚、運 用実験 の詳細 な内容は、以下 に示す別途報 告書を参照 され たい。

業 際EDIパ イ ロ ッ ト・モデル の調査研究 開発報告書 －W

(電 子機器業界の請求支 払EDI)

平成8年3月 間 日本電子機械工業会

業際EDIパ イ ロッ ト ・モデル の調査 研究開発報告書 －N

(鉄 鋼業 界の請 求支払EDI)

平成8年3月 間 鋼材 倶楽 部
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第4章 請 求 支 払 処 理 の 現 状

本 プ ロジ ェク トでは、請求支払EDIの 目標 を得 るために、実 際の請求支払 処理 におけ る現状

や問題 点につ いて、業 界 ご との調査 を実 施 した。

その結果、請 求支 払処理へ のフ ァームバ ンキ ング(FB)の 利用 がかな り多い こ と、及び、請

求支払処理には様 々な問題 が あるが、ほ とん どの業 界で売掛金 の回収確認(売 掛金 の消込 み)

に大 きな労力が掛か ってい ることが分か った。 また、現状でのFB利 用 な どの対 策 で は、請 求

支払処 理を これ 以上合理 化す るのは難 しい ことも分か った。

したが って、売掛金 消込処 理の合理化 は産業界 の共通の課題 とい うことがで き、本 プ ロジ ェ

ク トに相応 しい課題 と考 え、基本 的 目標 とした。

以下 では、業界毎 の請 求支払処理 の現状 につ いて述 べ る。

4.1全 体動向

EDIに は様 々な定義方法が あ り、単純 に電子 デ ータ交換すべ てを指す場 合か ら標準化 の

レベルが高 く機能 的に も高度 な ものを指す場合 まである。前者 の定義 に従 えば、近年で は、

各 業界 ともEDIの 普及 が進 んで きてい る。

しか し、その大半 は受発注のEDIで あ り、現在 、物流業 際分野 のEDI化 が始 ま った段階

と考え ることが で きる。一部 の業界(電 子機器 、鉄鋼 な ど)で は、納 品段 階(物 流)ま で、

EDI化 が進 んで お り、これに同期す るよ うに、物流業界が本格 的な標 準化 とEDIの 導入に

向けて活 発な検討 を進 めている。

一方 で、決済段階 の一部 のEDI(請 求情報 の交 換な ど)を 実施 してい る業界 もあ り、全

業 界を一 括 りに してEDI導 入段 階を厳密 に定 め ることはで きないが、大枠 では、受発注か

ら納 品 までのEDIの 構築 に着手 してい る状況 と、考え ることが で きるだ ろ う。

ここで位 置づけ が難 しいのは、FBの 利 用で ある。FB自 体 は、非常 に多 くの企業が利用

してい る。拡大解釈す れば、FBは 銀行 と顧 客(企 業)間 の電 子的なデ ータ交 換 な の で、

EDIと す ることもで きな くはないが、 国際的に も、通 常EDIと は呼 ば な い。 ま た、F-

EDIにFBが 入 るのか どうか も定かではない。 と りあえず、FBはEDIで は な い と して お

く。現段階 で、FBが 請 求支払業務 の効率化 に役立 っている ことは間違 いな く、多 くの企業

が、FBの 機能 ア ップに よ り請 求支払業 務が さらに効率化 す ると考 えてい る と思われ る。

問題 は どの よ うな機能 ア ップが必要か であるが、具体的 な提案 はほ とん どな い よ うであ
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る。FBが 重宝 されてい る最大 の理 由は、近年 、為替振込に よる買掛金 の支払 い'(決 済)が

増加 してい るか らで あるが、昔 なが らの手形 な どに よる決済 もまだ まだ 多いのが現状であ

る。

どち らに して も、FB利 用に よる請求支払処 理 の効率化には限界が あ り、手 作 業 も多 く

残 ってい る。手作業 の代表例 は、売掛金回収 の中の売掛金消込処理 であ り、様 々な工夫に

より、以前 よ りは効率化 してい るものの、基本 的には手作業中心 であ る。 これは、各業界

に共通 してい る事項 で、業態 に よっては、消込処理件数そ の ものが少 な く手作業 で も比較

的問題 の少ない業界や、業態 の関係でた また ま効果 的な 自動消込支援 シス テムを構築で き

る業界が ある一方 で、消込処理件 数が多 い うえに 自動消込 システ ムの構 築 も困難 で大 きな

問題に なって いる業界 もある。

いずれに して も、全体的に見れば、売掛金 消込処理 に大 きな労力がかか ってい ると言 う

ことが で き、近年 では業界標 準化 レベル で、 この請 求支払処理 に アプ ローチ しよ うとして

いる業界 も増加 している。今回 の調査 では、多 くの業 界あるいは企業 か ら、売掛金消込処

理 の合理化 に寄与す る何 らかの方策 を望 む声 が大 きい ことを把握 す るこ とがで きた。
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4.2

4.2.1

流通業界の動向

流通EDl

(1)流 通業 界の特徴

① 流通 業の範 囲

消費 財 のメー カーの出荷段階か ら消費者へ届 け られ るまでの過程。

一般 的には
、商 品 メー カー、卸、小売 の分業 で構成 される。

〔主 な機能分担〕

・商 品 メーカー:商 品の生産か ら卸(直 接小売へ の場 合 もある)へ の物流

・卸 .売:多 くの メーカーか ら商品を収集 ・保管 し、地域 の小売へ分 配

・小 売:消 費者 の近傍で多 くの商品を保管 し、単品単位 で消費者へ販 売

*流 通過程 で物流業者(運 送、倉庫、庫 内作 業等 の受託)、 金融業(決 済)が 介

在 す る。

② 多数 の企業 ・店舗

・小 売 店:約150万 店(商 業統計)

・卸 売 事 業 所:約40万 事業所(〃)

・消費財メーカー:約20万 社(推 定)

*過 半数 が中小企業

③ 多 くの業種 ・業 態

・小 売 業:各 種 の業態(表4-1参 照)

・卸売・メーカー:商 品群に より業種 を構成(表4-1参 照)

*業 種 ・業態 に よ り産業特性、取 引形態、 システ ム化のあ り方 が異な る。

④ 多数 の取 引先

1小 売業、1卸 売 は、それぞれ100～10000社 程 の取 引先 を持つ。

⑤ 相 対的 に単価 が安 く、粗利 が少 ない商品を多 品種 、多量 に販売す る企業 が多 い。

・売 上増、粗利増 には他 よ り高 い商品回転率が要求 され る。

・定 期的に短 いサイ クルで、多数 の取引先 との迅速 な発注/納 品作業が必要。

(2)流 通業 の情報化/EDIの 必要条件

流通業 は前述 の特徴 を背景 に、情報化/EDI化 に次 の ような必要性 があ る。
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表4-1流 通企業 の業種 ・業態

小

売

業

(
業

態

)

細
「
士
冗
き
禾

・
制
訳
注
旭
当
来

(
業

種

)

(
物

流

)

(
金

融

業

)

業 種 ・ 業 態

・百 貨 店

・量 販 店(チ ェ ー ン ス トア)

・ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト

(チ ェ ー ン ス トア 、 単 独 店)
・ コ ン ビニ エ ン ス ・ス トア

(チ ェ ー ン ス トア 、 単 独 店)
・専 門 店(チ ェ ー ン ス トア 、 単 独 店)

衣 料 品 、 靴 、 家 電 、 レ コ ー ド、 文 具

ホ ー ム セ ン タ ー 、 ス ポ ー ツ 用 品 、

玩 具 、 そ の 他

*チ ェー ンス トア:レ ギュ ラー、 ボラ

ンタ リー、 フラ ンチ ャイズ等 の経営

形 態による分 類 もあ り

・食 品

・酒 類

・菓 子

・医薬品

・日用品

・生 活用 品

・文 具

・玩 具

・出 版

・ レ コ ー ド

・家 電

・家 具

・カ メ ラ
、 メ ガ ネ 、

時 計
・衣 料 品

・履 物

・ス ポ ー ツ 用 品

・そ の 他

・運 輸業

・倉庫 業

・銀 行

・そ の 他

備 考

・卸売業又は製造業か ら商品を仕入れ、店舗

で消費者に小口販売を行 う。
・食品 ・雑貨等最寄品は一店舗に総合的に品

揃えをす る業態店化の傾向がある。
・文化用品、耐久消費財、衣料品等の買廻品
は専門店の形態が多い。

・チェー ンス トアや百貨店では独 自の物流セ

ンターを持ち、 ここで荷揃えや店別仕分を

して店舗への配送を行 うケースも多い。

・一般的には同一業種内の卸売業 ・製造業内

での取引が多い。
・小売と卸売業との取引関係を持ち、発注/
物流は小売 一製造業の間で直接行われ、請

求は製造業一卸売業一小売業の流れで行わ
れるケースも多い(帳 合制)。

・製造業、卸売業、小売業(大 型)等 の委託
を受け、倉庫、荷揃/出 荷、運輸等の専門
業務を受持 っている。

・小売業一卸売業 一製造業の取引、物流業者
の運賃等の取引は、請求 ・明細の確定後、

小切手、手形、口座振替等の方法で金融業
を通 じて決済。

① 情報化に よる個別企業の業務の効率化

(a)顧 客 サ ー ビス の 向上

品揃 え、商 品維持 、適正価 格、 ク レジ ッ ト、その他 の決済機能へ の対応、情

報提供、そ の他 の多様 なサ ー ビス。

(b)コ ス ト低 減

在庫 の低減 、 ロスの低減、物流 の効率化、省力化。

*POS、EOS、 在 庫 管 理 、物 流 シス テ ム 、 決 済 シ ス テ ム等
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② 個別企業 の情報化 の前提 とな る取 引先間 の情報 ネ ヅ トワーク化

個別企業 の社 内業務 はす べて、 よ り多 くの取引先 との商談、物 流に係わ る要求

が多 く、個別企業 の システ ム化 は、例 えば受発注や物流 情報、決済 のシステム等 、

取 引先 とイ ンタフェースす る業務 の システム化か ら始 ま り、そ のネ ッ トワー ク化

/EDI化 が必然 とな って くる。

③ 業界標準化/EDI標 準化 の必要性

よ り多 くの取 引先 と業 界 内ネ ッ トワーク的取 引関係 の中 で、情報 ネ ヅ トワー ク

化 を図 るためには、少な くとも業界 内EDI標 準化が必要 であ り、今後業際 間(流

通業種 間、物流 業/金 融業/製 造業/そ の他間)のEDI標 準が必要にな る。

④ 業態別標 準化

(a)小 売業 一卸 売業間

チ ェーンス トアや百貨店、そ の他の小売業 は業 態化 してお り、多 くの業種 の

取 引先(卸 売、 メーカー)と の取 引が あるたあ、小 売業を中心 としたEDI標 準

化が進 め られて きた。

(b)卸 売業 一メーカー間

卸売業 一メーカー間 は業種 内の取引関係が多 く、先ず 、業種 内で コンセ ンサ

ス作 りをす る場を作 り、標準化 を進めて きた。

4.2.2資 金決済業務の システム改善

(1)流 通EDIの 進展状況 と効果

近年、各業界 でEDIが 進展 している。流通業 では、特 に昭和62年 頃か ら、受発注

データ交換 を中心 として、近年 では、出荷案 内、受領通知等 の物流 システムのた め

のEDI化 が進 んでいる。最近 は、取 引 ・決済のための売掛 ・買掛金(債 権 ・債務)

の確定業務 のEDI化 も進展 しつつあ る(表4-2参 照)。

この ような物流 関連情報 のEDI化 や決済情報 のEDI化 に よって、従来 は、伝票 な

どの人手 に よる方法 で流 されていた 出荷指示情報や請求 ・支払 い確定 の情報 を、そ

れ ぞれ の取 引関係の企業 の コンピュータに直接 、共通 デ ータ としてオ ンライ ンで交

換 され 、デ ータ処 理がな され る ようにな った。そのために、従来 の人手 に よる処理

に比 べてデ ータ確認や入力の作業が大幅に軽減 され、業 務処理 が迅速化 され、 ミス

が少 な くな り、人手が軽減 された。特に システム化に よる業務 改善 が進 んでい る。
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表4-2流 通 ・業 種 別 ・デ ー タ交 換 フ ォー マ ッ ト標 準化 状 況 (1995.7.31)

主なEDI推 進団体
業 種 別 ・標 準 フォーマット(固 定 長)

受発注 出荷案内 請 求 ・
・納 品 支払

百 貨 店 日本百貨店協会(会 員数115社)

　

昭和63年 平成5年

チ ェ ー ン

日本チェーンストア 協会(会 員数141社)
日本セ ル フサー ビス協会

ス トア 日本 ボラ ンタ リーチ ェー ン協会 昭和57年 平成6年 昭和60年
業 日本生活協同組合連合会

日本専門店協会

日本加工食品卸協会
加 工 食 品 食品業界企業間情報 システム研究会(F研) 昭和62年 昭和62年 昭和62年

全国小売酒販組合中央会
酒 類 全国酒販協同組合連合会 昭和63年 昭和63年 昭和63年

全国酒類卸売業協同組合
全国卸売酒販組合中央会

卸 菓 子 全国菓子卸商業組合連合会 昭和63年 昭和60年 昭和60年
全日本菓子協会

■ 医 薬 品 ㈹日本医薬品卸業連合会 昭和63年 昭和63年 昭和63年
日本製薬工業協会

製 日 用 品 全国日用雑貨化粧品卸連合会(卸1500社)
日本化粧品工業連合会 昭和60年 昭和60年 昭和60年

生 活 用 品 ㈱生活用品振興セ ンター 昭和63年 昭和63年
造 (家庭用品) (関係 団体110団 体)

文 具 日本文具紙製品事務器卸業団体連合会 平成5年 平成5年 平成6年

業
日本 文紙データ交換 機構(メ ーか と卸225社)

玩 具 閲日本玩具協会 昭和61年 昭和61年

レ コ ー ド ㈱ 日本 レコー ド協会 昭和61年

家 電 ㈱家電製品協会 昭和62年 昭和62年 昭和62年
日本電気専門大型店協会(NEBA)

家 具 全国家具卸組合連合会

写真業界流通情報システム協議会
日本写真機工業会

カ メ ラ 写真流通商社連合会 平成1年 平成2年 平成2年
日本写真映像用品工業会
全日本写真材料商組合連合会

全日本履物団体協議会
履 物 日本靴卸団体連合会 平成3年 検討中

日本 ゴム履物協会

繊維産業構造改善事業協会
衣 料 品 日本繊維卸団体協議会 検討中 検討中 検討中

日本織物中央卸商業組合連合会(1466社) (可変長) (可変長) (可変長)
閲 日本アパ レル産業協会

閲 日本スポーツ用品工業協会
スポー ツ用品 全 日本スポーツ用品卸商組合連合会 平成3年 平成3年 平成3年

全日本運動用具小売商組合連合会
スポーツ用 品業界情 報 システム研 究会(S研)
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・
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流

シ

ス

テ

ム

決

済

シ

ス

テ

ム

←一 買 手 企 業 一ー 一 → ←一一 売 手 企 業 →

商
契

談 商談 ・契約
約←一⌒ 一→ 契

受発注
発 注

検 収
(受領)

(納 品)一
受領書(受 領印)

商 談
契 約

∀

已 往1
↓

出 荷

仕入計上 売上計上

(返品)
返 品 一=一 → 返 品

返 品 ・リベート

等 管 理

買掛金管理

返 品 ・リベート

等 管 理

未調整 ・

未払残

未調整

払
報

未
情

売掛金管理 く

債務確定

(支払予定明細)
明

確 定

確定債務
支払予定明細

支払消込
出金明細

債権確定

小切手
形

未調整

確定債務

実決済

(支払)

現 金

未調整 ・

未回収残

確定債権
受領予定明細

未回収
情報

確定債権
実決済

(受領)

入金明細
入金消込

預金入出金明細
口座振替明細

振込依頼 口座振替
依頼書

振込入金明細
預金入出金明細
取立手形明細
口座振替明細

振 込 窓 口

A金 融

買手企業口座

振 込

A金 融

口座振替 売手企業口座

金融機 関決済 サー ビス ・システム

図4-1受 発 注 ・物 流 シス テ ム と決済 シス テ ムのEDI
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この ように、EDIに よる取 引企業間 の関連業務 の デ ー タの ネ ッ トワー ク化 は 、従

来、個別企業 内の コン ピュータ化 として進 めて きた システ ム化 の効果 を さらに高め

る ことになる。

この ような流通各企業 のEDI化 に よるシステム効率化 も、一朝 一夕に構 築で きた

わけではない。各企業 が システ ム化 の必要性 を感 じ、業 界が一団 とな って関連業界

と歩調 を合わせ て、受発注 、出荷 業務、請求支払等 の企業間取引 に関わ る業務手順

の標 準化 やデータ交換 のための フ ォーマ ッ ト等の標準化 の基盤整備を進めて きた上

にの って、 この よ うな システ ム化は進展 してい る。

流通 関連各業界 では、昭和50年 代後半 か ら、この よ うなEDI環 境 の整備 が開始 さ

れ、現在、その システ ム化 の普及過程 にある。

(2)物 流の システ ム化 と請求 ・支払 ・回収管理

環境整備 の場が流通業界単独か ら、物流業界 ・金融業 界 との歩調を合わせ る時に、

EDIシ ステ ム化対象 の業 務は、受発注 を中心 に、物流 システ ム、請求 ・支払の シス

テ ムな どの よ うに、 ステ ップ ・バイ ・ステ ップの積 み重ねで進 め られ る。現在、物

流 や請求支払 の実 システ ムが多 くの企業で構 築 されつつ ある。

請 求 ・支払業務 の分野 では、請 求支払の確定業務 のシステム化 が進行 している。

特 に、 これか らの システ ム化 の対象は、現金 ・手形 ・小切手、金融機関決済 な どの

決済手段 と、それに伴 う売掛金消込 と買手側 の買掛金 消込業務 のEDI化 に よる業務

効率化であ る。

企業間決済の システ ムは、図4-2に 示す ように、 「企業 間決済情報 シス テ ム」 と

「実決済 システム」 に大別 され る。 この中で、近年取 引企業 間での 「債権 ・債 務の

確定」、「支払額 の確定」 のEDI化 が進 んでい る。

決済手段 と して、従来 の集金 に基づ く、現金 、手 形、小切手等の人手に よる手段

か ら、近年、総合振込や 口座振替 、第三企業 に よる集金代行 の手段 に移行 しつつ あ

る。

一方
、決済業務 の中の最終作業 は、資金 ・決済に基づ く売掛金 の消込 み と買手側

での買掛金消込作業 であ る。 これ らの業務は、各企業 とも会計業務 として主要 な業

務 であ る。 その コンピュータ化 は、早 くか ら行われ て きてはい る。 しか し、その実

態は入力デー タとな る資 金決済情報 の入手方法 がマチマチで あった り、従 来か らの

取引慣行 に よる支払条件 の多様化 な どに よ り、依然 と して、人手に よる内容 のチ ェ
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企業間決済 システム r企 業間決済

情報 システム』

・・…・… 〈取 引企業 間 〉

債権 ・債務確 定

(売 掛 ・買掛 管理 システム)

支払 額確定

(支 払 ・受払 管理 システム)

〈金融機関 〉

金 融 機 関 へ の 決 済 依 頼

(ファームバンキングサービス)

取 引 明 細 照 会

(ファームバンキングサービス)

イ ン タ ー バ ン ク シ ス テ ム

(自 行 シ ス テ ム 、 全 銀 シ ス テ ム)

『実決済 システム

支払/回 収』

…… 〈取引企業間直接決済 〉 ……

現金 ・小切手

手 形

…… 〈金融機関経由決済 〉 ………

総合振込

振 込

口座振替

その他

図4-2企 業間決済 システムの構成

ックと人手に よるデータ入力作業が加わ り、煩雑な業務の一つ とな ってい るのが現

状 で、今後 、改善 が必要 なテーマである。

この資金 回収消込業務 の改善 こそ はEDI化 に よ り改善可能で あ る。

この分野 のEDI化 を推進す るためには、まだ まだ、 リベ ー トやそ の他 の支払条件

や金融機 関 との間 のデータ交換 システムに係わ る環境 の整備項 目等 も山積 み してい

る。
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4.2.3流 通業におけ る企業 間決 済 シス テム化 の課題

(1)セ ールス活動 におけ る代 金回収 の負荷

流通業 におけ るこれまでの代金 回収活動 は、その多 くが、セ ールスマ ンに よる資

金回収で あった。 この集金 活動 は、まだ まだ、特定業界や卸 売業 同士の仲間取引等

に行われてい るものの、最 近で は、大手 小売業 ばか りではな く中小小売業 において

も、金融機関を介 した振込 や為替 に移行 しつつ ある。

(事 例)

ある大手 の 日用品雑貨 メーカーでは、 この メーカーの販売会社 が納入す る得意先

が全 国に11万 店存在 して いるが、 この得 意先か らの回収活動につい ては、ほぼ100

%振 込又 は 口座振替 に切 り替 えた。 これ までは、集金 に1店 当た り平 均10分 を要 し

ていた ものの、 この振込や 口座 振替に よってセール スマ ンの集金 負荷をな くし、そ

の分を店頭販売促進活動 に振 り向け られ ている。

また、 ある大手食品卸 売業で は、 この代金 回収作業 の負荷を、営業全業務 に対 し

1.3%と 試算 し、 セール スマ ン1人 当た り月間4.2時 間 の負荷 にな っていた、 と発 表

してい る。 しか しなが ら、 この代 金回収活動面では現在振 込 が 約50%に な って い

る。 なお、信用面にやや不安 のあ る得意先等につ いては、支払 い期 日を厳守 す る必

要性 があ るため、小切手 、手 形での回収 は特 に注意を必要 としてい る。

表4-3あ る食 品卸売業 におけ る集金 ・振込 の割合

企 業 数 集金(手 形 ・小切手) 振 込

A支 店 201(100%) 92(45.8%) 109(54.2%)

B支 店 629(100%) 345(54.8%) 284(45.2%)

(2)小 売業 ・卸売業間に おけ る企業 間決済 システム化 の課題

① 小売業 か ら見 た問題 点 ・課題(支 払面)

(a)自 動振込

流 通業界、 と りわけ小売業 におけ る対取 引先 への支払いは取引先数が多 く、

これ まで支払を行 うため の手続 きが煩雑 で、かな り手間 のかか る業務 になって

いた。それが、金 融機 関を利用 し自動振込 を行えば、 この支払 に係わ る工数 が

若干な りとも省け る ようにな り、小売業 の支払業務 の効率化 が促進 す る。 この

ような結果か ら、大手 小売業 を代表 として支払の 自動化 、す なわち 自動振込 を
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導入す る企 業が多 くな ってきてい る。

しか し、 この自動振込 といって も、金融機関側 が作成 した一括振込 依頼 書を

記入 し、振 込依頼を行 っているケースが多 い。一部 で は、フ ァームバ ンキング

を利用す ること で振込依頼 データを金融機 関に伝送 す る企業 も多 くな りつつ あ

るものの、 ここで課題 となるのは、振込実行 日の数 日前 に振込デ ータの提 出を

金融機 関に しなけれ ばな らないことであ る。今後 は、 リアルタイムに よる振込

システ ムの構築が、 この システム化普 及の鍵 とな って こよ う。

また、 フ ァームバ ンキ ングを普及 させ るためには、安価 で操作の しやすい専

用端 末が必 要 である。 この端末は どの銀 行 に も共 通 して使 え る こ とが条 件 と

な って こよ う。

今 日、一 部 の金融機関 か らこのファー ムバ ンキ ング専用端末が供給 され始め

てい る。金融機 関側 では 「取 引先 の固定化」「フ ァー ムバ ンキ ングの合理化」を

目論 んだ ものであ り、 メニ ュー画面 でテ ンキーを選 択す るだけで簡単に操作 で

き、価格 も専用端末化 した ことで格安 にな ってい る。 問題点は特 定金融機 関 の

専用機 とな っている ことである。流通業側 では、一 行 のみ の金融機 関 と取 引 し

てい る企業 は ほ とん どない。他行 との接続 をす るために は、通常のパ ソコン ・

フ ァームバ ンキ ングのサー ビス料金を支払 う必要 が ある。

また、共 同CMSで マルチバ ンクサ ー ビス レポー トの提供 を受 け る と、相 手

先金融機 関 ごとに基本料 が必要 とな ってお り、 コス ト面 で負担が大 き くなって

い る。

(b)自 動 引落 し

支 払側 に とっては 自らの支払作業 の負担 が少 ないた めに、一定の条件 内の取

引においては 、 この 自動 引落(口 座振替)は 急速 に普及す る可能性を持 った決

済手段 とい える。 しか し、 このシステ ムにおけ る支払 で同意す る と、請求 に誤

りが あって も自動的 に引 き落 とされて しまい、小回 りが きかない面 がある。

ところで、 自動 引落 しには次 の ような課題 があ る。

・システ ムを巧妙 に利用す る犯罪 の防止が考慮 され るべ きである。特 に、 リア

ル タイ ム振込 が可能 になる とこの種 の犯罪が増 え る。

・自動 引落 しや 自動支払 時におけ る帳票や経理処 理 の標 準化 が図 られ ていない。

法制面 か らも電子決済 システ ムを容認すべ きで ある。
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・誤入力等 の防止処置 と万一誤振込 が発 生 した場合 の処置 の明確化 を図 ってお

く必要 があろ う。 必要に よっては保 険制度化な どが考慮 され るべ きである。

② 卸売業 か ら見 た問題 点 ・課題(回 収面)

卸 売業 において も実 決済 システム面 で小売業 と同様 の課題 をかか えて いる。

(a)自 動振込

振込先 の特 定に工数 がかか り、現状では なか なか完全 な る自動化が 図れ ない。

共通取 引先 コー ドな どの使用 を義務づけ、入金 デー タと して活用 で きる システ

ムが必要 とされ てい る。 また 、取引先銀行 ご とにデ ータを集信 しなければな ら

ず、 この種のデ ータをVANセ ンター等 に一括 して プールで きる よ うな システ

ム作 りが望 まれ る。

(b)自 動引落 し

請求 と回収 の期 間が長す ぎ、サイ トが伸 びて しま う企業 がある。手数料 が企

業 に よって大 き く違 ってお り、サ ービス 内容 もマチマチにな ってい る。 このた

め、卸売業 としては支払 いの前提 とな る 「取 引の明確化」 「リベ ー トの簡素化」

「事務処理 の精 度や ス ピー ドア ップ」 等が必要 とな ってお り、また、請 求 ・支

払デ ータの交換 シス テ ムな どの標準化を図 り、普及発展 させ るための環境整備

が望 まれてい る。

(3)卸 売業 ・メーカー間に おけ る企業間決済 システ ム化 の課題

① 卸売業 ・メーカー間 の決済

商品代金 におけ る決済 は、総合振込 に よるものが多 くな って きてい るもの の、

一部の業界 においては集金活動 もまだ根強 く残 ってい る。

一方、販促金 の支払(回 収)も 、一部 の企業 では メーカーの本社 よ りフ ァー ム

バ ンキ ングを利用 した支払いを、また営業所 か らの支払 は銀行 の店頭 よ り総合振

込 を行 うな ど、振込 に よる支払は増 加 して きてい る。

② 振込 の問題点

振込 におけ る問題 点 は、請求額 と入金額に差異 があ った場合 、差額 明細表 に記

入 され ていない取 引の消込 みに時間が掛か る ことであ る。一方 、卸 売業か ら消込

みのために、 内訳 明細 の問い合わせ もあ り、その対応 に手間 どるとい う問題 もあ

る。
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③ 請求額 と入 金額 との不突合

請求額 と入 金額 との不突合が発生す る原因は、以下 の理 由に よる場合 が多 い。

・値引 き、返 品等 の処理 のタイムラグ

・一部負荷 に よる買掛金計上に よる不突合

・卸売業 の処 理遅れに よる支払猶予(伝 票が未着 のため)

・消費税 の計 算基準(伝 票単位、請求書 単位)と 端数処理(四 捨五入 、切捨 て)

違 いに よる不突合

④ そ の他 の課題

・振込 で差額 が発生 した場合の差額 明細 の把握方 法

・納品単位 で差額 が特定で きない場 合のル ールづ く り

・ 「共 同 口座 サ ー ビスの利 用」一 この共 同 口座 サ ービスは一 部の業 界VANで 開

始 されて いるが、複数 の メーカーと複数 の卸売業 間で、お互いに共通す る相手

先に対 して の支払 いが行 われ ることに着 目し、 メーカー、卸 売業 間で支払(回

収)シ ステ ムを 「共同 口座 サー ビス」化 した もの。

(4)決 済 システム化促進 のための取 引条件 問題

① わが国 の商慣行 の改善方 向

わが国 の商慣行 改善 への取組 が本格化 して きた。 日米構 造協議 の結 果、平成2

年6月 に通商産業 省が 「商慣行 改善指針」 を、 また平成3年1月 には公正取引委

員 会が 「流通 ・取 引慣行 に関す る独 占禁止法運用基準 を明確に した指針(原 案)」

を発表 してい る。 このガイ ドライ ンの基本的 な考 え方 は、以下 の とお りで ある。

・わが国の商慣行 の透 明性 の確保 を図 り、

・企 業に とって経営合理化 を阻害す る要 因を除去 し、

・国際的に協調 し うる商慣行 に改善す る こと。

また公正取引委員会 は、次 の よ うに説 明 して いる。

・メーカーや大手小売業 に よる 「流通支配」 に対 して厳 しい足 かせをはめ、

・競争 的で開放 的な市場 ルールの確立 を 目指す。

これ まで、わ が国の流通業界 におけ る商慣行は、人 間関係を重視 し、長期的安

定 的取 引関係を大事 に して きた。欧米諸 国では、取引条件 を契約書 に よって明記

して取 引を行 っているが、わ が国においては、取引 当事者 間の信頼 関係を背景 と

した弾 力的な取 引が行われ るのが一般的 である。 このわが国独特 の商慣 行は、不
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都合が生 じないケース も多いが、取引条件が不明瞭 であるため、取 引当事者間 の

力関係に よ り、力の弱い企業が不利 な条件を押 しつけ られた り、当初予期 してい

なか った負担 を負わ され る ことも発生 して いる。

従 って、 まず取 引当事者間 で取 引におけ る基準、ル ール、 コス トの負担 関係 を

事前に明確化 してお く必要が ある。 ここでは、主 な商慣 行に関す る現状 とその改

善方 向を まとめてみ よ う。

(a)リ ベ ー ト

リベ ー トは メーカーや卸売業 が商 品の販売先 に対 して、販売 のインセ ンテ ィ

ブを付与す るこ とを 目的 としてい る。一定期 間 内の取引額等 に応 じて当該期間

終 了時 に支払 うものであ り、一 回の取 引量 に 応 じて仕 切 り価 格 を割 引 かれ る

「割 引」 とは異 な るもので ある。

リベー トにつ いては、その支給基準が明確で ある場合 には弾 力的な価格形成

ない し取 引の活性化 に資す る等 の メ リッ トが あるが、わが国の場 合はその種類

が多 く、 また体 系が複雑な ケースがあ り、 しか も支給 基準が あい まいな種 々の

「特別 リベー ト」 が多 くの業種 に存在す る。

これ らの りべ ー トは、支給 され る側か らす ると、商品毎 の実際 の仕切 り価格

が あいまいにな り、単 品毎 の利益管理 の阻害要 因にな って いる。

リベ ー トの改善方 向 としては、 まず支給基 準の明確化を 図 ること。抽象 的か

つ定性的な支給基準 を定量 的な基 準に改め る必要が ある。 また、 リベ ー トの支

給基準、体系は契約書等 に明確化 してお く。複雑 な りべー ト体系 は、簡素化 を

図る とともに、可能 な限 り割引の活用を図 ってい くことが望 まれ る。

(b)返 品

返 品は消費者 ニ ーズ の多様化に よ り近年 増加す る傾 向にあ る。不良品、納 品

違 い、納期遅れ 以外 は、本来返品 の対象で ない筈 だが、わが国 の流通業 界に お

いては、店舗 改装、売場変更な ど売れ残 り品 の返 品が存在 している。 また、 中

には委 託仕 入、消化 仕入 の ように売れ残 りの際には予め返品す ることを合意 し

た方法 もあ る。

この返品が多発す ると、回収側 では売掛管 理が煩雑 にな り、 また締 日以後 に

返品が発生 した り、仕 入先 に連絡 せず一方 的に返品伝票 を作成 し相殺 した りす

ると、決済を行 う際 に、請 求額 と支払額 の不突合 が発 生す る。 この よ うな事態
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が発 生す る と請求額 、支払額 をチ ェ ックす る必要が 出て くる。

従 って、返 品の改善方 向 としては、まず事前に契約 形態(買 取 仕入か委託仕

入か)、 取引条件を 当事者 間で明確 に してお く。また、買取仕 入の場合は無返 品

を原則 とす るが、 もし当事者 間で返 品を許容 す る場 合 に は、事 前 に返 品条件

(返 品許容期 間、返 品に係わ る運賃負担等)、 返品手続 等を明確 に定めてお く必

要 があ る。

② 決済 システ ム化を促進す るために

以上 の よ うな りべ ー トや返 品 とい うわ が国の商慣 行 の特 有の制度 に よって、企

業間決済 の合理化を遅 らせ ている面が ある。また、これ 以外 に も 「内金払 い」「値

引 き」「相殺」な どの商慣行 も広 く行われ てお り、代 金決済 の効率化 を阻害 してい

る。

この よ うな決済業務 に直 接絡 む要 因 ばか りでは な い 。 「納 品時 には価 格 が決

ま ってお らず後 か ら価 格決定 され る」「1回の発注 に対 し、納 品は分納 にな ってい

る」「納品数量 が伝票 と違 っていた り、単価 が間違 ってい る」な ど、受注や納品時

点に も多 くの問題 を抱 えてい る。さらに 「振込手数料 の負担」「商品に よって支払

サイ トが異 なる得意先」 「請求書 の縞 目が 多様 」 「当月 納 品 して も翌 月に 回 され

る」 等 々の課題 もあ る。

わが国 の流通業 におけ る決済の合理化 を進め て行 くため には、 まず 、決済 日、

決 済額 等決済 に関す る約束 事を厳格 に守 るとい う慣行 を確立 してい くことが最大

の ポイ ン トで あ る。

この よ うな慣行 の確立 は支払側 、回収側 の双方 の合 理化 につなが る ことで あ り、

支払側 の理解を得 られ る よ うに説得 を続 ける一方、支 払側 もこれを 自覚す ること

が望 まれ る。 また、 この よ うな決済 に関す る取決め を守 る とともに、先 の りベ ー

トや返 品を極力減 らす努力 をす る必要 がある。

「集金時 におけ る値 引」 や 「納品価格体系の複雑性 」 も指摘 され て い るが、 リ

ベー ト体 系が複 雑で得意先 ごとに値 引額 、 リベ ー ト額 が違 ってお り、 また請求は、

「建値」 や 「暫定的 な納入単価」 で行 い、集金の際 に最終 的な納 入単価を決め る

ことも行 われて いる。 さ らに、縞 目以後 に返品がな され る場合 もある。

この よ うな場 合、集金を行わ ない と支払側が りべ ー ト分を差 し引いて振込 んだ

り、返 品分を減 額 して支払 った りして、納品デ ータを基 に作成 された回収側 の売
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掛デ ータと合致せず、そ の解 明のために事務 が よ り煩雑 にな ることもあ る。 すな

わ ち、 リベ ー トや返 品があ る場合に は、事実上集金に行かなければ決済額 が確定

しな い とい うことも、往 々に して ある。集金 を減 らし、決済 の合理化を進めてい

くた めには、 これ らの取 引条 件問題 の解決 が不可欠な ので ある。
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4.3石 油化学業界 の動 向

4.3.1石 油化学業界 のEDl標 準化 活動

石油化学工業協会(エ チ レンセ ンターを持つ化学会社 を中心 と した33社 が加盟。以

下 「石 化協」 と略す。)で は、昭和60年 に情報通信委員会 の下 に ビジネ スプ ロ トコル

(BP)小 委員 会を設置 し、標準化活動 を開始 した。平成2年 に石化協標 準 ビジネスプ

ロ トコル(JPCA-BP第1版)を 発表 し、その後 の改訂、普及 ・拡大 の活動 を続 けて

い る。 その経緯 は、①石化協BPの 作 成、②石化協BPの 推進 、③ 石化協BPの 拡大 の

3つ のステ ップに分類 す ることがで きる。

① 石化協BPの 作成

昭和60年8月BP小 委員会 の設置、標準化活動 の開始

62～63年 石化協 モデルBP(1次 案)の 作成

平成1年6月 石化協 モデルBP(2次 案)の 作成

2年2月 協会 の標準 として承認

② 石化 協BPの 推進

平成3年2月

7月

4年7月

8月

5年10月

日本 貿易会 との合同検討開始

専門商社EDI化 計画

JPCA-BPの 使用 開始

JPCA-BP標 準書 第2版 発行

JPCA-BP受 発注 パ ッケージ完成

③ 石化協BPの 拡大

平成6年4月

9月

7年2月

3月

8年2月

上記 のJPCA-BPは 、受発注 を対 象 と した もので、

CII標 準、通信手順 は全銀手順 として お り、いわゆ る標 準デ ータエ レメン トの定義 の

他に、業務運用手順 や相手会社 との契 約 ・覚書の指針を設定 して いる。 また 、JPCA

受発 注パ ッケー ジは、JPCA-BPを 普及す るための一 方策 と して開 発 した もの で、

JPCA-BPを 使 ったEDIを 実 施す る専 門商 社 向けのパ ソコン用 パ ッケージであ り、石

物流EDIの 検討 開始

塩化 ビニール協会 への紹介

商社 向け の石化協標準EDI紹 介セ ミナー実施(東 京)

〃 〃(大 阪)

石 化協加盟会社 内のEDI実 務担 当者研修会実施

シ ンタ ヅクスル ール と しては
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化協加盟 メーカーと取引のあ る専門商社 に無料 で提供 して いる。

4.3.2石 油化学業界のEDlの 状況

石 化協加盟 メーカー内のEDI化 状況 としては、平成6年12月 に実施 した アンケー ト

調査 に よる と、以下 の とお りで ある(回 答 は28社)。

'EDI実施会社23社[::㌶ ㌻

使用1:

・相手会社数(延 べ)231社

・受発 注以外のEDI

物 流EDI

購 買EDI

輸 出EDI

そ の他銀行等

(実 施会 社数)

20社

2社

3社

19社

JPCA-BP27社

自社 プ ロ トコル137社

相 手先の指定 プ ロ トコル47社

その他 の業界標準20社

(対象相手会社数)

408社

29社

4社

93社

ア ンケー ト調査後 の状況 としては、急激 とは言 えないまでも、普及 ・拡大 が続 いて

い る状況 であ る。最 近 の石化業 界の ア ライア ンス等を考 え るとEDI標 準化 の重 要性が

さらに増 してい くと考 え られ る。

4.3.3石 化業 界のEDl標 準化の今後の課題

石化協 加盟各社 の要望 ・問題点 と してあげ られてい るのは、概 ね次 の点で ある。第

一点は、現在 の標準 が国内取引 の受注 に関す るものだけで あるため、それ を拡大す る

ことで ある。具体 的には、物流 ・購買 ・生産委託 ・輸 出等 に関す るEDI標 準 の作成 で

ある。第二点 は、石化協標 準の推進 についての もので、相手会社を説得す るために何

社か共 同で行 うことがで きないか と言 った類 の もの で あ る。 第三 点 は 、 受発 注 パ ッ

ケー ジに関す る各種 の機能 改善 に関す るものであ る。

また、既 に独 自の プ ロ トコルで実施 して しま って い るもの を標 準 に切 り換 え る メ

リッ トを どの様に考 えるのか、 と言 った点 もあげ られてお り、 これが石化 協 標 準BP

が急激 に普及 しない原因 と考 え られ る。
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4.4建 設業 界の動 向

4.4.1は じめに

CI-NETで は、既 に請求 ・支 払い通知 の標準 メ ッセ ージを策定 し公 開 して い る。

平成6年 度 には、 これ を基 に期 間限定 で トライアルを実施 して お りこの内容に も とつ

いた現状を報告す る。

4.4.2代 表的な請求 処理

建設業界 において は、一般 に建築物等 の発注か ら完成納 品 までに長時間を要す る こ

とに よ り、請 求支 払処理 も当該工 事期 間中そ の進捗 にあわ せて複数 回にわた り支払処

理 等行われ るのが一般的 であるが、売掛金(買 掛金)の 確 定か ら支払 まで の処理 の代

表 的流れは以下 の よ うな手順 であ る。

(1)出 来高報告処 理

サ ブコン等(工 事専門業者 な ど)の 受注者(請 求側)か ら当該工事についての 出

来高を、ゼネ コン等 の発注者(支 払側)の 作業所 等へ報告 す る。

(2)査 定 ・確認処理

ゼネ コン等 の発 注者 の各作業所 では、上記 出来高報告 に対 し出来高査定 を行 い、

その結果 を受注者(請 求側)に 対 し確認通知 と して連絡す る。

(3)請 求書処理

上記 で出来高 が確定す る と、受注者(請 求側)は 請求 書の作成を行い、請 求処 理

を行 う。

(4)支 払登録

他方 、ゼネ コン等 の発注者(支 払側)は 、 自社 の査定 に よる金額 とサ ブ コン等の

受注者(請 求側)作 成 の請求書 に よ り請求確認処 理を行 い、そ の結果に基 づ き受注

者(請 求側)に 対 し請求確認連絡 をす る。 また同時に 自社 の支払処理を行 うため、

本社 な どの支払実 施部署へ の支払登録 の作業を行 う。

(5)支 払処理

ゼネ コン等 の発 注者(支 払側)の 支払部署では、 自社 の支払金融機関への支払指

図処理 を行 うと ともに、サ ブ コン等 の受注者(請 求側)へ 支払通知を行 う。

(6)消 込 み ・確認処 理

サブ コン等 の受 注者(請 求側)で は、上記 の支払側か ら くる支払通知に よ り、 自
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社内の入金消込みを行 うと同時に、自社の入金金融機関 よりくる入金明細 で振込

(受取額)の 入金確認を実施する。

4.4.3効 率化の状況

(1)シ ステム化 の状 況

CI-NETで は現在 、見積業務 を中心に実用化が進展 してお り、支 払 請 求処 理 に

つ いては今後 の課題 であ る。したが って今回は、CI-NETで 実施 した以下 の 「支払

い通知 トライアル」 の概 要を ご紹介す る。 こ うした トライアル実施に よ り後 記の よ

うな業務実態 、問題 点等 が 明確 にな って きて いる。

〈支払 い通知 トライアルの概 要〉

・支払 い通知 トライ アルは、下記 の要 領で、4ヵ 月間実施 した。

・ただ し、「請 求書 デ ータの交換」につ いては、建設現場 での内容チ ェックを必要 と

す る等 の問題 があ るため、会計 システム対応、建設現場 までのネ ッ トワーク化、

システ ム化 な どの大 幅 なシステム ・業務 の見直 しが必要 とされ る。 そ のため トラ

イアル においては 「本 社 間の支払い通知」に限定 した。

・業務 フ ローに関 しては、下 図の ように、ゼ ネ コン側 の本社 の経理部門か らサ ブ コ

ンの本社 の経理部 門にデ ータを伝送 した。

工事現場

出来高査定

決済 ・承認

本社などの経理

部門

支払行為

サブコン

請求書作成

入金処理

サ ブコ ン側 も、支店 と本社に分か

れ る場合等 もあ り得 る

図4-3ゼ ネ コン とサ ブ コ ンの 関係
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・シ ス テ ム面 で は 、 下 図 の よ うにCIIが 定 め たEDI-VANサ ー ビス ガ イ ドラ イ ン

に の っ と り、一 部 企 業 に つ い てはVAN間 接 続 を 実 施 した 。

図4-4ト ライ ア ル シス テ ムの 回線 構 成

(2)金 融機 関等 のFBサ ー ビスの利 用状況

建 設産 業 では、ゼネ コンに おいては全 国の数多 くの現場 の支払額を合算 してサ ブ

コン ・資 材業者等 に振 り込むため、現 状 ファー ムバ ンキ ングの振 込 明細 デ ータでは、

全 く売掛 金 の 自動 消込 みが できない実 状にある。

CI-NETで は、この事態を改善す るため、請求 ・支払関係 に4メ ッセ ージを用意

してい るが 、実用 化は進ん でいない。 これには前述 の ような問題 を含め色 々な要 因

が あるが、その一 つ に、現実に振 り込 まれた金額 とEDIの メ ッセージを マ ッチ ング

す るキーが フ ァームバ ンキ ングの振込 明細 デ ータ上 に無 い ことが あげ られ る。

CI-NETで は、現状 の ビジネスプ ロ トコルの項 目を活用 しマ ッチ ン グキ ー と し

て、最低限必要 とな るデータは以下 の ものであ る。

タ グNo.

2

4

1007

1008

項 目 名

情報 区分 コー ド

発 注 者 コ ー ド

帳 票No.

帳 票 年 月 日

文字 数(バ イ ト)

4

12

25

8

計49

(3)業 界で の標準化 状況/EDIの 導入状況

建設業界 におけ る請求 ・支払 いEDI化 の対応 のため、CI-NETで は前 述 の よ う

に、既に請求 ・支払 い通知 の標準 メ ッセ ージを策定 し公開 しているが、以下 の よ う
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な問題 点 もあ り、請 求 ・支払 いEDIに 係 る実用化 は進 んでいない状況に ある。

4.4.4問 題点等

支払 い通知 とは、発注側 で あるゼネ コンが、受注 者で あるサブ コン(資 機材、労務

の提供者)に 対 して、今 回支払 う金額を明細 を付 して通知す る行為 であ り、 この よ う

な業務 は この業界 では必須 で あるが しか し、

・建設業界 の場合 、代金 の確定 が実際 の工事 の進捗状況 に よ り刻 々と変 更にな る。

・この変 更は、建設 現場 のゼネ コン ・サブ コンの担 当者 間の合意で決め られてお り、

本支社 の経 理担 当部門 は、請求 ・支払 い行為 がな され る段階で把握で きるのが一

般的で ある。

・代金 の支払方法 も、工事完 了時ではな く、毎 月工 事の進捗 に合わせ て支払われ る。

この進捗につ いては、上 記で説明 してい るよ うに 出来高査定 とい う行為 が存在 し、

これに よ り発注者 ・受 注者間 で進捗度合いを確認 し合 うが、 これについて も現場

で行われ る。

等に よ り、代金 を支払 われ るサ ブ コン(受 注者)の 経理部 門が、発注者(支 払側)で

あるゼネ コンよ り支 払われ る代金 が、 自分達 の請求 の どこまでを カバ ー してい るのか

が不 明な場合が発生す る。

このため、サ ブ コン側か らゼネ コン側に、支払 いの度 に、支払 い内容 に関す る問い

合わ せが発生す る。 また、社 内で の請求 と支払いの突 き合わ せ も膨 大な作業 にな って

い る。

また支払 いが合計額 でな され る と、全 国展開 して いるサブ コンの場合、突 き合 わせ

作業 が極めて困難 にな るとい う問題 もある。一方、 問い合 わせを うけ るゼネ コンの経

理部門 も、問い合 わせが殺 到す るな どの問題が発生す ることや、場合に よっては、詳

細を現場に確認す るな どの手 間が発 生す るとい う問題 が ある。

この ような実態 を勘案す ると、現状を一気にEDI化 す ることは 困難 と判断 され る。

従 って前述 のよ うな トライ アル等 を重ね、出来 るところか ら順次対応 してい くことが

現実的解決 と考えてい る。
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4.5

4.5.1

電力業界の動向

代表的 な請求支 払処理

電力業界 において請求側 となる代表的 な請求支払処理は 、電気料金 についてであ る。

主 な処理手順 は、検針、料金認定(料 金計算)、 請 求 、料 金 収納(集 金)、 収 入管 理

(収 入消込)で ある。 図4-5に 業務処理の概要を示す。

検針 では、当月 の メーター指示値か ら前 月の指示値 を差 し引 き、当月電力使用量 を

求め る。営業所に持 ち帰 った検針結果 をホス トコンピュータへ入力す る。

料金調 定で は、 ホス トコンピ ュータで電 力使用量 か ら電 気料金を計算す る。

料金収納に は、金融機 関での 口座振替 、コン ビニや金融機 関での振込(入 金)、 営業

所で の払込、訪 問集金な どの方法があ る。 口座振替 は、一 般 には、振替請求 データ及

び振替結果 デー タを磁気テ ープで金融 機関 とや り取 りして いる。振込 の場合 は、請 求

書 と振込用紙 を郵送 し、お客 さまが コンビニや金融 機関へ振込む。 入金 デ ータは、一

般 にEDIや 磁 気 テープに よって受 け取 ってい る。営業所 への払込 の場合は、端末 か ら

ホス トコンピュータへ入力 している。訪問集金では、集金 データを持 って集金 し、営

業所へ持 ち帰 って ホス トコンピュータに入力す る。

収 入管理 では、振替結果 データや入金 データ等 の収納情報 に よ り消込 を行 う。 消込

は、お客 さま番 号を キーに してお り、計算機 で行 っている。

4.5.2効 率化 の状況

(1)シ ステ ム化 の状況

検 針では、機 械 出力の検針票 を持 って出かけ、営業所 で検 針結果 を手書 きOCRで

入力す る方法 が主 であ った。最近 は、伝送 したデ ータをハ ンデ ィター ミナルにダ ウ

ンロー ドして出かけ、現場でデ ータ入力 と検針票 の プ リン トア ウ トを行 い、営業所

に帰所 して デ ータを ア ップ ロー ドす るや り方を採用 しつつ ある。 また、訪 問集金 で

も同様に ハ ンデ ィター ミナルを採用 しつつ ある。

金融機関 での 口座振替で は、デ ータのや り取 りを磁気 テープの他 に、電力業界標

準 のEDI、 全銀 協 ビジフ.ロに よるEDIで 行 ってい る。

コンビニや金融機 関へ の振込 の場合 の入金 デー タは、電力業界標準 のEDIま た は

磁気 テープに よ り受 け取 ってい る。
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(2)金 融機 関等の フ ァームバ ンキ ングサ ー ビスの利用状 況

電気料金 の 口座振替におい て、フ ァームバ ンキ ングサ ー ビスを利用 している。電

力会社2社 が相手先延べ31社 の金融機 関 と、全銀協,ビジプ ロに よるEDIで 振替 依

頼 、振替結果 デ ータをや り取 りしている。(電 気料金 とは直 接関 係 のな い入 出金 管

理 には、多 くの電力会社 が フ ァームバ ンキングを利用 してい る。)

(3)EDIの 導入状 況

電 力業 界標 準で ある電 気料金収納業務 ビジプロに よるEDIは 、電 力会社8社 が相

手先延べ57社 の金融機 関 ・コン ビニと実施 してい る。電気料 金収納業務 のEDIは 、

電 力会社 か ら金融機関への振替請求、金融機関か ら電 力会社へ の振替通知 、金融機

関 ・コンビニか らの振込通 知を電子的に行 うものであ る。 コンビニ との振込通知に

関す る連携 は幅広 く実施 して お り、金融機関 とは振込通 知 ・口座振替 の連携 を一部

で実施 してい る。

また、電気料金請求業務 ビジプ ロに よるEDIは 、多 くの需給契約 に よる電気料金

を集約支払 され るお客 さまに対 して、電子的に電気料 金(請 求総金額 とその個別 内

訳金額)を 請 求す るもので ある。 しか し、まだEDIは 実 施 してお らず 、電気料金請

求業務 ビジプ ロを使用 した磁気 テープのや り取 りを一部 の電力会社で行 っている。

(4)業 界 での標 準化状況

電気料金 の請求 ・支払いに関 して、 「電気料金収納業務 ビジネス プ ロ トコル標 準」

と 「電気料 金請求業務 ビジネ スプ ロ トコル標準」 の二 つ の業界標準 を制定 している。

① 電気料 金収納業務 ビジネ スプ ロ トコル標準(平 成2年3月 制定)

・ お客 さまの電気料金 の 口座振替や振込に関す る金融機 関や コンビニとの情報

連携 に関す る情報の表 現方法を定めた ものであ る。

・ シンタ ックスル ールは業界独 自の固定長 フ ォーマ ッ トを採用 してい る。

・ 請 求関連 のメ ッセージ として、直接請求す るもの ではないが間接的な もの と

して、金融機関へ の 「振替請求」 を定 めてい る。 また、支払 関連 の メ ヅセ ージ

と して、直接支払通知を受 ける ものではないが間接 的な もの と して、金融機 関

か らの 「振替結果」 お よび金融機関 ・コンビニか らの 「振込結果」 を定めてい

る。(図4-6参 照)

② 電気料 金請求業務 ビジネ スプ ロ トコル標準(平 成6年11月 制定)

・ 多 くの需給契約に よる電気料金を集約支払す るお客 さまへの請 求業務を対象
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と してい る。電力会社 が、各 々の需給契約単位 に一定期 間の電気使用量等 に基

づ き定例 的に算定 した電気料金をお客 さまの支払単位 に集約 して、請 求総金額

とその個 別 内訳金額 を提示 し、支払い を請求す る業務 を対象 として、EDIに 必

要 な情報 の表 現方法を定めた もので ある。

・ シンタ ックスル ールはCIIシ ンタ ックスル ールを採用 している。

・ 請 求関連 のメ ッセ ージと して、 「請 求総 括情報(集 約情報)」、 「契 約単位情報

(明細 情報)」、 「請求先単位集約情報」の3情 報 に分 けて定 めてい るが、3情 報

に よ り請 求す る運用にな っている。(図4-6参 照)

振替請求

振替結果

図4-6電 気料金 関係の主な メ ッセ ージ

4.5.3問 題 点

現在 の ところ、EDI導 入に関 して次 の よ うな問題 点が考 え られ る。

・ 伝送方式がバ ッチであるため 、電気料金収納 時間 とデ ータベ ースへ の反 映に タイ

ムラグが発生す る。

・ 電気料金 口座振替 のデ ータ連携 を考 え ると、デ ータ量 が多 い場合、高速 の伝送 プ

ロ トコルが必要 となる。
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4.6重 電業界の動 向

4.6.1代 表的な請求支払 処理

重電業界 の代表 的な請求支払処理は、他の製造業者 へ の製造設備 の納 入代金 と、部

材の納 入代 金 につ いてで ある。(従 って、顧 客において、発注 一検収 一支払 とい う一 連

の流れを効 率化す るための独 自のシステ ムを構 築 して い る ことが多 い。 この ことに

よって発 生す る問題 につ いて、後述 す る。)主 な処理手順 は、発注 、納 品 、請 求 、 集

金、収入管理(収 入消込)で ある。図4-7に 収 入消込処 理の概要 を、図4-8に 請 求処

理の概要 を示す。

受注お よび納 品 で は 、顧 客 か らの注 文 内容 と、 製作 の進 捗状 況 を 、 ホ ス トコン

ピュータへ逐次入 力 し、管理 してい る。

請求では、 ホス トコン ピュータで顧客 の注文 内容を満足 した受注案件 を抽 出 し、当

月の請 求金 額を決 め る。既に述べた通 り、重電業 界では、顧客において、発注 一検 収

支払一請求(売 掛金)の 消 し込み処理

請求書との

照合作業

買掛金明細と

当社製造番号

との照合作業

図4-7基 本 的 な業 務 フ ロー(1)
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売掛金の確定と請求行為の実施

受注 ・製作手配システム

工場 ・倉庫

出荷情報

営業部門

受注情報

売上システム

売掛金台帳
当社書式

請求書

納品時に

押印した請求書を

返送する

請求内訳

)
▼

転記作業

▼

顧客書式

テ

照合処理

顧客

注文書

(請求書含む)

月次集計処理

買掛金計上

明細表

図4-8基 本 的 な業 務 フ ロー(2)

一支払 とい う一連 の流 れを効率化す るための独 自の システムを構築 してい ることが多

い。 その ような場合 には、受注側 が顧客 のシステムに合わせ て、請求行為を行 うこと

を要 求 され る。す なわ ち、顧客指定 の請 求書式で請求 した り、顧客 で作成済 の請求書

に押印 して返送す る形 態に対応す る必要 がある。そ のた め、以下 の よ うな問題 を生 じ

てい る。

・基幹 システ ムか らの請 求書 の一 括発行が出来 ない。

・提 出請求書 と、基幹 システ ムの確定売掛金 との照合作業 が必 要。

集金では、金融機 関へ の振込 、小切手の受け取 り、支払 手形の受け取 りな どの方法

がある。入金デ ータは、主 にTELEXで 受け取 ってい る。

収入管理 では、入金 デー タと顧客 の買掛金計上 明細 、提 出請求書 に よ り消込 を行 う。
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消込 は、製作 品番号 をキーに してお り、上述 の理 由な どか ら、現状で は主 に手処理 で

行 ってい る。

4.6.2効 率 化の状況

(1)シ ステ ム化 の状 況

受 注 と納 品 では、上述 した とお り、顧客 か らの注文 内容 と、製作 の進捗 状況を、

ホス トコンピュータへの逐次 入力 し、製作 品番号 ごとに管理 してい る。

請 求では、 これ らの情報 か ら、当月 の請 求対象 となる製作品 を抽 出 し、 プ リン ト

アウ トす る。 この うち、当社書式 での請求 が可能 な顧客分 につ いては、計 算機で請

求書 を フ.リン トア ウ トしてい るが、顧客指定書式 を要求 され る場合 は、手作 業で転

記 してい る。 また、顧客 が注文 時に内容 を記 入済 みの請求書 を交付 し、納 品時に押

印 して提 出す る ケース もかな り多 い。 この場 合には、 ホス トコンピュータか らの請

求情 報 と、実 際の請求 タイ ミングとが、必ず しも一致す る とは限 らず 、 また、 ホス

トコ ンピュータか らの請求情報通 りの請求 が行われ ているか どうか のチ ェック作 業

が必 要 とな る。 このチ ェック作業 も、手作業 で実施 している。

収入管理 では、効率化 の取 り組 みはほ とん どな され ていない。ただ 、買掛 金計上

の明細 を書面 で通知 して くれ る顧客 につ いては、 この明細 をパ ンチ入力 し、売掛金

明細 と 「注文番 号」 をキーに 自動照合す る システ ムを一部導入 してい る。

(2)金 融機関 な どのFBサ ー ビスの利用状況

主 に支払業務 の効率化 を狙 って、本格 的利用 に向けて取 り組 んでい る。

(3)EDIの 導入状況

電子機器業 界 の一部大手顧 客では、従来 よ り受注業務 をEDI化 して いる。 また、

これ らの顧客 か らは、買掛金明細 について も、EDIを 利用 して送達 され てい る。

4.6.3問 題 点

現在 の ところ、EDI導 入に関 して次 の よ うな問題 点が考 え られ る。

・ 大規模 なプ ラ ン トな どの受注については、受注処理そ の もののEDI化 が相 当に困

難 であろ うと予想 され る。

・ 取 引が小規 模 な顧客 につい ては、EDI導 入 のメ リッ トが少ないため、顧客 の理解

を得 られ ない可能性 がある。
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・ 小切手 や手形 に よる支払 な ど、FBとEDIを 応用 した 自動消込 の範 疇 に収 ま らな

い支払形 態が ど うして も残 る。
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4.7

47.1

総合商社の動向

代表的 な請求支払 処理

(1)代 表的 な買掛金 勘定起 用か ら支払 までの処理手順(総 合振込 デー タ伝送 扱い の場

合)

a.営 業部局 にて営業 システ ム(全 ての成約受渡情 報が入力 され る基幹 シス テム)

に受渡 データがイ ンプ ッ トされ ると、買掛金 デ ータが会計 システ ム(全 ての勘定

を記帳す る基幹 システム)に デ ータが連結 され、勘定起用 され る。 また債 務(買

掛金)情 報 が債 権債 務管理 システ ム(営 業取 引に係 る債権債務 と収 支処 理を一元

管理す る基幹 シス テム)に デ ータ連結 され る。

b.営 業部局 は債権債務管理 システ ムの 「収支予定表」 や取引先 か ら受領 す る請求

書 を基 に、債権債務 管理 システ ム(オ ンライ ン)に 対 象債 務 デ ー タ(買 掛 金 勘

定)を 指定(消 し込 む)し て支払伝票 のイ ンプ ッ トを行 うと同時 に、支 払伝 票を

ビ リング し、請 求書を添付 して管理部局 に回付 す る。

c.管 理部局 では回付 されて来 た伝票 ・請求書 を基 に、支 払 日3営 業 日前 までに債

務管理 システ ム(オ ンライ ン)に 支払承認 のイ ンプ ッ トを行 う。 これに よ り出納

部局に対 し支払手続指示 が行わ れた事 にな る。 出納部局 へは紙の支払伝票 は回付

しないが、後 日債権債務管理 システ ムのバ ッチ処理 で保存 帳簿 として一覧形式 の

支払伝票 を出力 す る。

d.債 権債務管理 システ ムは支払 日2営 業 日前 の夜 間バ ッチ処 理 に て 、振 込 支 払

デ ータを生成 し、現預金 システ ム(預 金照 合 や資 金 繰 な どを行 うシ ステ ム)に

デ ータ連結す る。現預金 システ ムは後続処理 と して、全 銀協総合振込依頼 フ ォー

マ ッ トの伝送 フ ァイルを生成 し、翌支払 日1営 業 日前朝 に仕 向銀行 にデ ータ伝 送

し、 「i振込 支払 明細通知書」 を取 引先宛に 自動FAX送 信 す る。買掛金 を消込 み当

座 預金勘定を マイナスす る仕訳 デ ータが両 システ ムか ら会計 システ ムに連結 ・記

帳 され る。 出納 部局では一切 のイ ンプ ッ トが不要。

(2)代 表的 な売掛金 勘定起用 か ら入金 までの処理手順(振 込 入金 の場合)

a.営 業部局 にて営業 システ ムに受渡 データがイ ンプ ッ トされ る と、買掛 金デ ータ

が会計 システ ムにデ ータ連結 され、勘定起用 され る。 また債 権(売 掛金)情 報が

債 権債務管理 システ ムにデー タ連結 され る。 また夜 間バ ッチ処理 で所定 フ ォーム

(印 影入 り)請 求書を出力、翌朝 に営業部局 に配布す る。
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b現 預金 システ ムは毎 夕方銀行か ら当 日の各 口座 の入 出金 明細 データを受信 し、

また伝送非対 象の銀行 分 につ いては 出納 オ ンライ ンか ら振込 入金 データのみをイ

ンプ ッ トす る。夜 間バ ッチ処理 で振込入金 のデータを 自動判別 し、入金1件 毎 に

ユニークな 「振込整理No .」を採番 の上 、「振込 入金明細表」 として入金 日翌 日に管

理部局宛に アウ トプ ッ トす る。

c.管 理部局は 「収支予定表」 や 「振込入金 明細表」 を基 に、債権債務 管理 システ

ム(オ ンライ ン)に 対 象債権 データ(売 掛金勘定)を 指定 し(消 し込 み)、 見合に

「振込入金 明細表」上 の どの入金 を振 当てるかを 「振込 整理No.」で指定(金 額の

分割や複数 の入金 を振 当て る事 も可能)し て収入伝票 のイ ンプ ッ トを行 う。 この

時、収入伝票を ビ リングす るが 出納 部局 へは回付せず、後 日バ ッチ処理 で保存帳

簿 として一覧形式 の収 入伝 票を 出力す る。

また債権債務管理 シス テムか ら現預 金 シス テムへ夜間バ ッチ処理 で、振 当てに

使用済 の振込整理No.と 金額をデ ータ連結 す る。

d現 預金 システ ムでは入金 日4営 業 日後 の夜 間バ ッチ処理 で、振 当済 の入金 につ

いては、当座預 金勘定 のプ ラス見合 に、入金1件 毎 に 「未整 理勘定(振 込整 理No.

付)」 を消込む仕訳 を会計 システムに連結 ・記帳す る。

未振当の入金につ いては、当座預金見合 に仮受金勘定 を起用す る仕訳を 自動生

成 して会計 システムへ連結 して入金処理 として確定 させ、 「仮 受 金 チ ェ ック リス

ト」を経理関係部局 に出力 して最終 的な勘 定 整理(本 来 の勘 定 と仮 受 金 との消

込)を 促す。

4.7.2効 率化 の状況

(1)収 支事務 の システ ム化 、及び金融機関等 のFBサ ー ビス利用 の状況

・ 本/支 店毎に処 理す るが、処理方法/利 用 システムは全店 で統一 されてい る。

・ 収支に係 る全 ての伝 票処理が システム化 され てお り、あ らゆ る収支伝票 は何 ら

かの システ ムでイ ンプ ッ ト(起 票)さ れ 、全 て現預金 システ ムにデ ータ連結 され

る。

・ 受渡時に営業 システ ムにイ ンプ ッ トす る事 がほぼ全面 的に義務付け られて お り、

それに よ り自動的に債権債務勘定 が起用 され、会計 システム(帳 簿)と 債権債務

管理 システムにデータ連結 され る。債権債務管理 シス テムでは振込 ・手形 ・小切
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手 ・現金 と全 て の種類 の収支を扱 う。 なお、営業取 引 以外の収支 は別 シス テムに

て処 理す る。

・ 債権債務 管理 システム(オ ンライ ン)で 消込 み対象 の債権債務 勘定 を指定 して

収支伝票 を起 票す るが、 自動消込 ではない。営業 システムへのイ ンプ ッ トが無 い

まま収支伝 票を起票す る場合は、債権 債務管理 システムに債権債務勘 定を本来 と

は貸借逆 に起用す る事 で収支伝票を起 票す る。

・ 請求書 の授受 は基本 的には紙ベ ースで あ る。 送 付 は 、営業 シス テ ムか ら夜 間

バ ッチ処 理で 出力 され る印影入 りの請求書を、営業部局 が手作業 ベ ースで取 引先

に送達 してい る。受領 も、一般には紙ベ ースである。

・(基 幹 の)営 業 システ ムにバ ヅチ処理に てデータ連結 す る、部局 固有 の複数営 業

サブ シス テムがあ り、個別 に企業間デ ータ伝送 で請求支払 デー タを伝送 してい る

例 も鉄 鋼EDI等 を含め複数 ある。 しか し債権債務管理 システ ムでの債権債務 消込

イ ンプ ッ ト時 に参照 して活用 できる ような仕組 みにはな っていない。

・ 現預 金 システ ムは主要取 引銀行 との間 で、振込支払依頼 のデー タ伝 送(受 信)

を行 って お り、先述 の 「代表例」の他 、支払 日1営 業 日前 の15時 までに 出納部 局

へ支払伝 票(紙 ベ ース)を 回付す る と、現預金 システ ムの処理 でデ ータ伝送 に よ

る振込 依頼が行 え る。

・ また、 デー タ伝送 を行 わない伝票 につ いては現預金 システ ムにて振込依頼 書を

自動 出力す る。

・ 経 費 関係 の収支処理は別 システ ム(営 業費 システ ム)に よって処理 し、振込支

払 も同システ ムか ら別途デ ータ伝送 にて振込依頼 を行 ってい る。

・ 債権債務管 理 システムのPCサ ブシステ ムとして、約束 手形を作 成 す る手形 自

動発行 システ ムがある。

・ 現預金 シス テムで多数 の銀行 と入 出金明細通知 のデ ータ伝送(受 信)を 行 って

い る。伝送 を行 っていない取 引銀行分につ いては 出納部局 が現預金 システ ム(オ

ンライ ン)に イ ンプ ッ トしている。債権債務管理 システ ムを含 む他 システ ムが作

成す る全ての収支伝票 のデータは現預金 システ ムにデー タ連結 され、 まれに発生

す る手 書 き伝票 は出納部局へ 回付 され て現 預金 シ ス テ ム(オ ンライ ン)に イ ン

プ ッ トされ る。 同 シス テ ムで ホス トとPC-C/Sを 連 携 した 預 金 照 合処 理 に よ

り、 口座入 出金 と収支伝票 の突合確認業務 を半 自動化 してい る。

一53一



・ 収支予定デ ータを掌握 してい る各 システムか ら現預 金 システ ムに対 しデ ータ連

結 を行 い、 出納 ・財務部局 が同 システムのPC-C/S資 金繰機 能 を利 用 して資金

移動 シ ミュレーシ ョンと決定 ・振込依頼書 自動作成 を行 ってい る。

・i振 込 入金 の処理につ いては先述 の 「代表 例」 の通 り。

・ 外 国為替 システムに て銀行 か らL/C接 受 データ伝送 を受 けて いる。

・ 給与 システムに て銀行 に対 して、給与 ・賞与振込依頼 のデ ータ伝送 を行 ってい

る。

・ 借上げ社宅家賃 の支払 いは専用 システムにて銀行に対 し、振込 依頼デ ータ伝送

を行 っている。

・ 外 国たば こ取引 のシステ ムで銀行 に対 して、たば こ消費税納 付依頼のデ ータ伝

送 を行 っている。

・ 主取 引銀行 につ いて、 ターゲ ッ トバ ランスサー ビス(事 業所 の 口座 の残高 が設

定 した金額 となる よ うに本 店 口座 との間 で 自動 的 に預金 移 動 を行 うFBサ ー ビ

ス)を 利用 してい るが、 これに よって資金繰 を完全 自動化 しているわけ ではない。

財務関係部局 で、 ロイ ター ・QUICK等 の情報 サ ービスや証 券会 社等 の オ ン ラ

イ ン情報提供 サー ビスを利用 してい る。

(2)EDIの 導入状況

1995年9月 末現在 で、国 内外481社 との間で何 らか の形 の企業間 データ伝 送 を

行 っている。rMEDIA」 と称す るフ ァイルスプ ー リング/伝 送 スケジ ュール管理/

実行状況監視を一元管理す るホス ト機 ベ ースの ミドル システ ムを稼動 してお り、

あ らゆ るデ ータ交換(社 内 も含 む)はMEDIA経 由で処理 してい る。一部、パ ソ

コン通信利用の ものや、PCや ミ ドル レンジマシ ン単独 での伝 送 もあ る。 それ ら

の内、CIIやUN/EDIFACT等 の標準EDIメ ッセ ージに よる ものの数 は不 明(統

計無 し)だ が、鉄鋼EDI等 の実例が ある。

他 に、M/T等 の媒体 に よるデー タ交換 が83社 、TELEXが24社 、FAXが942

社 である。TELEX・FAX受 発信 システ ムはホス トコンピュータで稼動 し、他 ア

プ リケーシ ョンとデー タ接続 す る機能を有 して いる。

職能系 で特徴的 なデ ータ交 換 と しては、損害保険 の付保 ・証 券発行 ・求償 、船

会社 の船腹状況 ・船腹予約 ・本船運行状況、税関 のSea-NACCS(通 関情報)、 生

命保 険各社 の団体保険等 が ある。営業系 で特徴 的なデー タ交 換 としては、食 品な
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]
どの業 界VANを 展開 して いるケース、 コンビニエ ンスチ ェー ン ・弁 当加 工業 者

・包装材 メーカー といった企業間 の取 引の流れを包 括的に システ ム化 ・効率化 し

て いるケース等 がある。

(3)業 界 での標 準化動 向

・ 商社 は、商 品別/職 能別に取扱 データ内容や関係先企業 ・業績 が異 な る為、 「商

社業界」 で何 かを標 準化 す るとい った発想にはそ ぐわ ない面 が あ り、事実 これ と

い ったEDI標 準化の取組 みは行われ ていない。

・ 但 し鉄 鋼EDIな ど対 面 業 界 のEDI標 準 化 に 対 応 を 迫 られ て お り、 ま た

S.C.NET(ShipperとCarrier)やS.FNET(ShipperとFowarder)に 商社 が加盟

して対応す る等、個別業界別 の取 り組 みは見 られ る。

4.7.3問 題 点

(1)中 小企業へ の普及策

・ 今 回の 「振込 キー方式」 に して も、各企業におい ては対応 の為 の情報化投資 が

必要 であ り、中小企業等 では財政 的 または技術的に負担 とな るケースが当然予 想

され る。

・ 中小企業 ではPCス タン ドア ロンや小規模LAN向 け の会 計 パ ッケー ジ ソフ ト

がかな り普及 してい るよ うで、そ うした ソフ トに オ プ シ ョン機 能 と して 「振 込

キ ー方式」 に よるFBデ ータ作成機 能を備 え る事 は普及 の一 助 とな ろ う。

・ 銀行 がFBソ フ トの付加価 値機能 として原始 デー タ管 理の機能を 提供 す る事 が

期待 され る。

・ 国や地方公共 団体、 中小企業金融公庫、 業界別 貸 付 機 関(理 容 業 界 な どに存

在)な どが、税制や政策/施 策上で優遇 措置を設 けては ど うか。

・ 大企業 では独 自に顧客 サー ビス としてそ うした システ ムパ ッケージを提供 す る

事 も一策 である。事業 として成立 させ得 る可能性 もある。

(2)非 対応企業

・ 普及過渡期 、 また最終 的に も諸 々の理 由 ・事情 で対 応で きない企業 が多数 ある

と予測 され る為 、紙 ベ ースの請求に も対応出来 るよ うな イ ンタフ ェース も設 け る

必要 があ ろ う。
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(3)請 求 が先行 しない支払

・ 「振込 キー方式」は売 主か ら買主へ渡す請求情報 に 「振込 キ ー」を盛 り込 み
、買

主 はそれを銀 行への振込依頼 デ ータに セ ッ トす る方式で一般 の取引代金決済 は こ

の概念 で カバー出来 ると思わ れ るが、支払が先行 して領収証 が後に来 るケースに

は対応 出来 ないのではないか。

(4)口 座 引落 に よる支払 の場合

・ 買主 か ら銀 行への振込依頼 デ ータは無い
。 この場合 は、売 主 か らの請 求情 報

(振込 キー)は 買主 だけでな く銀行 へ も送付す る必要が あ り、銀行側 システ ムも

これ に対応す る必要 がある。

(5)支 払業務 におけ る請求情報 と債務情報 の紐付消込事務

・ 支払業務 におけ る取 引先 か ら受 領す る請求情報(請 求書ない し企業 間デー タ伝

送)と 債務情報 の振 当(紐 付判別 、消込)も 、入金業務に劣 らな い大 きな課題 で

ある。

・ 請求情報 は、支払期 日や金額 な ど一 見す る と債務情報 との紐付 キー として使用

可能 なデー タ項 目が債務情報 デ ータと異な って送付 され るケースが少 な くない。

受渡 時点(債 務計上 時点)で は諸掛 金額 が未確定 で暫定的 な金額 で記 帳 されてお

り、その後確定 した場合や 、複数 の債務 が1件 に取 り纏 まって請求 され るケース

が よ くあ る。 この よ うな場 合は都度電話 な どで確認 して請求 と債務 を紐付 け、支

払伝票 を起票す る事 になる。

今 回の売主側収 入事務 の為 の取 り組 みの よ うに、買主側支払事務 の為 に請 求情

報 の中に債務情報 とユニー クな紐 付け可能なデ ータ項 目を盛 り込む よ うな取 り組

みが望 まれ る。基本 的には請 求の前段 階で買主か ら売主 に引 き渡す情報(出 荷納

品情報 な ど)に 買主側 でキー情報 を盛 り込 んでお き、それを請求時 に売主 か ら買

主 に返す とい うアプ ローチで良い と思料 す る。そ の際、取 り纏めた方 がデ ータ量

=情 報授受 コス ト低減 になるので、その処 理方法が課題 の一つ になる。

ある社 では独 自に検討 してお り、案 と して、①取 引の流れ のEDI化 、② 受渡 時

に納 品書 な ど と ともに先 方発 行 の請 求書 に貼 付 して も ら うた め のBCL(Bar

CodeLabel)を 提供 、③請求書 フ ォー ムを定型 化(ワ ープ ロ雛形 フ ァイル或は手

書 き用 ブ ランク用紙)し てOCR読 み取 り、④先方が捺 印すれ ば完成す る よ うな半

完成請求書を提供 、⑤WWWの 活用 、な どが挙 が ってい る。
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4.7.4そ の 他

(1)実 際の普及活 動 の初期は、電力 ・ガス ・水道 ・電話 ・NHKな どの 公共 料 金 関係

の企業 向け請求 支払に導入す る事が望 ま しい と思料 す る。 これ らはデ ータ件数が多

く、効果 が大 きいで あろ う。

(2)普 及活動 時、各企業において請求支払や入金事務 の効率化 メ リッ トを打 ち出す と、

事務 労働 力削減 を意味す ることにな り雇用 問題 と して労働 団体に取 り上げ られ るの

ではないか。

(3)銀 行 の計算機 セ ンターのデ ータ伝 送可能 時間帯 は、現 状 では9時 ～18時 の為 、特

に サー ビス産業 や家 内的企業 の事務処 理時間帯 を考慮 し、時 間帯を拡 大す る事を検

討 しては ど うか。

(4)通 信 回線料金 の低廉化 が課題 で ある。各 キ ャ リア(通 信事業者)は 回線サ ー ビス

の種類 と料金 の メニュー体系 の多様化 ・低廉化 を進 め られた い。

(5)イ ンターネ ッ ト経 由の利用 も可能 にす る事 が望 まれ るが、特 にFBに つ い ては セ

キ ュ リテ ィ確保 が課題 となる。
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4.8物 流業界の動 向

4.8.1売 掛金処理 の一例

ある物流業者 の売掛金処理 の例 を以下 に示す 。 これは、 システム化 され た売掛金処

理 システムのオペ レーシ ョンである。 システ ムそ のものは、帳票ベ ースであ る。

(1)原 票入力

原票入力処理 につ いては、 「原票処理」 を参 照す る。

(2)勘 定処理

① 集計担 当者 か ら回付 を受けた売掛 金勘定資料送付票 と添付 されてい る原 票(B

片)の 検証 を行 う。

② 現金売 り分は、売掛 金勘定資 料送 付票 と原票(B片)を ホ ッチキ ス等 で留 め 、

勘 定引抜 時 まで保 管す る。

③ 「掛 け売 り」 お よび前受 入金 分について は、原票B片 に添付 され て い る売 掛 金

勘定資料送付票を はずす。(売 掛金勘定資料送付票 は決算終 了時 まで保 管す る。)

・前受け入金分 の原票(B片)は 、勘 定引抜時 まで保管す る。

・掛け売 りの原票(B片)は 、顧 客別 に仕分け、顧 客別 に売掛金残高表 を作 成、

記録 して、勘定 引抜 時 まで保管 す る。

④ 勘定総括表 を画面 で呼 出 し、数値 の合致 を確認す る。

(3)請 求 回収処理

① 各顧客 の請 求 日に請 求書発行処理 を行 い、請 求書(3片)、 請求 内訳 書(3片)

を出力す る。

② 請 求書に対応す る原 票(B、C片)を 取 り出 し、請 求 書 、請 求 内訳 書 、原 票

(C片)の 順にセ ッ トし、請 求書(C片)に 社 印を押 印す る。(原 票(C片)を 顧客

に提 出 しない場合は請求書(A片)に 添付す る。)

③ 請求書(B片)に は当該原票B片 を添付 し、未請求原票(B、C片)と ともに入

金 まで保管す る。

④ 請求書本 片の請求金 額 と原票(C片)の 合計 金額 の合致 を確認後 、 ホ ッチ キ ス

等 で留め、顧 客に郵 送 または持参す る。

⑤ 支店 出納 か ら入金 通知 を受 けた時 は、請 求書A片 に よ り入金額 を確認 し、売掛

金回収画面 よ り回収入 力を行 い、回収伝 票を発行す る。

⑥ 回収入力に よ り出力 され る売掛金 回収 リス トと請 求書(A片)を 検証す る。
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【勘定整理】

売掛金
累積データ

原票集計表データを一般支店へ送信時、
自動的に売掛金更新処理を行う

原票データ(集 計表作成済)よ り売掛金累積
データを作成、顧客別残高マスター更新

画面照会、月末出力

勘定総括表記入

集計担当者より

一 一
売掛金勘定資料送付票
売掛金勘定整理票(原 票B片)

(原票C片)

掛け売り分
各顧客別に保管

原票B片

理金売り分

売掛金勘定資料送付票
売掛金勘定整理票を保管

送付票

送付票 原票C片 原票B片

(売掛金勘定資料送付票は決算終了時まで保管)

【請求回収処理】

請求書発行処理

売掛金回収入力

請 求書(A、B、C片)

(ノミー コー ド印届の

請 求 内訳 表

暴

一 ↓ll

＼

＼

請求書(C片)
請求内訳表
原票(C片)

一[壷 コ

入金

支店出納より入金通知をうけ請求書A片 より入力

1

支店経理へ

売掛金回収伝票(A、C片)

売掛金回収 リスト

検照、請求書A片 と売掛金回収リス トの検照を行う

図4-11売 掛金処理 の流れ(1)
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【引抜処理】

請求書(B片)
原票(B片)

売掛金回収入力

支店経理より

勘定資料送付票
伝票B片(売 掛金回収伝票)

(手作業で引き抜 く)

量 請求書B片 に基づき入力(バ ーコー ド入力)

1

売掛金回収リスト

検照、請求書B片 と売掛金回収リス トの検照を行 う

【売掛金残高内訳書作成】

売掛金累積データ

売掛金勘定残高内訳書

売掛金勘定残高月計表

顧客別残高マスター

顧客別実績表

図4-12売 掛 金 処 理 の 流 れ(2)
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⑦ 回収伝票を課所長 が検 印 し、支店経理 に送付す る。

(4)引 き抜 き処理

① 支店 か ら送 付 され た勘定資料送付票 と伝票(B片)の 件数 、金額等 を検 証す る。

② 回収伝 票 と発生原票 との引き抜 きは、手作業で行 う。

③ 売掛 金回収画面 よ り引抜済 の請求書 に基づ き回収入 力を行 う。 また 、一部 引 き

抜 きの場 合は原票単位 の引 き抜 き となる(③ 、 ⑤ の 回 収 入力 を 行 って いな い場

合)。

④ 回収入力に よ り出力 され る売掛金 回収 リス トと引抜済 の請 求書(B片)、 原 票

(B片)を 検証 す る。

・勘 定総括表 を画面 で呼 出 し、数値 の合致を確認す る。

・勘定総括表 は月末締終了時に 出力 し、課所長 までの検証 ・検 印を受け た後 、

編綴保管 す る。

(5)残 高 内訳 書の出力

① 回収 入力完 了後、売掛金勘定残高 内訳書お よび売 掛金勘定残 高月計表を 出力 し、

課所長 までの検 証 ・検印を受けた後、支店 へ送付 す る。

② 売掛金勘定残 高 内訳 書の請 求 ・未請求の区別 は、

・請 求書発行顧 客は請 求書発行済か否 かで判 断す る。

・本 システ ムで請求書を発行 しない顧 客は原票 日付 で区別 す る。

ので、手持 ち請 求書 と照合 し、誤 りが ある場合 は 「残高 内訳 書の請求未請求 の修

正」 画面 で修正 を行 う。

(6)顧 客別実績表 の出力

顧客別実績表 を出力 し、実績管理 、営業拡大に使 用す る。(顧 客別実績表 には、原

票入 力 した顧客 の原票収入金額 、数量が記載 され る。)

4.8.2フ ァームバ ンキ ング(FB)利 用例

ある国際貨物取 扱業者におけ る金融機関 のフ ァームバ ンキ ングの利用例 を以下 に示

す。

(1)ア ンサ ーシステ ムの利 用例

パ ソコンと電話 回線 を利 用 して銀行 のシステ ムにつな が ることで、 以下 の業務 を

リアル タイ ムに行 うことがで きる。
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① 自席銀行 口座 の残 高の確認

② 自店銀行 口座 間の資 金の移動

他店 間は午後3時 まで、同行 内は午後4時 まで可能。

③ 予め銀行窓 口で、振込 先(業 者)を 登録 しておけば、その相手 口座 に対す る振

込 がで きる。振込 の記録 は手持 ちのFDに 保 存 され る。振込確認通知 は、1ヶ 月 ま

とめて後 日銀行 より送付 され る。

(2)共 同CMSお よび各行 の入出金 明細 サ ー ビス

パ ソコ ンと電話回線を利用 して、銀行 よ り、 自店 口座 の入 出金 明細 デー タを受信

す ることがで きる。 このデータを 、ホス トコン ピュータ側に落 とし込 む事 で、以下

の業務に利用で きる。

① 入金 は、荷主 よ りの売掛金 の払込 で あるため、営業 の各端 末にて、担当者 が入

金 の確認 をす る ことがで きる。

このデー タを基 に売掛金 の回収伝 票を作成す る ことで、残 高管理を機械処理 す

ることがで きる。

② 出金 の内、小切手扱いの ものは、小切手 が換 金 された ことで あ るため、小切手

の取 り付け確認に利用 できる。

このデ ータ と小切手 の発行 データを組 み合わせ るこ とで、小切手 の未取 り付 け

管理を機械処理す るこ とがで きる。
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第5章 請 求 支 払EDIの 基 本 コ ン セ プ ト

本章 では、請求支払EDIの 基本 コンセプ トへ のアプ ローチ方法 と検討結果、及 びそ の結果 に

対す る産業 界等 の評価 につ いて述 べ る。

5.1請 求 支払EDlの 範 囲

基本 コンセプ トヘ ア ブ ローチす る最初の作業 として、請求支払EDIの 範 囲を決め る こと

か ら始 めた。

通常 、受発注段階 と納 品段階の区切 りは、注文請 書 の交 換(交 換 を 省略 す る場 合 もあ

る。)と 出荷処理 の間 とされ、比較 的明確 である。 しか し、納 品段 階 と請 求支 払段階 の区切

りはあい まいで ある。即 時決済では、そ もそ も納 品 と支払 いが同時進行す る。 こ こでは、

わ が国国 内の取 引を対 象にす るとい う大前提か ら、わ が国では一般 的な月単位 一括払 いを

対象 として、納 品段階 と請求支払段 階の区分を行 うこととす る。

(1)納 品段 階か ら請求 支払段 階にかけての業務処理

最初 に、納 品段階 以後 の業務 の流 れを概観 してみる。具体 的な業務 の流れ は、業種 業

態 に よって大幅に異 な るのが普通 なので、教科書 的なフ ローを分析す る こととす る。お

お よそ以下 に示す流 れ とな る。

① 納 品処 理

・ 受 領書 の発行(一 般的に、発注者か ら輸送者へ渡す。)

・ 検 収書 の発行(一 般的に、発注者 か ら受注者へ渡す。)

② 売掛 金/買 掛金 の計上

・ 受 注者側 では売掛金を計上 し、発注者側 では買掛金を計上す る。

③ 月締 め及び請求 書の発行

・ 受注 者は売掛金 の月締 めを行 い、請求額 を決定 し、請求書 を発行 し発注者へ渡す。

④ 請 求額 チ ェ ヅク及び支払い準備

・ 発 注者は請求額 をチ ェックし支払 いを決定す る とともに支払方法 を決定す る。

⑤ 支 払 い

・ 発 注者 は支払方 法に沿 って支払いを行 う(例 えば、振込依頼 を銀行 に対 し行 う)。

⑥ 入金 チ ェックと売掛金消込

・ 受注 者は入金額 をチ ェック し(例 えば、銀行か ら入金額が通知 され る)、 どの請求
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に相当す るかを確認 し、該 当売掛金 を入金済 とす る(売 掛金消込)。

(2)具 体的な範 囲

前述 のフ ローに は、EDIの 部 分 とそれ ぞれ の企業 の内部処 理 の部分 とがある。① の納

品処理 では、納 品データの交換 や検 収デ ータの交換 とい うよ うなEDIが 実 際に行われ て

いる。一方、② の売掛金の計 上/買 掛金 の計上 は、受注者/発 注者 の純粋 な 内部処理であ

る。 ところで、丁度 この部分が納 品段 階 と請 求支払段階の接 点にな ってい る。検収処理

は明 らかに納品段階 であ り、請 求額 の計 算は明 らかに請求支払段 階で ある。 しか し、売

掛金 の計上/買 掛 金の計上 は、納 品 の最終段 階 と考 え るか請 求支払 の最 初 の段 階 と見 る

かは難 しい。幸 いに も、われ われはEDIの 範 囲で区分けをすれ ば よいので、 と りあえず

② の売掛金 の計上/買 掛金 の計 上 を棚上げ して、③ の月締 め及 び請求 書 発行 以後 を請 求

支 払段階 とす ることで 目的を達 す るこ とが で きる。 したが って、請求支払段 階は以下 の

よ うに定義す る。 ・

請求支払段 階 とは、受注者 におけ る売掛金 の月締 めか ら売 掛金消込 の完 了まで とす る。
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5.2基 本分析

(1)前 提条件

現在 、企業 間決済 の主流 は 「振込」 とされてい るが、手形やそ の他 の支払手段 もまだ

多 く使われ てい る。理想 的な請 求支払EDIは 、それ らの支払手段をすべ てカバ ー した も

の と考 え られ る。 しか し、短期 間でそ の 目的に沿 った コンセプ トを構築す る ことは簡 単

ではない。 当 プ ロジ ェク トでは、 と りあえず現在主 流 と言われ る 「振込」 に よる支払 い

に絞 って検討 を進 めた。 「振込」 以外 の支払手段 の包含 は今後 の課題 で ある。

(2)目 標

第4章 で述 べた よ うに、受注者 におけ る代金回収処理 では、売掛金 消込 に大 きな労力

がかか ってい る事実 があ り、請 求支払EDIの 第一 の 目標 は、売掛金 消込 の 自動化 に寄 与

す ることであ る。 また支払者や銀行 な どに大 きな負荷が掛か らない よ うに しなければな

らない。 さらに短期的実現 のために、既存 の体系を大幅 に変更す る ことも避け なければ

な らない。

これ らは、すべて設計上 の制約 になるが、逆に制 約が多 い ことを考慮 し、満点 を狙 う

のではな く合格点を狙 ったアプ ローチを とった。

(3)請 求支払EDIに 関わ る メ ッセー ジ(情 報)

一般 的には下記 の情報 とな る。

① 請 求情報

請 求 内容を通知す るたあ、受注者 か ら発注者へ送 る。

② 支払情報(支 払 明細情報)

支払 内容 を連絡す るたあ、発注者 か ら受注者へ送 る。

③ 振込依頼

銀行に振込先 と金額 を指示 す るため、振込依頼を発注者 か ら銀 行へ送 る。

④ 振込入金通知

振込入金金額を通知す るため、銀行 か ら発注者へ送 る。

上記を図示す る と、図5-1に な るが、この うち② の支 払情報 は特異 な情報で ある。以

前にはなか った情報 であ り、現在 で も交 換 され ない ケースが多い。 この情報 は、月締 め

一括払 いの際 の受注者側 での売掛 金消 し込 みの便宜 のために、発注者 の好意で交 換 され

てい る情報 であ る。

ただ し最近 のEDIで は、 この情報 を含 める ことが次第 に一般化 して きてい るため、以
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後 の検討 では含め る ことに した。

(4)基 本 的アプ ローチ

図5-1を 分析す ると、② の支払情報 の交換ル ー トが別途存在 している ことが分か る。

現状では、 この情報 のEDI化 例 は非常 に少 ないか、実現例 では、すべて発注者 と受注者

間で直接交換 され てい る。 しか し、③/④ の銀行経 由でも交換で きる ことが分か る。すな

わち、② と③及 び② と④ を合体 させれば よい。

しか し、 この方法 には致命 的問題が ある。③/④ の システ ムは、FBと して既 に大規模

に稼働 してお り、それに大 改造を加 えなければ な らない点 である。短期 的な実現 を 目指

す以上 これは出来 ない相談 で、 この方法は とらない ことに した。

そ こで図5-1を 生 か し、 これを現代的なEDIに バ ージ ョンア ップ させ る方式 を 基本

とした。そのためには、図5-1で 示 した4情 報を連動 させ る仕掛けを考 えれ ば よ く、連

動 させ るためのキ ー情報を検討すれ ば よい とい う結論 にな る。

キー情報に よって メ ッセージ間の連動 を行 う方式 は、CII標 準に よる業界標準化を 実

施 している業界では常識的 であ り、合意 し易い手法 であ る。

振 込 者
(支払者)

一 般 産 業 界

① 請求情報

受 取 者
(請求者)

<

〉

② 支払情報

A

<・… ・….産 業 界 のEDI

③ 振 込 依 頼

← 一ー一:フ ァームバンキング(FB)

④ 振込入金通

、'

A銀 行
振込情報

!一

B銀 イ丁一 →{

金 融 業 界

図5-1請 求 支 払EDIに 関わ る メ ッセ ー ジ
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(5)課 題

問題は、 キ ーの 内容 と運用を設計す ることで ある。 ここで、既存 の体系 の変更 を最 小

限にす る とい う制 約を考慮す る。 キー情報 は既存 の体系 に新 たに追加 す る付加情報 なの

で、 どれ程 の長 さにな るかが、 もっとも重 要な フ ァクターにな る。 そ こで、既存 の体 系

では どれ程 の長 さの新デ ータが追加可能 か とい う調査 が考 え られ る。 しか し、 どの うよ

うな条件 があ って も追加情報は短い方 が よい。本 プ ロジェク トでは、既存 の体系 に追 加

可能な長 さを検 討す る代わ りに、 目標 とす る機能を実現 す るために必要 な最 小限の長 さ

につ いて検討 した。

も しこの長 さが既存 の体系で許容で きない とい うことにで もなれば、請 求支払EDIを

既存 の体系 の僅 かな変更 で実現 しようとす る構想は、諦 め ざるをえな い ことにな る。結

論 を先 に言 えば、既存 の体系 の許容範 囲 内で、新 しい追 加デ ータを実現 で きる見通 しを

得た。
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5.3基 本原理

図5-2は 、図5-1を 現代的なEDIに バー ジ ョンア ップ した図である。 両者 の違 い は、

②、③、④ に ユーザ ー情報 が付加 された以外 にはない。 この情報 は、①～④ の情報 を、支

払者や受取 者が対応 させ るために用 い るキー情報 なので、銀行 か ら見た時 はユーザ ー情報

とな る。

ポイ ン トは この情報の内容で あるが、最初 に図5-2の 原理 を以下 に説明す る。

(1)請 求行為

請求支払EDIの 始 ま りで ある。請 求情報 は代金請求者 が作成 し、 この時参照 キーが生

成 され る。 このキーは請求番 号 と して知 られ てい る。

(2)支 払行為

代金支払者 は、支払処理を行 う。 この時、同一請 求元への支払 いは合 算す るのが一般

的なので、一件 の支払いが複数 の請求情報 に対応す ることにな る。 そ こで、支払 いを参

照す るキーが新たに代金支払側 で生成 され る。 これを振込IDと す る。一つ の振込IDに

対応す る請求番号 の リス トを作成 し支払情報 と して、代金請求者 に送 付す る。

振 込 者
(支払者)

一 般 産 業 界

① 請求情報

受 取 者
(請求者)

`

〉

② 支払情報
(ユ ーザー情報含む)

A

③ 振込依頼+
ユーザー情報

④ 振込入金通
ユーザー情

W

A銀 行
振込情報+ユ ーザー情報

B銀 行,

金 融 業 界

図5-2請 求支払EDIの 基本情報交 換 モデル
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(3)振 込 依頼

次に代金支払者は、一件 の振込IDに 対応 して1件 の振込 依頼書 を作成 し、振込IDと

ともに銀行へ送付す る。'ユーザ ー情報 とは振込IDで あ る。

(4)振 込 と振込入金通 知

振込 を受けた銀行で は、振込入金通知 に振込IDを 付 けて代金請求者 に送付す る。

(5)売 掛 金消込

代金 請求者は、2つ の参照 キー(請 求番号 と振込ID)、 支払情 報及び請求情報(控 え)

を活用 して、売掛金 の消 し込 みを行 う。
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5.4請 求支払EDlの 情報交換モデ ル

本 コンセプ トの情報交換 モデル を図5-3に 示す。具体 的な情 報交 換 内容 とそ の 当事 者

内の内部処理 との関係 を以下 に述 べ る。

5.4.1用 語 の説明

(1)支 払者(代 金支払者)

物 品購 入におけ る発注 者 あるいはサ ービス提供に おけ る依頼者な どで、請求額 に

相当す る代金 の支払者。

(2)請 求者(代 金請 求者)

物 品購 入におけ る受注者 あるいはサ ー ビス提供 におけ る提供者 な どで、納 品物 あ

るいはサ ー ビス提供 内容 に相 当す る代価を請求 し受 け取 る。

(3)振 込ID

支払情報、振込依頼及 び入金通知を特定す る共通 のキ ー情報で、通 常、支払者が

発生 させ る ものである。

(4)支 払情報

一件 の支払 いに対応す る(あ るいは含 まれ る)請 求情報 の リス トで支払者 が作成

す る。この リス トを請求者 が振込IDと ともに有効活用す ることで、売掛金 自動 消込

が可能 にな る。

5.4.2具 体的な メカニズ ム

図5-3に 具体的な メカニズムを示す。

(1)請 求額 の算 出 と請求書 の作成及 び送付

受注者 は、請求額 を確定 させ る処理 を行 い、確定 した請求額に対応す る請求情報

を作成す る。それ ぞれ の請 求情報 には、受注 者 内で ユニー クなキーを生成付与 して、

発注者 に送付す る。 このキーは一般的 に請 求番 号 と呼ぶ。以下 の説明では、「請 求番

号」 とい う用語 を用 い る。

(2)支 払計 画の策定 と支払情報の送付

発注者 は、様 々な取引先か ら請求情報 を得 る。 この請 求情 報を取 引先単位に分類

し、 さらに月単位 に分割 して、特定 の取 引先 に対す る当月分の支払額 が算 出され る。

次に、支払計画を決定 し、支払情報 を作成す る。一つの支払情報には請求額合算 の
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ため、複数 の請求情報(請 求番 号)が リス トの形 で含 まれ る。 ここで、個 々の支払

情報 にユニ ークな キーを振 込IDと して生成付与 し、取引先(受 注者)に 送 る。

(3)振 込依頼

発注者 は、個 々の支払情報 に対応 した振込依頼書 を作成 し、振込IDを 付け て銀行

へ送付す る。 この時、一件の支払情報 と一件の振込依 頼が必ず1対1に 対応 してい

なけれ ばな らな い。対応 して いなければ、 この コンセ プ トは成立 しな い。

(4)振 込処理

振込依頼 を受 けた銀行は受取銀行へ振込情報を振込IDと ともに送 る。

(5)受 取銀行 の処理(振 込入金通知)

受取銀行 では振込IDと ともに振込 入金通知 を受注者 へ送 る。

(6)売 掛金 消込 処理

受注者 は、振込IDを 用 いて、振込 入金通 知 と支払情報 を対応 させ 入 金 を確認 す

る。次 に、支払情報 のなか の請求番号 の リス トを用 いて、該 当請求を ピ ックア ップ

し、入金 済 とす る(売 掛金消込)。

発 注 者

(購 入 者)

受 注 者

(販 売 者)

支払情報

振込依頼

支払情報

入金通知

図5-3具 体 的 な メ カ ニズ ム
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5.5振 込lDの 構 成

本 コンセプ トでは、振込IDの 構成 が重 要で ある。受注者 は、多数 の取 引先 か ら支払情報

を受け取 ることにな るので、振込IDは 産業界全 体でユニー クでなければな らない。

5.5.1産 業界全体でユニークなキーの構成方法

産業 界全体 でユ ニークな企業 コー ドが あれ ば、それぞれ の企業 で、企 業 内でユニー

クなキ ーを発生 させ、企業 コー ドと組 み合わせれば、結 果 と して産業 界全体 でユニー

クなキ ーにな る。

この手法 は、多 くの社 内処理 で取引先単位 の分類が行 われ る ことを考 慮す る と、大

変 便利 な手法 であ る。 問題 は、産 業界で ユニー クな企業 コー ドが存在す るか どうかで

あ るが、 「5.5.3参 考 一企業 コー ドの現状」 に示す ように、実質 的に ユニー クな企業

コー ドが存在す るため、多 くの業界標準 で一般的に採用 され てい る。

そ こで、振込IDの 構成 は、 この手法 を取 り入れて検討 した。そ の結果 、振込ID構

成 の検討 は 「企 業 コー ド」+「 識別 コー ド」 が出発点にな る。

5.5.2振 込lDの 各種構成方 法

(1)1エ レメン ト方式

振込IDの 構成 は、 「企業 コー ド」+「 識別 コー ド」 の2エ レメ ン トが基本 である

が、 ケースに よっては、1エ レメン トで必要 な 目的を達成 で きる。

① 振込IDの 構成

振込IDは 図5-4に 示す よ うに一つ の識別 コー ドで構成 す る。

請求先が小 口の取引先 であ り、かつ間欠的に しか請 求が発生 しない場合、特定

の時点 では振込元を特定 で きれば、入金 を特定 し自動 消 し込 みが可能 とな る。そ

こで、請求側 内部で ユニー クな相手先 コー ド(企 業 コー ド)を 、識別 コー ドに割

り当てる ことで 目的を達す る。 「5.5.3参 考 一企 業 コー ドの 現状 」 で示す 企業

コー ドを使 うこともで きる。

また、請求書1件 につ き1件 の振込が期待で きる場 合 には、請 求側 企業 内でユ

ニー クに採養 した請求番号 な どを、識別 コー ドに割 り当 て ることで も 目的を達す

る。
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1識1別1コllド1

12345678910

図5-41エ レメン ト方式 の振込ID

② 運 用 例

請 求者が発行 した請求情報 の請求番 号に、企業 コー ドや請求側 企業 内でユニー

クな番 号を割 当て、支払者に通知す る。支払側では、この請 求番 号を振込IDと し

て振込 依頼を行 う。

この時、小 口の取引先 で請求件数 が少なけれ ば、 支払情報 と請 求情報 が結果 的

に同一 にな る。従 って、支払側は 『支 払情報』 を請 求者に送 る必要 がない ことが

大 きな特徴 とな り(請 求情報は、請求者側 にある。)、支払側 の負担が少 ない。購

入側 が小規 模企業な どの ケースで有効 と考 え られ る。

③ 振込IDの 長 さ

一般 的な請求番 号な ど10桁 程度 で必要用件を満たす と考 え られ る。 「5.5.3参

考 一企業 コー ドの現状」で示す企業 コー ドを使 う場 合は12桁 必要 で あるが、中小

企業 で枝番 を6桁 使 うケースはないので、ここでは10桁 とした(枝 番 は4桁 以 内

と想定)。

(2)2エ レメン ト方式1(12十8方 式)

同一 の取 引先 か ら多数 の請 求がある場合 には、支払側 は個 々の請 求額 を合算 して

請求者に振込 むのが一般 的であ り、振込IDに 請求番号 は使 えないので、支払者が新

たに作成す る ことにな る。一方 、請求者 には多数 の取引先 か ら振 込IDが 集 まるの

で、それ らが ユニー クに なるためには、産業 界全体 でユ ニークな振込IDを 支払者が

作成 しなけれ ばな らない。1エ レメ ン ト方式 では、 この よ うな運用 は難 しいので、

2エ レメ ン ト方式 が必要 にな る。

① 振込IDの 構 成

図5-5に 振込IDの 構成を示す。振込IDは12桁 の企業 コー ドと8桁 の識別 コー

ド(支 払者 が発 生)の2エ レメン トで構成す る(12+8方 式)。 図5-5の デ ータ全

体で産 業界全体 でユニー クな振込IDと な る。 「5.5.3参 考 一企業 コー ドの現状」

で示す企業 コー ドを用 い る。

尚、実 際の支 払情報 の中で、この2つ のエ レメ ン トは必ず しも図5-5の ように
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連続 して並べ られてな くて も よい。

〈 標準企業 コー ドor共 通取 引先 コー ド 〉∈ 識 男1」コ ー ド ラ

Illllll{{1{lll}lll
1234567891011121314151617181920

図5-52エ レ メ ン ト方 式1(12+8方 式)の 振 込ID

② 運 用 例

運用 は、図5-6に 示す ように なる(企 業 内で ユニークな識別 コー ドを発生すれ

ば よいので運用 が簡単 であ る)。 運用 を工夫す れば、手 形な どに よる支 払 も含 め

ることがで きる。

a.受 注者(売 手)か ら発注者(買 手)に 請求情報 が送 られ る。 この個 々の請求

情報 の請 求番号を、Onと す る。

b.発 注者が支払い計画を作成 し、 この計画 に基づ き支 払情報 を作成 す る。支払

情報 には、受注者が付け て きた請求番号(On)を 含め なけれ ばな らない。

次 に、個 々の担 当 レベル か ら経理 に対 して支払いを要求す る。

c.経 理担 当は、原課か ら送 られた支払情報 に対応 した振込IDの 識 別 コー ド部

分(Cn)を 発 生付与 し原課に連絡す る。次 に支払計 画を作成 し、支払情報 に対

応 させて振込指 図を作成す る。 これが対 応 していなけれ ば、本 コンセプ トは成

立 しない。振込指 図には、企業 コー ド(AAA)と 識 別 コー ド(Cn)を 付 与す

る。

d.支 払情報 を該当受注 者に送付す る。送付 の処理 自体 は、原課 が実行 す る場合

と経理が実行す る場 合が あるだ ろ う。

尚、本例では、振込 以前 に支払情報を受注者 に送 付す るケースを想定 したが、

振込後に送付す るケース もあるだろ う。

e.経 理担 当は、振込指 図(振 込IDを 含む)を 取 引銀行へ送付す る。

f.銀 行間 の為替交換 が行 われ る(振 込IDも い っし ょに交換 され る)。

g.受 注者 の取引銀行 は、入金通知(振 込IDを 含 む)を 受注者 に送 る。

h.受 注者 は、入金通知 の振込IDの 企業 コー ド部 分を使 って、入金 を分類す る。

発注者 か ら受 け取 った支払情 報について も同様 の作業を行 う。次 に入金通知 と

支払情報 を突 き合わ せて入金を確認 し、そ の後、支払情報 を もとに売掛 金の消
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込作業へと進む。支払情報には発注者に送付 した請求書の請求番号が リス トさ

れてい るので、 自動消込 み も可能 とな る。

買 手(発 注者)

企業コー ド=AAA

支払要求部門(原 課)

On請 求情報(請 求明細付)

売 手(受 注者)

請求書∈

振込ID+支 払情報

On

OnΨ

〉

On

囲

支払明細

01 請求情報

02 請求情報

03 請求情報

04 請求情報

、'

経理部門

↓
経理部門で6、を発生

注)Cnは 、原 課で 発生

させ る場 合 もあ る。

AAA+C1

A

AAA+C1

Cnを 発生

、'

振込依頼 振込入金

A

'

通知

、

(発注者の取引銀行)

A銀 行
振込情報

(受注者の取引銀行)

B銀 行シ

図5-62エ レメ ン ト方 式1の 運 用 例

注)M電 気の振込件数は、本社事業所で1万 件/日程度 と想定され る。年間200万 件程度の振込があることになる

が、8桁 あれば、識別コー ドが一周するのに、1年 間かかる。 よって、8桁 程度あれば実用的である。
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③ 振込IDの 識別 コー ドの長 さ

この構成では、8桁 で必要機能 に対応で きると考 え られ る。支払処理が月単位

で あることを考 えれば、年月 を4桁 で盛 り込む ことがで きる。別途情報 として必

ず年月 日はあるので、合理化 して、西暦 を下1桁 とした3桁 で も可能 である。

残 りの部分は一連番 号やそ の他 の情報 エ リアにな るが、振込IDは 、入金通知 と

支払情報を連結す るために あるのでユ ニー クで さえあれば よい。支払部門番号な

どを支払情報に入れ ることが で きるが、振込IDの 構成要素 である必要 はない。

(3)2エ レメン ト方式2(9+6方 式:短 縮型)

いかに大 きい企業 で も経 理処理をす る部 門は限 られ るだろ うとい う想定 のもとに、

企業 コー ドの短縮 を図 り、かつ、識別 コー ドも短縮 して、振込ID全 体を短 くした も

ので ある。

ユ ニーク性を守 るために、標準企業 コー ドの企業識別 コー ド(前 半6桁)を 短縮

す ることは できない。そ こで 「5.5.3参 考 一企業 コー ドの現状」で示す企業 コー ド

の枝番を3桁 に短縮す る。企業 コー ド自体 は、他 の業務処 理 との整合性 が必要で あ

るか ら、 これを十分考慮 して、各企業 とも経理用 には3桁 の枝番 を使 うこととす る。

標準企業 コー ドでは、この9桁 の コー ドを12桁 に復元す る時 は、末尾 に 『000』を追

加す るル ール とす る。

一方
、共通取引先 コー ドは元 々9桁(8桁)な ので、その まま用 いる ことがで き

る。識別 コー ドも6桁 に短縮 し、全体 で15桁 になる(9+6方 式)。 図5-7に 、そ の

構成を示す。

この方式は2エ レメン ト方式1の 振 込IDを 短縮 しただけ であ るので、運用 は同一

である。

標 準企 業 コー ドor
〈 共通 取引先 コー ド 〉〈 識 別 コ ー ド 〉

lIlllllllllll

123456789101112131415

図5-72エ レ メ ン ト方 式2(9一 ト6方 式)の 振 込ID

(4)そ の他 の2エ レメ ン ト方 式

標 準 企 業 コー ドは 文 字 型 の 可変 長 で あ り、 共通 取 引 先 コー ドを考 慮 して も9桁 以

上 で あれ ば、 ユ ニ ー ク な企 業 コ ー ドと して機 能 す る。 した が っ て 、 『10+5方 式 』、
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『9+5方 式』 な どが実 現で きる。

いつれの場合 も、 図5-6に 示す2エ レメン ト方式1の 運用例 が適用 で きる。

(5)1エ レメン ト方式 と2エ レメン ト方式 の併用

請 求側 が振込IDを 受け取 った時、何 らかの方法 で、1エ レメン トか2エ レメン ト

か を区別 で きれば、併用可能 になる(様 々な方法が考 え られ る)。

取 引先 の状況に応 じて使 いわけれ ば、効果的 と考 え られ る。
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5.5.3参 考 一企 業 コー ドの現状

(1)運 用中の企 業 コー ド

現在 、わ が国には、r企 業 コー ド』が多種類存 在す るが、一般産業界 のEDIで 実用

的に使用 され ている主要 な コー ドは、2つ であ る。

『標準企業 コー ド』 登録i数:約2000社(製 造業中心)

管理者:産 業情報化 推進 セ ンター

『共通取 引先 コー ド』 ……… 登録数:約45000社(流 通業中心)

管理 者:流 通 コー ドセ ンター

この2つ の コー ドは、現在、産業界全体 での ユニー ク性を損なわず に、共通に使

う方法 が実用化 してい る。そ の方法 を図5-8に 示す。現状 で、実用的に使 える コー

ドであ る。

企業識別 コー ド 枝番(支 店 ・部門番号等)

標準企業 コー ド

共通取引先コー ド

1 1 | 1 1 1酬 ll 1 1

1＼ 34 5

0を 除 く英数字

6 7 8

(現 在 、

9 10

]～9を 使用)

11 12

企業識別コー ド

議
チ ェックデ ジッ ト

枝番

〆4
1川01010蝋 ll 1 1

1＼二 4 5

共通取引先 コー

6 7 891011

ドであ るこ とを示す。

12

図5-8標 準企業 コー ド/共通取 引先 コー ド共通 マ ッピング法

〔現状での使用業界〕

① 流通業 界 ・

② 製造業 界 ・

③ 建 設業界 ・

④ 運 送業界 ・

⑤ サ ー ビス ・

…・・全 般(共 通 取 引 先 コー ド)

… ・・電 子 機 器 、電 力 、 電 線 、重 電 、 総 合 商社 、鉄 鋼 、石 油化 学

自動 車 、通 信(標 準 企 業 コー ド)

・全 般(標 準 企 業 コー ド)

・全 般(標 準 企 業 コー ド)

・全 般(標 準 企 業 コ ー ド)
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(2)ロ ケ ー シ ョン ナ ンバ ー

以 下 に 、 ㈲ 流 通 シス テ ム開 発 セ ン ター で計 画 中 の ロケ ー シ ョンナ ンバ ーに つ い て

紹 介 す る。

① ロケ ー シ ョンナ ンバ ーの概 要

「ロケ ー シ ョ ンナ ンバ ー」 とは取 引 、物 流 、金 流 な ど、流 通 企業 間 情 報 シ ス テ ム

・EDI情 報 の 中 で 、 企 業 とそ れ らの企 業 内の特 定 の 事 業 所 、 物 理 的 な 場 所(ロ

ケ ー シ ョン)等 を 唯 一 に 識 別 す るた め の共 通 コー ドで あ る。国 際EAN協 会(Nは 、

1987年 か らEDIや 物 流 の シス テ ム な どの キ ー コー ドと して 、13桁 の 国 際 的 に 共

通 なEANロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー の使 用 を推 奨 して い る(図5-9参 照)。

わ が 国 の 流 通 情 報 シ ス テ ム では 、従 来 か ら 「共 通 取 引 先 コー ド」 が ロケ ー シ ョ

ンナ ンバ ー の 一 部 の機 能 を はた して きた 。今後 の 流 通EDIの 進 展 を 予 想 し、従 来

の共 通 取 引 先 コ ー ドの機 能 の 適 用 と既 に 付 番 さ れ た コ ー ドを 継 続 し、EANロ

ケ ー シ ョンナ ンバ ー との互 換 性 を 考慮 して 、 新 た に わ が 国 の ロ ケ ー シ ョ ン ナ ン

バ ーの体 系 を 制 定 す る。

EANロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー は13桁 の識 別 コ ー ドで物 理 的 な場 所(ビ ル の 中 の

特 定 の部 屋 、 倉 庫 の ドア等)や 機 能(企 業 の会 計 部 門 、 コ ン ピ ュー タ ア プ リケ ー

シ ョン等)や 法 人(登 録 の企 業)を 表 す もの で あ る。

EANロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー はEDIデ ー タの 中や 、コ ー ド128の 物 流 バ ー コー ド

ラベ ル の 中 で 、 識 別 コー ドと して使 わ れ る。

F1 F2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XO CD

－}
↑ ↑ ↑

国 フラグ 各 国の コー ドセ ンターが付 番 チェックデジット

日本 の場合 す るロケ ー シ ョンナ ンバ ー モジュラス10

490r45(10桁)重 み3,1

図5-9EANロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー(EAN協 会 の定 款 よ り)

囲 国 際EAN協 会(EANInternationaD:国 際EAN協 会 は 本 部 が ベ ル ギ ー に あ り、 日本 のJAN(JapaneseArticle

Number)や ア ジ ア 、 太 平 洋 各 国 お よ び ヨ ー ロ ッパ を 中 心 に 世 界 中 で 使 わ れ て い るEAN(EuropeanArticle・

Number)な どの 国 際 的 な 商 品 コー ドの管 理 機 構 と して 設 置 され て い る。 日本 で は ㈱ 流 通 シ ス テ ム 開発 セ ン ター が

国 際EAN協 会 の メ ンバ ーで あ る。 尚、 ア メ リカ 、 カ ナ ダ で使 用 され て い るUPC(UniversalProductCode)バ ー

コ ー ドの ア プ リケ ー シ ョン仕 様 を 拡 張 した もの がEANバ ー コ ー ドで あ る。
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② ロケーシ ョンナ ンバ ー設定 にあた っての基本 的考 え方

ロケーシ ョンナ ンバ ーの コー ド体系設定 に当た り、従来 のわ が国の類 似 コー ド

の体系 との関係 も含 め、次 の ような基本的考 え方 に基 づいて定 める。

a.適 用対 象企業

小売業 、卸 売業 を営む企業を 中心に、 これ らの企業 と密接 な取 引関係に ある

製造業 、物流業 、その他 の企業を含む。

b.EANロ ケーシ ョンナ ンバ ー との互換性 と、国内的運 用 の利 便 性 の整 合 を 図

る。

c.現 行 の 「共通取 引先 コー ド」は、今後 の コー ド設定 ニーズの拡大 に対応 す る

ため、共通取 引先 コー ドの桁数を拡張 し、 また既 に付番済 の コー ドはその まま

継続使用 で きる体 系 とす る。

d.企 業 コー ドとして関連 のある現存 の 「JAN商 品 メーカー コー ド」を共通企業

コー ド」 と して一環 した体系 で管理す る。

f.EDI、 物流 システ ムを考慮 して、企業 コー ドと事業所 コー ドを分離 及び統合

した何れの使 い方 も出来 る ようにす る。

共通企業 コー ド 十 事業所 コー ド

g国 内 ・他業界 の企業 コー ド体系(産 業情 報化推進 センターの標 準企業 コー ド

な ど)と の互換性に も配慮す る。

③ ロケーシ ョンナンバ ーの体系

わ が国 の ロケーシ ョンナ ンバーの体系 を次の よ うな体系で定め る(図5-10)。

基 本
ロケー シ ョンナ ンバ ー

(13桁)

4 9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 L1 L2 L3 CD

国 コード 共 通 企 業 コ ー ド 事 業 所]一 ド チェックデジブト

(2ヰ 行)(7桁)(3}行)(1桁)

図5-10ロ ケ ー シ ョ ン ナ ン バ ー の 体 系

a.国 コ ー ド(2桁)は 、"49"を 使 用 す る

b.共 通 企 業 コ ー ド(7桁)

アJAN商 品 メ ー カ ー コ ー ドを 持 つ 企 業 一 商 品 メ ー カ ー コ ー ド(7桁)を 使 用

45× × × × × 又 は49× × × × ×
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イ.JAN商 品 メー カ ー コ ー ドを 持 た な い企 業

・共 通 取 引 先 コー ド(6桁)を 流 通 コー ドセ ンタ ー よ り取 得 し、 右1桁 に0

を 追 加 し7桁 で使 用

0× × × × × ×

・既 に 共 通 取 引先 コー ドを持 つ企 業 は それ を使 用 可 、使 用 方 法 は 上 記 と同 じ

c.事 業 所 コー ド(3桁)

既 に 共 通 取 引 先 コー ドを もつ 企 業 が 、 自社 の事 業 所 、 そ の 他物 理 的 な場 所 等

に任 意 に 付 養 して使 用 す る。

d.チ ェ ックデ ジ ヅ ト(1桁)は 、 モ ジ ュ ラス10と し、 重 み3、1と す る。

④ 国 内 の運 用 ル ール

ロケ ー シ ョ ンナ ンバ ーを 国 内 の み で利 用 す る場 合 、 便 宜 上 、 次 の よ うな運 用

ル ー ル を 定 め る。

ア.国 内取 引 用 ロケ ー シ ョンナ ンバ ー(11桁)

共 通 企 業 コー ド(7桁)と 事 業 所 コー ドを4桁 と して合 わ せ 、 国 コ ー ド及 び

チ ェ ックデ ジ ッ トを 使 用 しな い で11桁 と し、 国 内 取 引 用 ロ ケ ー シ ョ ンナ ン

バ ー と して 使 用 す る。

ロ.海 外 取 引(EANロ ケ ー シ ョンナ ンバ ー対 応)

海 外 との 取 引 の場 合 は 、EAN協 会 の規 定 に基 づ い て 、基 本 ロケ ー シ ョンナ ン

バ ー を使 用 す る。

⑤ ロケ ー シ ョ ンナ ンバ ー の適 用 分 野

ロケ ー シ ョ ンナ ンバ ーは 、EDI及 びそ の他 の企 業 間 デ ー タ交 換 シス テ ムや物 流

の シ ス テ ムで 、 オ ン ラ イ ン、 磁 気 媒 体 、伝 票 、 ラベ ル 、値 札等 で文 字 や バ ー コー

ドの形 で デ ー タ と して 使 用 す る。

⑥ 産 業 情 報 化 推 進 セ ンタ ー の標 準 企 業 コー ドとの関 係

11桁 の 国 内 コー ドの先 頭 に 、 『9』 を付 加 して12桁 で 運 用 す る(図5-11)。

9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 L1 L2 L3 L4

国 内用(11桁)の ロケー シ ョンナ ンバ ー

図5-11ロ ケ ー シ ョン ナ ンバ ーを 標 準企 業 コー ドと して使 用 す る時 の 体系
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5.6基 本 コンセプ トに対 する産業界 の見解

前節 で述べた基本 コンセプ トは、机上 の検討結 果 であ り、運 用実験な どに よる検証 が必

要で ある。 これにつ いては、電子機器業 界 と鉄鋼業界 で本 コンセ プ トに基づいた予備実験

を実施 した。

本 プ ロジ ェク トでは、 これ ら2業 界で の予備実験 に よる検証評価 に加 えて、10業 界 に対

して、前節 の基本 コンセプ トを ま とめた レポー トを送付 し、 ア ンケー ト調査形式 で意 見収

集を行 った。 以下 に、 この結果 につ いて述べ る。

5.6.1意 見提 出業界数 と意 見の集約方 法

(1)意 見提 出業界数

以下 に示す10業 界か ら意見 があ った。

① 電子機器業界

② 電気事業

③ 重電業界

④ 鉄鋼業界(高 炉 メーカー)

⑤ 建 設 業

(2)意 見の集約方法

⑥ 流通業界

⑦ 総合商社

⑧ 電線業界

⑨ 繊維業界

⑩ 住宅産業

意見 の中には、業界の意見 として業 界単位 で 回答 して きた ケース と、個別企業 の

意 見 と して回答 した ケースの二つ があ る。業 界単位 の回答につ いては、1業 界平均

8社 の回答が得 られてい るため 、8倍 の重 み付けを行 った。そ の結果、社数換算 で

74社 か ら意見 をいただいた。

尚、 回答企業はすべ て大手企業 で ある。

5.6.2ア ンケー ト形式質 問に対 す る回答につ いて

基本 コンセプ トをま とめた レポー トには、 い くつかア ンケー ト形式 の回答 を求めた

設 問があ った。 その設 問の 内容は以下 であ る。

① 基本 コンセプ トは有効か

② 振込IDの 構成 は妥 当か

この設 問に対 す る回答は次 の よ うにな った。まず 、基本 コンセプ トについ ては、「有

効 であ る。」 とい う回答 が73%に な り、 「そ れ程 有効 とは思えない。」 を合わせ ると80
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%の 支 持 率 とな った 。 尚 、 「基 本 的 問題 が あ る」 とい う回答 は17%で あ る。 ま た 、 振

込IDの 構成 につ い て は 、74%が 、 「1エ レメ ン ト」 も し くは 「2エ レメ ン ト」 で20桁

で よい とい う回答 で あ った。 合 計 で20桁 の ユ ーザ ー ・デ ー タ を 取 扱 う と い うル ー ル

が よい とい う指摘 もあ った。 したが っ て、 基 本 コ ンセ ブ。トは、 合 格 点 に 達 して い る と

考 え られ る。

尚 、運 用 実験(予 備 実 験)か ら も、 同様 な 結 論 が 出 て い る。

5.6.3主 な意見

基本 コンセ プ トに関 しては多 くの支持 を得たが、 それ以外 に多数 の意見 を頂 いた。

そのなかか ら特に重要 と考 え られ る意見を、以下 に列挙す る。

① 振込IDは 、合計で20桁 の ユーザ ー ・データを取扱 うとい うルールが よい。20桁

の内部構成 は、業界単位 で決 める ことが必要で ある。

② 売 掛金(買 掛金)の 額 の確定 にか な りの手数が必要 で、 この部分 のル ールの明確

化 や標 準化が必要。 したが って、支払者(発 注者)の 理解 も必要で ある。

③ 支 払情 報の交換 が不 可欠で、 この面 でも支払者(発 注者)の 理解が必要 であ る。

④ 現 金振込以外 の支払 手段 と併用 され るのが普通 なので、そ の対応を しなけれ ばな

らない。

⑤ 違 算を防 ぐ仕組 みや生 じた場合 の対応が必要 であ る。

⑥ 標 準企業 コー ドや共通取 引先 コー ドを持 っていない取 引先 がある。取 引先 全体が

この コンセプ トに載 れない と、効果 が乏 しくな る。

⑦ 本 提案の コンセプ トは有効 であ り、 自動消込 率 の 向上 が期 待 で き る。 ただ し、

100%の 自動消込 が実現 で きることで はない ことに留意す る必要 もある。
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5.7

5.7.1

銀行業界における金融EDlへ の対応

全銀協 におけ る金融EDl検 討にいた るまでの経緯

コンセプ ト等検討WG(現 コンセ プ ト等検討専 門委員会)に おいて実施 された金 融

EDIに 対す る産業界 のニーズを把握す るための主要業 界に対す る請求支払処理 の現状

と課題 につ いての ヒア リングお よび ア ンケー ト調査結 果の詳細 は第4章 お よび第5章

6節 の とお りであるが、一方 、金融 界において も産業界 の金融EDIに 対す るニーズが

強 くな って きたのを受 け、検討 の必要性についての認識 が急速 に高 まった。

平成7年1月 には、㊥金融 情報 システムセ ンター(FISC)にrEDI研 究会」 が設置

され、第一部 「産 業界EDIの 動 向とフ ィナンシャルEDIへ の ニーズ」において海外 ・

国 内の金融EDIの 実情が整理 され るとともに、フ ィナ ンシャルEDIを 実施す る場合 の

5つ の想定パ ター ンが提示 された。 また、第二部 「フ ィナ ンシ ャルEDI実 現 に当た っ

ての課題」 においては、金融 機関 の全業態が検討に参画 し、産業 界への ヒア リング調

査等を実施 した結果 、以下 の点が 明 らか となった。

① 産業界の金融EDIへ の主 た るニーズは、売掛金 消込 み業 務 の効 率 化 で あ る こ

と。

② そ の具体策 と しては、金融 界でデー タ交換 してい る為 替デ ータに 「マ ッチ ング

キー」を付与す る方式が有効 であ ること。

③ 「マ ッチ ングキー」方式 を採用 す る場 合 の必 要桁 数 は10～20桁 程 度 で あ る こ

と。

こ うした点を踏 まえ実施可能 な方 法について検 討 した結 果 、金 融 界 に おけ る為 替

データの交換は主 と して内国為替運 営機構 が運営 してい る全国銀行 データ通信 システ

ム(全 銀 システム)に よって行 われてい ることか ら、金融 界 として も早急に全銀 シス

テ ムを活用 した 「マ ッチ ングキ ー」方式 に よる金融EDIを 検討す ることが望 ま しい と

の方 向が示 された。

以上 の よ うなCIIお よびFISCに おけ る検討 の成 果を踏 まえ、金融界 と して も産 業

界の期待 に可能 な限 り応 えてい く必要が あるとの認 識 の下 に 、全 国銀 行協 会 連 合会

(全銀協)の 場に おいて当面 実施可能 な方法 と して、 全銀 シ ス テ ムを利用 した金 融

EDIの 実現に 向けた検討を行 うことと した。
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5.7.2全 銀協 にお ける金融EDlに ついての検討結果について

全銀 協で は、平成7年10月 か ら金融EDIに ついての検討 を開始 したが、次 の ような

点 を前提に検討を行 った。

① 既存 のEB(ElectronicBanking)取 引を利用 してい る企業 へ の影響 を最小 限 と

す るた め、現行 の企業 ・銀行 間のデ ータフォーマ ッ トをベ ース とす ること。

② 既存 の企業 ・銀行 間で授 受す るデ ータフォーマ ッ トの制 約上か ら少量のデー タ

入力 で も大 きな効果 が期待 で きる 「マ ッチ ングキー」方式 とす ること。

③ 現行EBシ ステ ムにおけ る最 大限の対応 とす る こと。

④ 平成7年11月 か ら稼働 した第4次 全銀 システムへ の負荷を最 小限に抑え ること。

以上 の前提 に よ り検討 を行 った結 果、全銀協では平成8年3月 、企業 ・銀行間で授

受 す る総合振込依頼 、入 出金取引 明細 お よび振込入金通 知に付与す るEDI情 報 は、産

業 界 の商取 引において交 換 され る支払関連デ ータ(企 業 間で交 換 され る支払明細 等)

と照合す るための 「マ ッチ ングキー」 と し、EDI情 報 の桁数 等は20桁(属 性は キ ャラ

クター)と い う内容を取 り纏 め機関決定 した。

また、EDI情 報 は、振込依頼 人 と受取人の間において必要 な情 報 である ことか ら、

銀行 としてはEDI情 報 の 内容には関与 しないこととし、利 用 者 が直 接 情 報 を入 力 す

るEBに よる取 引に限定す ることと した。

併せ て、 内国為 替運営機構に おいて も、加盟銀行 間におい て全銀 システム等を利用

して授 受す る為替通知へ のEDI情 報 の記入方法等を定 め、その実施時期 については、

個別行 の システム対応が必要 となる ことか ら、平成8年12月16日(月)か らと した。

「マ ッチ ングキー」方式 の仕組 みは次 のとお りであ る(図5-12)。

① 受注企業か ら発注企業 に対 し確定 した請求情報 を送 付す る。

② 発注企業は これ らの請求 明細 に もとづ き 「マ ッチ ングキ ー」 を付 し、取 引銀行

Aに 受注企業宛 の振込 を依 頼す るとともに、受 注 企業 に対 し同 じ 「マ ヅチ ン グ

キ ー」 を付 した支払情報 を送 付す る。

③ 取引銀行Aは 、 この振込依 頼に もとづ き全銀 システ ムを利用 して受注 企業 の取

引銀行Bに 「マ ッチ ングキ ー」を付 した振込情報(為 替通知)を 送 付す る。

④ 「マ ッチ ングキ ー」 付 きの振込情報 を受取 った取 引銀行Bは 、取 引先 で あ る受

注企業 に 「マ ッチ ングキ ー」 付 きの振込 入金通知 を送 付す る。

⑤ 受注企業 は、 「マ ッチ ングキー」 に よ り特定 された支払 明細 か ら売 掛 債権 を特
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定 し、 「売掛金消込み」 を行 う。

置
発注情報

納品情報 ①請求情報

②支払情報+マ ッチングキー

受注企業

⑤売掛金
消込み

マ

ッ
チ

ン
グ

キ

ー

十

②
振
込
依
頼

↑

マ

ッ
チ

ン
グ

キ

ー

十

④
振
込
入
金
通
知

金融機 関の ネ ッ トワー ク

取

引
銀
行

A

③振込情報(為 替通知)
十

マ ッチ ングキー

取

引
銀
行

B

図5-12「 マ ッチ ン グキ ー」 方式

5.7.3今 後 の課 題

今般 、全銀協標 準 と して制定 した 「マ ッチ ングキー」方式 は、CIIr請 求支 払EDI

委員会」お よびFlscrEDI研 究会」におけ る産 業界 のニーズ等 の実態調査結 果を踏 ま

え、早期 に、かつ種 々の制約 の中で最 も現実的な対応方法 として実現 された もので あ

る。

「マ ッチ ングキー」方式 の今後 の普及 は、各個別 金融機関の業 務戦 略 に負 うこ とと

な るが、一方 で、産 業界に おいてEDI情 報 の構成要素 の標 準化 ・統 一化を いか に図っ

てい くかにかか っている といえ よ う。

FIscrEDI研 究会」においては、今回 の全銀協標 準 としての 「マ ッチ ングキー」方

式は当面実施可能 な1パ ター ンとしてお り、 この他 に中長 期的に検 討すべ きもの とし

て3つ の想定パ ター ンが提示 され てい る。

全銀協 として も、金融EDIに ついては引 き続 き中長 期的な問題 と して検討 を要す る

重要 テーマであ ると認識 してお り、今回 の全銀協標 準の制定に と どま らず 、今後 とも

産業界 のニーズに応 えてい くための努力 を重ね てい きた いと考えて いる。
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5.8現 実的展開

本 コンセプ トを実現す るために越 えなけれ ばな らないハー ドルは、比較 的に少な い と考

え ることがで きる。 も ともと短期 的実現性 を最優先 して検討 したので、あ る程 度当然 の こ

とであ る。

しか し、業 界か らの意 見を見 ると、意外 な部分 に検討 を要す ることがあ る。5.6節 の業

界か らの意見は同 じ意見 を集約 してあ るので、違算発生に対す る対策 が必要 と小 さ く述べ

られ た意 見は、実は、 ほ とん どの回答者 の指摘で あ り、大 きな 問題 が潜 ん でい る部 分 で

あ った。

違算 が発 生す る理 由は様 々であるが、そ の大 きな理 由の一つ に、請求額 が必ず しも支払

額 に等 しくな らない とい う現実が ある。5.5節 の コンセ プ トは、請求額=支 払額 とい う原

則 が守 られ ていれ ば、必ず成立す る コンセプ トで あるが、現実 には もっと複雑 な問題 があ

る。

これ は、支払者 が請 求額=支 払額 とい う原則 を守 らない とい うこ とではな く、真 の請求

額を計算す るのが種 々の理 由に よ り難 しい ことを意 味 してい る。

例えば、電子機器業 界では、請 求情報 の交換 が省略 され るケ ースが多い。代わ りに、売

掛/買 掛情報 の交換 とい うのが あ り、違算を防 ぐために、当月支払額 に関す るネ ゴ シエ ー

シ ョンを事前に実施 してい る。

請求情報 送信 とい う一方 的情報伝達 だけで請求額 を確定 で きるケース もあ るが、 ネ ゴシ

エ ーシ ョンを しなけれ ば請 求額 を確定 で きないケース も多 く存在 してい る。

これ らの ことか ら、実 際に、 この基本 コンセプ トに基づ くシステ ムを構 築す るので あれ

ば、以下 の よ うに結論す る必要 があ る。

5.8.1請 求額確定 段階 の必要 性

請求情報 の送 付 の前 に、請求額確定段階が必要で ある。 したが って、請求支払EDI

の情報交換 モデル は、最終的 に図5-13に 示す ように、請求額 確定段 階 と請 求支 払処

理段階 で構成 され る よ うにな る。

請求額確定段 階 では請求額(支 払額)を 確定す るために、必要 なネ ゴシエ ーシ ョン

を行 う。例 えば、売掛金/買 掛金 の交換 、照合 、訂正 な どが考 え られ る。 この処理 は、

違算 の発生 を事 前に防止す るために極めて重要であ る。

ただ し、請 求額 確定段階は常に必要なのではな く、 ケースに よっては、 この段 階の
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処理は省略 され る。

発注者 受注者

見積/受 発注/納 品段階

請求支払EDI

請 求 額 確 定 段 階

売掛 ・買掛情報他買掛確定

支払計画

売掛確定

請求額確定

` ,

請 求 支 払 処 理 段 階

請求情報 ・支払情報他
支払処理

請求処理

消込処理

ξ ,

' 、

、

(振込ID)

振込依頼 振込入金通知
(振込ID)(振 込ID)
'

振込情報
A銀 行 B銀 行

(振込ID)

図5-13請 求支払EDIの 最終 的情報交換 モデル
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5.8.2請 求支払処理 段階

5.5節 に示 した コンセプ トで実現 で きる。『振込ID』 は、20桁 が妥当 と結論す る。

20桁 の構成 は、業界単位 に決 め るべ きである。

尚、請求額確定 段階で請求額確定 に関す るネゴシエー シ ョンを行 っている場合に は、

しば しば請求情報 の交換は省略 され る。そ の場合 、請 求番 号に相当す るキーは、例 え

ば売掛 明細 の交換 で受注者か ら発注者に渡 され る。

5.8.3今 後検討 すべき項 目

産 業界 では、効 率的な請求支払EDIを 本 コンセプ トを用 いて構 築 し活 用 す るた め

に、以下 の点 について、 さらに検討す る必要がある。

① 請求額確定段 階におけ る請求額確定に関す る標準 的な業務処理手順やル ール の

確立。

② 上記 のEDI化 に必 要な標準 メ ッセージの整備。

③ 請求支払処理段 階で用 いる20桁 の振込IDの 内部構成 。 この構成は、少 な くと

も業 界単位 で決 め る必 要が ある。

④ 「振込」 以外 の支払方法 の包含。
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第6章 今 後 の 課 題





第6章 今 後 の 課 題

6.1明 確化 された方向 と残 された課題

6.1.1基 本 コンセプ ト

今年度 の検討の結果、現状 での最適 な形態 として以下 の体 系を提案す る。

(1)請 求額 確定段階 と支払段階

請 求支払EDIに は、請求額確定段 階 と支払段階 があ る。

① 請求額確定段 階では、各業態 に応 じた請求額 の確定 プ ロセスが必要 で、各業界

レベル で適切 な運用 と必要 に応 じて標準 メ ッセージを策定 す る必要 があ る。

業界 に よっては、 この段 階が不要 なケースもある。

② 支払段階 では、第5章 で示 した振込ID方 式基本 コンセ プ トその もの、も しくは

この応用 で、全産業界 を通 じて統一 され た請求支払EDIの 構 築 が可能 であ る。

基本 コンセプ トでは、必ず請求情報 の交換を行 うよ うにな ってい るが、請求額

確 定段階 であ らか じめ請求情報 に代わ りうる情報 交換 が成 されて いれ ば、効率化

のために請求情報 の交換を省略す る ことに何 らの問題 もない。

以上 ように、基本 コンセプ トは実運用へ の適用時に応用 は必要 であるが、ベー

スは何 らの変更 をす る ことな く、必要機能 を満たす ことがで きる。

(2)支 払情報

支払情報 は、売掛金 回収側 で必ず必要 とす る情報で、 自動 消込 システ ムを構成す

る重 要要素 である。

支払情報 の構成 を ど うす るか とい う検討 も重要で あるが、そ もそ も支 払者 と受取

老の間 での支払情報 の交換 を、産業界 の一般 的なル ール と して育 て る必要が ある。

尚、支払情報 がなけれ ば本 コンセプ トは全 くメ リッ トがな い とい う事ではない。

支払情報 の存在 が、本 コンセプ トの効果 を よ り一層 高め 、 自動消込 の効 率を高め る。

(3)振 込IDの 構成

振 込IDは 、20桁(あ るいは20桁 以下)の 数字列 であ る。英 大文字 を含 め ることも

可能 で あろ う。

この項 目は、産業界 と銀行 との情報交換 に使 うデータでは な く、支払者 と受取者

間の情報交換に用 いるデータであ る。 したが って、振込IDの 具 体的 な構成は、支払

者 と受取者 の間 で決 める ことがで きる。
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この ことは、振込IDの 構成 を個 々バ ラバ ラに勝 手に決 めて よい とい うこ とでは

ない。そ の よ うな決 め方 をすれ ば、後 で支払者 の負担が大 き くな るだ けであ る。す

べ ての企業 は、支払者 にな ることもあれば、受取老 になる こともある。 したが って、

何 らか の方法 で統一 的に決 め る必要 が ある。

6.1.2残 され た課題

(1)請 求額確定段 階の課題

本年度 の予備運用実験 を通 じて、 この段階 の運用 が業界そ して同 じ業 界の中 でも

企業 に よって、かな りの違 いがあ ることが 明確 にな っている。 いつれ も、違算を防

ぐ仕組 みを工夫 した結 果で あ り、頭 か ら否定すべ きことではない と思 うが、処理 の

効率化 のために、業 界単位での共通 化 が必要 だ と考 え られ る。

合理的な手法が業態に応 じて構築 されれ ば、かな りの共通化 が図れ る と考 え る。

(2)振 込IDの 構成

基本 コンセプ トの検討 で も明確 にな ってい るが、全産業界を通 じた共通化 を図ろ

うとす る と、20桁 をはるかに越 え る桁数 が必要 にな って しま う。

しか し、業 界単位 で共通化す るので あれ ば、20桁 で十分 な情報を盛 り込 む ことが

で きる。 したが って、前述 の請求額確 定段階 の運用 も含 めて、業界単位 で合理的に

決 めるべ きであ る。

6.2留 意 点

(1)国 際化 について

今回の検討 は短期的な方 向の検討 とい う位置づ けで、国内取 引の決済に絞 って検討 を

行 った。 ここで気にな るのが国際化 の問題 であ る。 しか し、国 内に割 り切 って検討 した

基本 コンセプ トに、将来、む りや り国際対応 を追 加す る方 法は、少な くとも技術 的には、

よい結 果を生 まな い と考 えるべ きである。

国際化につ いて は、既存 の体系 に縛 られ ることな く新 しい理想的 な体系 を検 討すべ き

で、『第2章3節1項 基本的 アプ ローチ』 で述べた長期的課題 として取組 む こ とを提案

す る。

(2)請 求支払EDI実 現 のために

請求支払EDIに は、様 々な効果が予想 され る。今 回は、 もっとも分か り易 い効果 とし
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て売 掛金 自動消込 みをテ ーマに したが、他 に も様 々な効果が予想 され る。ただ し、現 時

点でそれ らをすべ て明 らかにす るのは難 しく、実際に運用 して始 めて明確にな る効果が

多い と考 え られ る。 それを確 かめ るために運用 実験は重要で あ り、今後 、今回 の予備 実

験 に続 いて、本格 的な運用 実験 の実施が望 まれ る。

そ して、本格 的に請求支払EDIの 導 入が進 むために、各業界 におけ るル ール作 りへ の

意欲 的取組 が望 まれ る。
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メ ッセー ジ設計 ガイ ドライ ン第II編





第 皿編 メ ッセ ー ジ設 計 ガイ ドライ ン

第llWtで は、CIIシ ンタ ックスル ールをベ ース とした標 準 メ ッセ ージの設計方法 につ いて、

技術面 を中心に説 明す る。

第1編 で述べた よ うに、CIIシ ンタ ックスル ール は、業界EDIか ら業 際EDIへ 応用分野 を拡

大 している。 これ まで、CIIシ ンタ ックスル ールは、主に製造業界 のEDIへ 応用 され てお り、

標準 メ ッセージの設計 は、産 業情報化推進 セ ンターの直接の指導の もとで行われ て きた。 その

た め、 マニ ュアル化 された標 準 メ ッセージの設 計方法は特にな く、それぞれ の応用分野 の特性

をそ の都度分析 しなが ら、最適 な標準 メ ッセージの開発を進 めて きた。

しか し、応用分野 が拡大 した今 日、 もはや前述 した ような方法で、 ニーズ が増大 してい る新

しい標準 メ ッセー ジの設計を行 うことが困難にな って きた。そ こで、これ まで約10業 界 で開発

され て きた標準 メ ヅセ ージの設計技法 をマニ ュアル化す ることに し、本編 が発行 され ることに

な った。

本編 では、通常 ご く一般的 に使われ ている伝 票を標準 メ ヅセ ージ化す ることを念頭 において、

解説 をま とめた。 したが って、バ イナ リーデ ータのハ ン ドリング方法や、マル チ明細 の複雑 な

ネステ ィングが必要 とな る標準 メ ヅセージの設計 につ いては、割愛 した。 これ らの技術 的ポイ

ン トが必要 な時は、産業情報化推進 セ ンターへ直接 問い合わせ てほ しい。標準 メ ッセ ージの設

計 を始 め る前に必要 な手続、設計完 了後 に必要 な手続等 につい て も、簡単 に記述 した。

本編 と下 記に示す3種 の資料 を用 いれ ば、通 常必要 にな るEDI用 の標準 メ ッセ ージが設計 で

きる筈 であ る。下記 の資料 は、すべ て産業情報化推進 セ ンターで入手可能 であ る。

①CIIシ ンタ ックスル ール1.11及 び1.51

②CII-EDIサ ー ビス運 用 ガイ ドライ ン

③CII-EDIサ ー ビスを用 いたEDI導 入 ガイ ド

また、本編 には、拡張 テ クニ ックとして、UN/EDIFACTメ ッセ ージを シ ュ ミレーシ ョンす

る手法 も収録 した。 これを活用す るこ とで、UN/EDIFACTの 標 準 メ ッセージ(UNSM)を 、

CIIシ ンタ ックスルールで活用 できる。国内EDIと 国際EDIの 画期的な融合 方法 を可能 にす る

手法で もある。UNSMと 完 全に マ ッチング したCIIシ ンタ ックスル ール ・ベ ース の標 準 メ ッ

セージを設計す る ことがで き、相互互換性 に富 んだEDIを 構築 で きるよ うにな るだ ろ う。

本編は、第1版 であ り、記述が不完全な部分や分か りに くい部分が多数 ある と思われ る。今

後 、気がつ いた都度 、修正を行 い、完全な マニ ュアルに してい きた い と考 えてい る。
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第1章CII標 準 の 構 造

0

1.1伝 票 とデー タ項 目

一般 的に取 引 に使われ る伝票 は、データ項 目を集めて構成 され て い ます 。例 えば 、 図

1-1に 示す注文書 は、13種 類 のデ ータ項 目で構…成 されてい ます。 この伝票 では、品名 ・仕

様 とい う項 目が5つ あ ります が、同 じ種類 の項 目が5回 繰 り返 している とい うよ うに把握

し、1種 類 と して数え ます。数量や単価 につ いても同様 です 。 一方 、 図1-2の 請 求 書 で

は、12種 類 のデ ータ項 目で構成 され ています。

①
注 文 書

③ 陳西南北商事1殿

下記の通 り注文 します。

④

②1平 成7年3月1日1

㈱ 日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター

⑤ 品 名 ・ 仕 様 ⑥数 量 ⑦単 価 ⑧金 額

OA用 椅子AXF-3561-2 1 10,000 10,000

⑨ 合 計 10,000

⑩
納 期 平成7年3月31日

⑪
納入部 推進セ ンター

⑫
担当者 推進 太郎

⑬
備

考

①情報区分 ②注文年月 日 ③受注者 ④発注者 ⑤品名 ・番号 ⑥発注数量 ⑦単 価
⑧発注金額 ⑨発注合計 ⑩納 期 ⑪納入場所 ⑫購買担当 ⑬備 考

図1-1注 文書 の例
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①
請 求 書

②1平 成7年3月31日1

③ 翻 日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター 殿 ④ 陳 西南北商事 株式会社1

⑤TEL5123-4567

合計金額6¥10,300円

⑦ 品 名 ・ 仕 様 ⑧数 量 ⑨単 価 ⑩金 額

OA用 椅子AXF-3561-2 1 10,000 10,000

⑪ 消 費 税 300

⑫ 合 計 10,300

①情報区分 ②請求年月日 ③請求先 ④請求者 ⑤請求者電話番号 ⑥請求金額
⑦品名 ・仕様 ⑧納入数量 ⑨納入単価 ⑩納入金額 ⑪消費税 ⑫合 計

図1-2請 求書の例

1.2シ ンタ ックスルール と標準 メ ッセ ージ

前述 の ように、伝票 はデ ータ項 目を集 めて構成 されてい るので、これに合わせて 、CII標

準で もデータ項 目を集 めて、 メ ッセー ジを構 成 して います。従 って、 メ ッセージが伝票に

相当 しています。 これ を数学的 にい うと、CII標 準 の メ ッセージはデー タ項 目の集合体 で

あるとい うことにな ります。そ こで、図1-3の よ うに、必要なデ ータ項 目を詰 めた封筒 を

取引の相 手に電子 的に伝送す るのが、CII標 準に よるEDIと い うことにな ります。

この時、封筒 の中にただ闇雲 にデ ータ項 目を詰め たのでは、 デー タ項 目を構 成 してい る

数字 や文 字がい っ しょくたにな り、 この封筒 を受け取 って開封 した時に、単な る数字や文

字の固 ま りにな って しまい、伝票 の意味か 分か らな くな って しまい ます。ですか ら、例 え

ば、封筒 にデ ータ項 目を詰め る時はデ ー タ項 目の形 を失わない よ うに とかい うル ールが必
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要 にな ります。このル ールを定めた ものを、一般 的に シンタ ックスルール と呼 び、CII標 準

のそれを 『CIIシ ンタ ックスル ール』 と呼び ます。

一方
、封筒 の中 に詰 め るべ きデ ータ項 目は、伝票 の種類 に よって異な って きます。例 え

ば、注文書 には、注文 す る商品名 な どを詰め る必要 があ り、請 求書には請求金額 を詰め る

必要 があ ります。 この ように、それ ぞれの伝 票には必要 とす るデ ータ項 目がそれ ぞれ あ り

ます。EDIで は伝 票 の ことを一般 的に メ ヅセージ とい い、 この必要 とす るデ ー タ項 目を

メ ッセ ー ジの種 類 ご と に取 り決 め た ものを 『標 準 メ ッセ ー ジ』 と呼 び ます 。 シ ン タ ックス

ル ー ル と標 準 メ ッセ ー ジ は、 後 述 す る よ うに 密 接 な 関 係 が あ ります ので 、CII標 準 の標 準

ノ ッセ ー ジは 『CIIベ ー ス標 準 メ ッセ ー ジ』、UN/EDIFACTの 標 準 メ ッセ ー ジ は 『EDI-

FACTベ ー ス標 準 メ ッセ ー ジ』 な どの よ うに 呼 び ま す 。 本 書 で は 『CIIベ ー ス 標 準 メ ッ

セ ー ジ』 の設 計 方 法 を 解 説 します 。

メ ッセー ジ要素群 、
偏 報区分

注文書
②注文年月日
平成7年3月1日

③受注者
東西南北商事

④発注者
働)日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター 1

⑤品名 ・番号
OA椅 子

AXF-3561-2

⑥発注数量
1

⑦単 価
10,000

⑧ 発注金額
10,000

魎
備考は使用
いので送ら

注合計

匿o。 。
⑩納 期
平成7年3月31日

⑪納入場所
推進センター 罐笑劇

、

z
メ ッセージを

入れ る封筒

図1-3必 要 なデ ータ項 目を集めて メ ッセージを構成
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1.3Cll標 準の体系

CII標 準 は、一つのCIIシ ンタ ックスル ール と業界 ごとの標準 メ ッセー ジで構成 されて

お り、図1-4の 体系にな って います。図1-4の 中の共通部 分 とは、デ ータ項 目の共通 部分

とい う意味で、標準 メ ヅセー ジが共通 とい うことで はあ りません。図1-5は 、図1-4の 中

の一つ の業界を取 り出 して細か くした図で、複数 の標 準 メ ッセ ージが規定 されてい ます。

これ は、そ の業界で必要な取引 に合わ せて標 準 メ ッセ ージが規 定 されて いるためで、 これ

全体 をサブセ ッ トと呼び ます。

すなわち、業界 ごとに標準 メ ッセ ージのサ ブセ ッ トが存在 し、それ をすべて含め た全体

をCII標 準 の標準 メ ッセージと呼び、 さらに、 この標 準 メ ッセ ー ジ とCIIシ ンタ ックス

ル ールを合わせた ものが 『CII標 準』 とい うことにな ります。

ノ、十

CII標 準 メ ッセ ー ジ 群

EIAJ標 準

(標準 メ ッセージ)

A業 界 標準

(標準 メ ッセージ)

・壱襲 三樽

B業 界 標準

(標準 メ ッセージ)

笥 工 ・分 、

C業 界 標 準

(標準 メ ヅセ ージ)

:ElAaf

i鯉 タPtタヌふ ル clIジ ン タッ ク ス ル ー ル

図1-4CII標 準 の構i成

BPID=EIAJOl1D

EIAJ標 準

メ ッセ ー ジ 群

(EIAJサ ブ セ ッ ト)

照合確認情報

図1-5EIAJ標 準(セ ッ ト)の 構 成
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(1)BPID

業界 ご とにあ る標 準 メ ッセージのサブセ ッ トを識別す る記号を 『BPID』 と呼び ます。

図1-4お よび 図1-5か らCII標 準では、例 えば、業界 ごとに注文書 が存在す るこ とが容

易に想像 で きます。 これ らを区別す るために 『BPID』 が識別子 と して使用 され ます。

(2)情 報 区分 とBPID+情 報区分

図1-5に 示す よ うに、特定 の標準 メ ッセージのサブセ ッ トの 中に は複 数 の標 準 メ ッ

セージがあ ります ので、 これを情報 区分に よって区別 します。

CII標 準 のなか で、特定 の標準 メ ッセージを 区別す るため には、『BPID+情 報 区分』

を使わ なければ な りません。
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第2章CIIシ ン タ ッ クス ル ー ル ・ベ ー ス 標 準 メ ッセ ー ジ 設 計 総 論

2.1標 準 メ ッセー ジの開発 が必要にな る時

CIIシ ンタ ックスル ールを用 いたEDIシ ステ ムを構築す るためには、標 準 メ ッセージが

必要 です 。産業 情報化推進 セ ンターで発行 してい る別途資料 『-CII-EDIサ ービス を用

いた－EDI導 入 ガイ ド』 には、既 に開発 されてい る標 準 メ ッセ ージを入手 して使 うように

指示 されてい ます が、時には、必要 とす るメ ッセージが まだ開発 されていな い こともあ り

ます。 こ うい う時 には、新 たに標準 メッセージを開発 しなければな りません。

2.2標 準 メ ッセー ジの開発者

標 準 メ ッセー ジを新 たに開発す る必要 が生 じた場合、誰で も標 準 メ ッセ ージを開発 で き

るのか とい うと、 そ うではあ りませ ん。例 えば、新 しい標 準 メ ッセージを必要 とす る企業

が、それぞれ標準 メ ッセ ージを開発 した とした ら、た ちまち、数千種類 の標準 メ ッセー ジ

がで きて しまいます。

CII標 準 は、EDIの 標準化 をす るために あるので、 こんなに標準 メ ッセー ジがで きて し

まった ら、標準化 の意 味が消滅 して しまいます。標準 メ ッセ ージは少なけれ ば少 ない程 よ

く、理論 的な理 想値 は、1種 類 の標 準 メ ッセー ジですべ てに対応で きることです。勿論 、現

実的に この状況 を作 ることは不可能 で、何種類か の標準 メ ッセ ージが必要に な ります。何

種類必要か を厳密 に決あ ることは、非常に難 しい ことであ り、科学的な理論 とい うのはあ

りません。現状 では、経験的に必要 な標 準 メ ッセー ジを定めて います。

必要な標準 メ ッセ ージを経験 的に定め るのは人 間です。 ここでの大 きな問題 は、誰が標

準 メ ッセー ジを決 め るか とい う問題 です。 これについては、様 々な試行錯誤 が繰 り返 され

て きま したが、現在 では、利用者 自身が定め るのが最善 である とい う結論 にな っています。

しか し、利用者 で ある個 々の企業がそれぞれ標 準 メ ヅセー ジを定 めた とすれ ば、数千種類

を遥 に越 え る標 準 メ ッセー ジが作 られ ることにな り、標 準ではな くな って しまいます。

そ こで、図2-1の よ うな方法 を と ります。個 々の企業 が必要 とす るものを メ ッセージ と

して捕 らえ、それ らを合 わせて標準 メッセージに します。例 えば、図2-1で は、A社 、B

社 、C社 お よびD社 それ ぞれ が必要 な注文 メ ッセージを、データ項 目レベル で突 き合わせ、

全体 を標 準 の注文 メ ッセ ージとします。A社 が実 際に使 う注文 メ ッセージは 、標 準の注 文

メ ッセ ージか ら見れ ば、一部にな っています ので、 これ は実使 用上のサ ブセ ッ トと言 え ま

一103一



す。そ こで、標準 メ ヅセージは、企 業 ご とのサ ブセ ッ トの集合体 とい うこともで きます。

そ して、図2-1の 標 準 メ ッセージは、A社 、B社 、C社 お よびD社 が共 同で作業すれ ば作

成 できることにな ります。 この よ うな グル ープを 、標準 メ ッセ ージ開発機関 といいます。

日本中 の企業を全部集めて、標 準 メ ッセージ開発機 関を結 成すれば、国 内標準 メ ッセー

ジが開発 できます。 しか し、実際 に 日本中の企業 を全部集めて検討 グル ープをつ くる こと

は不可能 です し、集め られて も作業 で きません。可能 なのは、たかだか 同一業界 の中の代

表的企業 の代表者を集めた委員会 の結成 です。CII標 準 では、原則 として、この委員会(も

しくは、委員会の事務局である団体等)を 標 準 メ ッセージの開発者 としています。

この方法で気をつけなけれ ばな らない のは、 同 じ種類 のメ ッセージが複数 で きることで

す。例 えば、鉄鋼業 界 と石油化学業 界が標 準 メ ッセージの開発者に な っています が、両標

準 メ ッセージ開発機 関 ともに、注文 メ ッセージを 開発す ることは 明 白です。 しか し、2つ

の注文 メ ッセージは、種類 とい うレベルでは 同一 であるものの、現実的 な機能面 ではかな

り異 なる もので、区別す る必要 があ ります。 この区別 のために あるのが、『BPID』 と呼ば

れる識別子 です。

rBPID』 は、標 準 メ ッセー ジ開発機 関に与 え られ る一種 の名前で あ り、rBPID』 を持 っ

ている機 関だけがCII標 準 の標準 メ ッセージを開発す ることがで きます。

A社

B社

C社

D社

項 目1

項 目1

項 目1

項 目1

項 目2

項 目2

項 目2

項 目2

項 目3

項目3

項 目3

項目4

項 目4

項 目4

項 目4

項 目5

項 目5

項 目5

項目5

回

画

回

項 目6

回
項 目10

項 目7

項 目7

項 目11

項目8

標 準

メッセージ

回

回

項 目1 項 目2 項目3 項 目4 項目5 項 目6 項 目7 項 目8 項目9 項 目10 項 目11

図2-1あ る標 準 メ ッセ ー ジに お け るA社 、B社 、C社 、D社 間 の デ ー タ項 目の関 係
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2.3標 準 メ ッセー ジの種類 と情報 区分 コー ド

標 準 メ ッセ ージは、直観 的には、伝票 と考 えて問題 あ りませ ん。 しか し、厳密 かつ科学

的に考 えると、そ の定義 が極 めて難 しい ことが分 か ります。 です か ら、通常 、利 用者が実

際の使用時に都合 の よい よ うに標 準 メ ッセー ジを決 めます。 そ うす ると、伝票 と似た もの

にな る例が多い のです 。 あま り合理的ではあ りませんが、 これ で十分役立 つ ものです。

さて、標準 メ ッセ ージは 『BPID』 を持 ってい る機 関が作 りますが、2種 類 以上必要にな

るのが普通 です。例 えば、注文情報、納品情報 、請求情報 、……… の よ うにです 。そ こで

これ らの標準 メ ッセ ージを特定す るキーが必要 にな ります。 これが、情報 区分 コー ドと呼

ばれ る4桁 の文字列 です。

尚、一般 的に標 準 メ ッセージを特定す るためには、rBPID』+『 情報 区分 コー ド』で行

います。

2.4標 準 メッセー ジの開発手順

CII標 準 に よる標準 メ ッセ ージの開発手順 は、一般的 に以下 の よ うにな ります。

(1)開 発組織 の結 成 と 『BPID』 の取得

rBPID』 は、図2-2に 示す よ うに、4文 字 の識別子 と4文 字 のバ ージ ョン管理 コー ド

(標 準 メ ッセージのバ ージ ョンを表す)か ら構成 されてお り、産業情報化推進 セ ンター

に ある 『データタグ委員会』 とい う常設 の委員会 が、4文 字の識別子の みを管理 して い

ます。4文 字 のバ ー ジ ョン管理 コー ド(標 準 メ ッセージのバー ジ ョンを表 す)は 、『BP-

ID』 を持 ってい る開発機関が管理 します。

『BPID』 は、産 業情報化推進 セ ンターへ 申請す ることで取 得 で きます 。『BPID』 の

4文 字 の識別 子は、 申請者 自身 が作成 します。 申請を受けた産 業情報化推進 セ ンタ ーで

は、 申請 内容を 『デ ータタグ委 員会』に諮 問 します。『デー タタグ委 員会』では、新 しい

開発機 関が標 準 メ ッセージ開発機関 として妥当か ど うかを検 討 します。従来 、 この検討

で妥 当でない と判 断 された例 はあ りませ んが、既にあ る開発 機関 と明 らか に重複 してい

る場合 には、 申請 そ の ものを認め ないケースは あ り得 ます 。 申請が妥当 と判 断 されれば、

申請 された新 しい識別 子が既 に登録 され ている識別子 と重 な るか ど うか チ ェ ック します。

重 な らない場 合は、それ を登録 します。重な る場合は、重な らない別 の識別 子を 申請者

自身が新 たに作 成 し、 それ を登録 します。

申請 は、開発機 関名 で行 います。巻末 の資料 を参考に して、 申請 して下 さい。
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標準 メ ッセ ージのバー ジョン管理用

BPIDは8桁 の英数字 で構成

図2-2BPIDの 構 造

(2)ビ ジネ ス ・モデルの作成

ビジネ ス ・モデル とは、EDIに よる業務処理 フ ロー と考 え て も間違 い では あ りませ

ん。シナ リオとい う言い方 もあ ります。図2-3に 例 を示 します。ビジネス ・モデルを作

成 す ることで、 ど うい う種類 の標 準 メ ッセージが必要 になるか が明確 にな ります。

そ こで、 このモデルで必要 にな る標準 メ ッセージを作成すれ ば よい訳 です が、作成す

る前 に、他 の業界 で丁度 当ては まる標準 メ ッセージがないか ど うかチ ェ ックして下 さい。

も し当ては まるものがあれ ば、新 たに作成す るこ とは止め て、既 にあ るものを使 って く

だ さい。同 じものを二度作成す ることは、是非 とも避 けた い ことです。 同 じものがなけ

れば、新 たに作成す る ことにな ります。

尚、既 にある標準 メ ッセー ジにつ いては、産 業情報化推進 セ ンターへ 問い合わ せて下

さい。

(3)標 準 メ ッセージの作成

前述 の ビジネス ・モデルに したが って、必要 な標 準 メ ッセ ー ジを作 成 します 。標 準

メ ッセー ジは、だ いだ い以下 の手順 で行 い ます 。 これ で、暫定版 がで きます。

① ビジネス ・モデ ルに従 って、その標 準 メ ッセ ージの機能を 明確 に します。

② 必要 となる機 能 を満 たす よ うにデ ータ項 目を決め ます。

③ それ ぞれ のデ ータ項 目の意味 を明確 に定義 します。

④ データ項 目の属性 と長 さ(最 大長)を 決 め ます。

⑤ それぞれのデ ータ項 目に デー タタグ番 号を付け ます。デ ータタグ番号 につ いては、

3章 を参照 して くだ さい。

⑥ 作成 された標 準 メ ッセー ジを、図2-4の 例 の よ うに まとめ ます。

(4)標 準 メ ッセージの検証

新規 に作成 された標準 メ ッセー ジは暫定版 ですか ら、検証 す る必要が あ ります 。検証

は、 トライアル と称す る試行運用 で行 うのが一 番 よい方法です。試行運用 の結果 に よ り、
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(5)標 準 メ ヅセー ジの公開

で きあが った標 準 メ ッセージは、何 らかの方法で公開 します。通 常、規格書 と してま

とめ、頒布(有 料の場合 もあ る)す る等 の方 法が とられ ます。尚、CIIベ ースの標 準 メ ヅ

セージ(す なわちCII標 準)の 著作権 は開発者 に属 します が、使 用 や使 用 料 に つ いて

は、無償公開が原則です。

⑥ データ項 目の登録制度お よび標 準 メ ッセージの届け 出につ いて

産業情報化推進 センターには、新規 に開発 され たデ・一タ項 目を登録す る制度 があ りま

す。登録 され たデータ項 目は、全業界共有 の ものにな り、新規 の標 準 メ ッセ ージの開発

に役立 つ ことにな ります。

また、新規 の標準 メ ッセージにつ いては、産業情報化推進 セ ンターへ届 け る必要 があ

ります。通 常、規格書 の提 出で代用 され ます。

注文情報 BPID=EIAJOl1D

項 目Nα 項 目 名 必 キー 項 目 内 容 属性(桁 数)

001 データ処理Nα ● 受信データの処理順序を表す番号 9(5)

002 情報区分 コー ド ● 情報の種類を表すコード(確 定注文=0502) X(4)

003 データ作成 日 データを作成 した日付 9(6)

004 発注者 コー ド ● ☆ 注文を行 う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

005 受注者 コー ド ● 受注を行 う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

006 発注部門 コー ド 原価の責任部門又は納入部門を表す X(8)

007 注文番号 ● ☆ 発注者が注文情報に付与 した管理番号 X(23)

008 製造番号 発注品の原価管理に結びつ く製造管理番号 X(19)

009 訂 正 コ ー ド ● 情報の新規 ・変 更 ・取消を示す コー ド X(1)

010 コック区分 通常品かコ ック品かを示す コー ド X(1)

011 注文年月日 ● 注文を行った日付 9(6)

012 単 位 ● 数量を表す基準を示すコー ド X(3)

013 単 価 ● 製品1単 位あたりの価格 9(10)V(3)

014 単価区分 ● 単価が確定単価か単価未定かを表す X(1)

015 注文数量 ● 受注者に対する発注数量 9(9)V(3)
一

7＼L-一/＼

図2-4標 準メッセージ例
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第3章 標 準 メ ッ セ ー ジ作 成 技 術

本 章 で は 、CIIベ ース標 準 メ ッセ ー ジ を作 成 す る上 での技 術 的 な テ クニ ックに つ い て説 明 し

ます 。

3.1Cllシ ンタ ックスルールの特徴

CIIシ ンタ ックスル ールは、必要 なデー タ項 目を集めて メ ッセー ジを構 成 します。 しか

し、ル ール無 しでデータ項 目を集め てメ ッセー ジを構成 したの では、そ の メ ッセージを受

け取 った相手が意味 を解釈 出来な くな ります。そ こで、あ る特定 の意味 を持 つ メ ッセージ

に含 めて もいいデータ項 目の リス トを作 り、そ の リス トに含 まれ ていないデ ータ項 目は使

用禁止 に します。 この リス トを標 準 メ ッセージ といいます。

これ か ら説 明す るのは、そ の リス トを作 るのに必要な技術 的 テ クニ ックです。

3.1.1Cllシ ン タ ック ス ルー ルに よ る制 限

CIIシ ン タ ヅクスル ール で は、 いか な る デ ータ項 目も使 え る の で は あ りませ ん。 い

くつ か の制 限 が あ ります 。 これ をCIIシ ン タ ックスル ール に よ る制 限 と します 。

(1)デ ー タ項 目に つ いて

以 下 の 属 性 と最 大 長 以下 の デ ー タ項 目が 使 用 可能 で す 。

①8bitの 文 字(最 大 長32,767byte)

②16bitの 漢字(最 大 長32,766byte(16,383文 字))

③ ビ ッ ト列(最 大 長32,767byte(byte単 位))

④ 数 字(最 大 長30桁(整 数 部+小 数 部))

⑤ 年 月 日(6桁 又 は8桁)

(2)メ ッセ ー ジの構 造

以下 の メ ヅセ ー ジ構 造 が 使 用 可能 で す 。

① 単純 列構 造(図3-1参 照)

② 単純 列繰 返 し構 造(図3-2参 照)

③ 繰 返 し構 造 の ネ ス ト(図3-2参 照)

④ 繰 返 し構 造 の種 類 は 、最 大256種 類
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項 目1 項 目2 項目3 項 目4 項目5 ■ ● ● ●o● ● ● ● ● ■ ● ● ● ・ ・ ● …. 項 目n

図3-1単 純 列 構 造 の メ ッセ ージ

く

← 繰返し単位 →

マルチ明細 〉

項 目1 項目2 ● ● ● ● 期11i囎12 囎11i期12 囎11i囎12 ● ● ● ● 項目n

図3-2単 純列繰返 し構造 のメ ッセージ

く 外側のマルチ明細
〉く 繰返し単位

く 内側のマルチ明細
← 繰返 し単位 →

う ∈ 内側の

己1囎 ・ … ・
項 目11 囎21i囎22 囎21i期22 項 目11 囎21i囎22

∋

〉マルチ明細 一→ ∈ 内側のマルチ明細

項 目21i項 目22
.

項 目11

1`

項 目21i項 目22項 目21i項 目22
.1

■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ・ 項目n

図3-3繰 返 し構造 のネ ス トを含む メ ッセージ

(3)バ イ ナ リーデ ー タ

長 大 ビ ッ ト列 を バ イ ナ リーデ ー タ と呼 び ます 。CADデ ー タや 画 像 デ ー タ な ど は

バ イ ナ リー デ ー タ と して扱 い ます 。

3.1.2Cl1ト ラ ンス レー タ ー よる制 限

CII標 準 に よるEDIに は、CIIト ラ ンス レー ター を使 い ます 。CIIト ラ ン ス レー タ ー

は有 限 の 大 き さの コ ン ピ ュ ー タ上 で動 か す た め に 、CIIシ ン タ ック スル ール で示 され

た制 限 よ り、 強 い制 限 が あ ります 。 した が って 、 標 準 メ ッセ ー ジは 実 質 的 にCIIト ラ

ンス レー タ ーに よって 制 限 され ます 。
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さて 、産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ーで は 、CIIト ラ ンス レー タ ーの標 準 的 な 仕 様 を 定 め 、

この 仕様 を 満 た す トラ ンス レー ター をCII推 奨 トラ ンス レー タ ー と称 して認 定 して い

ます 。 以下 に 、 こ のCII推 奨 トラ ンス レー タ ーを使 う場 合 の制 限 を示 します 。

(1)デ ー タ項 目に つ い て

以 下 の 属 性 と最 大 長 以下 の デ ー タ項 目が 使 用 可 能 です 。

①8bitの 文 字(最 大 長2,000byte)

②16bitの 漢 字(最 大 長2,000byte(1,000文 字))

③ ビ ッ ト列(最 大 長2,000byte(byte単 位))

④ 数 字(最 大 長30桁(整 数 部+小 数 部))

⑤ 年 月 日(6桁 又 は8桁)

⑥1メ ッセ ー ジ中 の デ ー タ項 目の種 類(繰 返 しデ ー タ項 目は1種 類 とす る)

(最 大200種 類)

注1)文 字 、 漢 字 につ い て は 、JIS-XO201及 びJIS-XO208と す る必 要 が あ る。

注2)CII推 奨 トラ ンス レー タ ーに ビ ッ ト属性 は あ りませ ん の で、文 字 属 性 の文

字 コー ド変 換 無 しで代 用 します 。

(2)メ ッセ ー ジの 構 造

以下 の メ ッセ ー ジ構 造 が使 用 可 能 です 。

① 単 純 列 構 造

② 単 純 列 繰 返 し構 造

③ 繰 返 し構 造 の ネ ス ト(3レ ベ ル ま で)

④ 繰 返 し構 造 の種 類 は 、 最 大35種 類

(3)バ イ ナ リーデ ー タ

CII推 奨 トラ ンス レー ター で は、 オ プ シ ョン ・サ ポ ー トに な っ て い ます 。 こ の

デ ー タを使 う場 合 に は、 トラ ンス レー タ ー の吟 味 が 必 要 です 。

(4)メ ッセ ー ジ長

CII推 奨 トラ ンス レー ター で は、 最 大 メ ッセ ー ジ長32,000byteに な っ て い ます 。

最 大 メ ッセ ー ジ長 が これ を 越 え る場 合 は、 トラ ン ス レー タ ー の吟 味 が 必要 で す 。
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3.2単 純列構造 メ ッセー ジ作成上の技術

データ項 目を単純に並べて1つ の メ ッセージ とす る構造 を、単純 列構造 メ ヅセー ジとい

います(図3-1参 照)。

(1)単 純列構造 メ ッセージ内のデー タ項 目の種類

単純列構造 メ ッセージでは、 同一 の メ ッセー ジ内に同一種 類 のデ ータ項 目が2つ 以上

あ ってはいけませ ん。

CIIシ ンタ ックスル ールでは、デ ータ項 目の種類は、 デー タタグ番号 で表現 され ます

か ら、一 つの標準 メ ッセー ジ内に含 まれ るデ ータ項 目の タグ番号 は、すべ て異な ってい

なければな らない(ユ ニー ク)こ とにな ります。

も し、一 つの標 準 メ ッセ ージ内に 同一 タグ番号 のデ ータ項 目が2つ 以上 あれ ば、 トラ

ンス レーターがエ ラーと解釈 します。

(2)単 純列構 造 メ ッセ ージ内のデ ータ項 目の順番

単純列構造 メ ッセ ージでは、デ ータ項 目の並 びの順番 は、 メ ッセ ージの意味に関係 し

ません。逆に、デ ータ項 目の並 びの順番 に、 メッセー ジの意 味を含 めてはな りません。

(3)単 純列構造 メ ッセージの記述方法

通常、 図3-4に 示す記述方 法 が使 わ れ ます。 デ ー タ属 性 と長 さの表 現 方 法 を 、表

3-1に 示 します。

長 さは、最大値 で表 します。CIIシ ンタ ックスル ール では、任意 のデータ項 目の省略が

許 され ます が、業務処理上省略 されては困 るデ ータ項 目が あ ります。 この ような項 目に

ついては、省略不 可の印をつ け ます。
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『 メ;二 一 酔 ジョン＼ 　 … す

_/夕 　 BPID-EIAJOl1D

項 目Nα パ 目 名 必 キー 項 目 内 容

当(桁 数)レ

⑩ データ処理Nα ● 受信データの処理順序を表す番号 9(5)

00002 情報区分 コー ド ● 情報 の種類を表すコード(確 定注文=0502) X(4)

00003 データ作成 日 データを作成 した 日付 9(6)

00004 発注者 コー ド ● ☆ 注文を行う企業を表す(標 準企業コー ド) X(12)

00005 受注者コー ド ● 受注を行う企業を表す(標 準企業 コー ド) X(12)

00006 発注部 門コー ド 原価の責任部門又は納入部門を表す X(8)

00007 注文番号 ● ☆ 発注者が注文情報に付与した管理番号 X(23)

00008 製造番号 発注品の原価管理に結びつく製造管理番号 X(19)

00009 訂正 コー ド ● 情報の新規 ・変更 ・取消を示す コー ド X(1)

00010 コ ック区分 通常品か コック品かを示す コー ド X(1)

00011 注文年月日 ● 注文を行 った日付 9(6)

00012 単 位 ● 数量を表す基準を示すコー ド X(3)

00013 単 価 ● 製品1単 位あたりの価格 9(10)V(3)

00014 単価区分 ● 単価が確定単価か単価未定かを表す X(1)

00015 注文数量 ρ 受注者に対する発注数量 ＼ 9(9)V(3)

㌫ う_7■
」

1
一7⌒ ＼

項目内容は誤解が発生しない
その他参考になる情報 ように、簡潔にまとめる

図3-4標 準 メ ッセ ー ジの一 般 的 方 法
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表3-1CIIシ ン タ ヅクス ル ール のデ ー タ エ レメ ン トの標 準 メ ッセ ー ジ上 で の表 現 方 法

標 準 メヲセージ,デ一夕ェレメ

デ ー タ ・タ イ プ ント・ディレクトリーでの表 現 デ ー タ 例 備 考

例) 長 さ は 、byte数 で 表 す 。

8bit文 字 列 X属 性 X(n) X(8)の 時 EIAJシ ン タ ッ ク ス

(JISXO201) n:最 大 長(byte) ABCDEFGH ル ー ル と 同 一 で あ る 。

文
字 例) 長 さ は 、byte数 で 表 す 。

デ BIT列 B属 性 B(n) B(2)の 時 文字 コー ド変換を しない

1 n:最 大 長(byte) X'5F2D' 文字列の意味でもある。

夕

例) 長 さ は 、byte数 で 表 す 。

16bit文 字 列 K属 性 K(n) K(10)の 時 漢字文字数の2倍

(JISXO208) n:最 大 長(byte) 産業と情報 に な る 。

例)9(5)の 時 9(5)V(0)と9(5)は 同 一 の

固定小数点 9(n), 23456 意味である。

正 数 9属 性 9(n)V(m) 例)9(3)V(2)の 時 EIAJシ ン タ ッ ク ス

(JISXO201) n:整 数部の桁数 23456 ル ー ル と 同 一 で あ る 。

数 m:小 数部の桁数 (小数点 は、4と5の 間)

値
デ N(n), 例)N(5)の 時

1 浮動小数点数 N(n)V(m) 一23456 N(5)V(0)とN(5)は 同 一 の

夕 (JISXO201) N属 性 n:整 数部の桁数 例)N(4)V(2)の 時 意味である。

m:小 数部の桁数 一2345
.6

例)Y(6)の 時YY伽DDタ イプ

日 付 Y(n) 930331 西暦 日付 である。

(JISXO201) Y属 性 nは6又 は8 例)Y(8)の 時YYYY㎜DDタ イプ

19930331

3.3単 純列繰返構 造 を含む メ ッセ ージ作成上 の技術

単純列の中に単純列繰返構造 を含む メ ッセ ージを、一般 型 メ ッセー ジ とい い ます(図

3-2)。 単純列繰返構造 には、暗示 的繰返構造 と明示 的繰返構造 があ り、通常 明示 的繰返構

造 を、マル チ明細 といいます。

CII推 奨 トランス レーターで は、暗示的繰返構 造 は オ プ シ ョンにな って お り、通 常 サ

ポー トされていませんので、使用 を避け る ことをお薦 め します。 したが って以下で は、マ

ルチ 明細 を含 む メ ッセ ージにつ いて説 明 します。

3.3.1マ ル チ 明 細 を一 つ 含 む メ ッセ ー ジ

図3-5に 示 す 伝 票 を標 準 メ ッセ ー ジにす る と、 マ ル チ 明細 を 一 つ 含 む メ ッセ ー ジ

に な ります 。

(1)マ ル チ 明細 の構 成 方法

CIIシ ン タ ッ クスル ー ル で は 、 単純 列 に繰 返 しの 制御 子 を 付 け て マル チ 明細 と し
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ます。

① 繰返 し単位

複数 のデー タ項 目で繰返 し単位 を構成 します。勿論、 デ ータ項 目一 つ で も繰返

し単位 にで きます。同 じ繰返 し単位 内には、同一 のデー タタグ番 号を持つ データ

項 目を2つ 以上含め ることはで きません。

② 同一繰返 し単位 内のデ ータ項 目の並び の順番 に、特 定の意味 はあ りません。逆

に、特 定 の意味 を含 める設計を してはいけ ませ ん。

③ 陳西南北商事1殿

① 注 文 書

下記 の通 り注文 します。

④

② 平成7年3月1日

㈱ 日本情報処理開発協会
産業情報化推進センター

⑤ 品 名 ・ 仕 様 ⑥数 量 ⑦単 価 ⑧金 額

OA用 椅子AXF-3561-2 1 10,000 10,000

⑨ 合 計 10,000

⑩
納 期 平成7年3月31日

⑪
納入部 推進 セ ンター

⑫
担当者 推進 太郎

⑬
備

考

①情報区分 ②注文年月日 ③受注者 ④発注者 ⑤品名 ・番号 ⑥発注数量 ⑦単 価
⑧発注金額 ⑨発注合計 ⑩納 期 ⑪納入場所 ⑫購買担当 ⑬備 考

図3-5注 文書 の例
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③ 繰返 し回数 に制限は あ りませんが、通常、 メ ヅセ ージ長 で制限 を受け ます。

④ 繰返 しの先頭 に、 マル チ明細 ヘ ッダーをつけ ます。 マル チ明細 ヘ ッダーには、

明細識別子 を付け、 マル チ明細 の名 前に します。 明細 識別子は、1文 字 の英数字

を用 います が、『0』 をつか ってはな りませ ん。

⑤ ある繰返 し単位 と次 の繰返 し単位 の間に改行 マ ークをつけ ます。

⑥ 繰返 しの最後に、マル チ明細 トレーラをつけ ます。

(2)マ ルチ 明細 の記述方 法

前述(1)の ④、⑤及び⑥は、 トランス レーターが 自動的に処理を します ので、標準

メッセージには、 マルチ 明細 の名前 と最 大繰返 し回数 及び繰返 し単位を記述 します。

一般的に は
、 図3-6の 記述 にな ります。

(3)マ ル チ明細 内の繰返 し単位 の特徴

同一 マル チ明細 内では、 どの繰返 し単位 も、同一 の構 造(同 一の データ項 目を含

む)に な ります。 したが って、標準 メ ッセ ージでは、繰 返 し単位 一つ分 の構造のみ

定義 します。

項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

明細識別子=『 士ヨ 最大繰返数=5

TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝票の⑤ X(30)

TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)

TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)

TagOO8 発注金額 ● 〃 ⑧ 9(10)V(3)

/ ＼
図3-6マ ルチ 明細記述の例
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(4)マ ルチ明細 内の繰返 し単位 の繰返 しの順番

繰返 し単位 の繰返 しの順番 は、常 に、厳密に守 られ ます(再 現 され ます)。

(5)マ ルチ明細 を一つ含む メ ッセー ジの記述例

図3-5に 示す伝 票を標準 メ ッセージにす ると、一 般的に 、図3-7の 記述 にな り

ます。

注文書 BPID=JCIIOl1A

項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

TagOO1 情報区分 コー ド ● 図3-5の 伝票の① X(4)

TagOO2 注文年月日 ● 〃 ② Y(6)

TagOO3 受注者 コー ド ● 〃 ③ X(12)

TagOO4 発注者 コー ド ● 〃 ④ X(12)

最大繰返数=5

TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝票の⑤ X(30)

TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)

TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)

TagOO8 発注金額 ● 〃 ⑧ 9(10)V(3)

TagOO9 発注合計 ● 図3-5の 伝票の⑨ 9(10)V(3)

TagO10 納 期 〃 ⑩ Y(6)

TagO11 納入場所 〃 ⑪ K(60)

TagO12 購買担当 〃 ⑫ K(16)

TagO13 備 考 〃 ⑬ K(100)

図3-7図3-5(注 文伝 票)の 標 準 メ ッセ ー ジ

3.3.2複 数の マルチ 明細 を含む メ ッセージ

図3-8の 伝票 に は、マルチ明細 が2つ あ ります。 この よ うに、互 いに包含関係 にな

い複数 のマル チ明細 は、独立 の関係にあ るといい ます。CIIシ ンタ ヅクスル ールでは、

一つ のメ ッセージ内に必要 な数 だけ独立 の関係にあ るマル チ明細 を含 める ことが で き

ます。それ ぞれ のマルチ 明細 にはユニークなマルチ明細識別 子をつけなけれ ばな りま

せ ん。結果 と して、図3-9に 示す記述の標準 メ ッセ ージに な ります。
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○○○○○書

明 1

図3-8マ ル チ明細 が2つ あ る伝票

(1)マ ル チ 明細 識 別 子 は 、 一 つ の メ ッセ ー ジ内 で ユ ニ ー クに な る よ うに し ます 。

(2)同 一 メ ッセ ー ジ 内 の マ ル チ 明 細 の順 番 に 意 味 は あ りませ ん。 逆 に 、 マ ル チ 明細 の

順 番 に 意 味 を 持 た せ て は な りませ ん 。
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項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

明細識別子=『1』 最大繰返数=7

TagO11 項 目11

TagO12 項 目12

TagO13 項 目13

明細識別子=囎 ヨ 最大繰返数=6

TagO21 項 目21

TagO22 項 目22

TagO23 項 目23

TagO24 項 目24

一

〔 ＼
図3-9マ ルチ明細 が2つ ある伝票 の標 準 メ ッセージ

3.3.3マ ルチ明細のネス テ ィング

マルチ明細 の繰返 し単位 の中に、別 のマルチ明細 を含 め るこ とが できます。 これ は

伝票 の中に、図3-10の よ うな表 があ る時に、必要 にな ります。この構造 を、マル チ

明細 のネ ステ ィング と呼び ます。

それぞれ のマルチ 明細 にユニークなマル チ明細識別 子を付けて、 マル チ明細 のネス

テ ィングを構成 します。そ の結果標準 メ ッセ ージは、図3-11の よ うな記 述 に な り

ます。

マルチ 明細識別 子 は、一つ のメ ッセージ内で ユニークにな る よ うに します。
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①
品名 ・仕様

②
数 量

③
単 価

④
金 額

⑤ 納 入 日 付

1回 目 2回 目 3回 目 4回 目 5回 目

図3-10マ ル チ明細 のネス トが必要 な表 の例

項 目No 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

明細識別子=r1ヨ 最大繰返数=4

TagO51 品名 ・仕様 図3-10の ① X(30)

TagO52 数 量 図3-10の ② 9(9)

TagO53 単 価 図3-10の ③ 9(9)

TagO54 金 額 図3-10の ④ 9(9)

明細識別帯=rD』

Tag110 納入 日付 図3-10の ⑤ Y(6)

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii、………iiiii§iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

/ ＼
図3-11図3-10の 伝 票 の標 準 メ ッセ ー ジ の表 の部 分 の 記述

3.4デ ー タタグ番号 の付 け方

データタグ番号 は、データ項 目の意味 を表 す重要な識別 子です。 同 じデ ータ項 目に 同一

の番 号が付かな けれ ばな りませ ん し、違 うデ ータ項 目には別 々の番 号が付か なけれ ばな り

ません。

CIIベ ースの標 準 メ ッセ ージは、 ある開発機 関に よって作成 され ます が、開発機 関は複
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数存在 します。特定 の開発機 関が、その開発機関 内で作 成 す る標 準 メ ッセ ー ジ全 体 で ユ

ニークなデ ータタグ番号 をデ ータ項 目に割 り当てることが可能 ですが、デ ータタグ番号 は

開発機 関を越 えて、わ が国全 体でユ ニー クに割 り当て る ことにな って います。

この よ うな状況 は、特定 の開発機 関内だけの管理では実現 で きません。そ こで、産 業情

報化推進 セ ンターでは、 デー タタグ番号 の グル ープ管理 を実施 してい ます。特定 の開発機

関に対 して、通常999個 のデ ータタグ番 号枠 を割 当 て、 そ の開発 機 関 は割 り当 て られ た

デ ータタグ番 号枠 の中 の番号 をデー タ項 目に割 り当て ます。

この よ うな方 法で、一つ のデータ タグ番号が2つ のデ ータ項 目を表 す とい う状 況(デ ー

タ項 目重複 割当)は 回避 でき ます が、同 じデータ項 目に2つ 以上 のデ ータタグ番 号が割 り

当て られ る(デ ータタグ番号重複割 当)こ とは、回避 で きませ ん。 デ ータタグ番 号重複 割

当につ いては実 害はあ りませ んが、可能 な限 り回避 したい ものです。

そ こで、産業情報化推 進 セ ンターでは、 データ項 目の登 録制度が実施 され ています。 こ

れ は、既 に安定 した標 準 メ ッセージに含 まれてい るデ ー タ項 目の 『デ ータ タ グ番 号』 と

『意味』を産業情報化推 進 セ ンターへ登録す る制度 で、登録 された データタグ番号 は、わ

が国共通 のデー タ項 目と して公開 され ます。標準 メッセー ジを作 成す る時には、 この登録

されたデ ータ項 目を可能 な限 り使 うことに よって、 デー タタグ番 号重複割当を回避 しよ う

とい うものです。

1995年3月31日 に現在 で、197種 類のデ ータ項 目が登録 されてお り、新 メ ッセージの開発

に使 うことがで きます。 登録 されたデ ータ項 目に含 まれ ないデ ータ項 目につ いては、新 た

にデ ータタグ番号枠 の中か ら適当な番 号を取 り出 し、割 り当て ます。

デ ータタグ番号枠 の申請 は、通常 、『BPID』 申請の時に い っし ょに行 い ます。巻末 の資

料 を参考 に して下 さい。
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第4章 拡 張 テ ク ニ ッ ク

本章 では、CIIシ ンタ ックスル ールの性質を高度に活用 した標 準 メ ッセージの作成 方法を説

明 します。

4.1ト ータル ・セクシ ョンのある標準 メ ッセー ジ

図4-1に 示す よ うに、複数 の伝票 とそ の トータルで メ ッセ ー ジ ・グル ープ を構 成 した

い場合があ ります。 これ は、1枚 の伝票を マルチ 明細の繰返 し単位 に マ ッピングす る こ と

で実現で きますが、複 数 の伝票 が1つ の メ ッセー ジに含 まれ る ことにな り、伝票 の枚数 が

非常に多い時に、 トラ ンス レーターの扱え る最大 メ ッセ ージ長 の制 限を越 えて しま う可能

性が大 き くな ります。

トランス レーターの扱 え る最大 メ ッセージ長 の制 限に触 れ ない よ うにす るためには、1

枚 の伝票を1メ ッセー ジに マ ッピングす る必要 があ ります 。 そ こで、 以下 の よ うに標 準

メ ッセージを作成 します。

①1枚 の伝票 を1つ の メ ッセージにマ ッピングす る。

② で きあが った メ ッセー ジに、 トータル項 目を追加す る。

その結果 、図4-2の ように な ります。これは注 文書の例 で、 トータル項 目として、『注 文

金額 の合計 』を追加 しています。

この時、個 々の注文 メ ッセー ジ上 では、『注文金額合計』が無駄 な項 目になる ように見 え

ます。 しか し、 トランス レーターで は、個 々の注文 メ ッセー ジを作 り出す時、『注文金額合

計』 がゼ ロで あれ ば削除 しますので、実際の電文 に含 め られ る ことはあ りません。

尚、図4-2の 先頭 に ある 『トー タル識別子』は、個 々の伝票 か トータルかを識別す るス

イ ッチです。

一 ル ー票

←

注文伝票

＼

←一一 注文金額合計 を記述

＼ 個 の々注文伝票の集合

図4-1複 数 の伝票 と トータル伝 票が あ る例
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注文情報 BPIDニXXXXnnnn

項 目Nα 項 目 名 必 項 目 内 容 属性(桁 数)

TAGOO1 トータル識別子 ● X(1)
TAGOO1 項 目1
TAGOO2 項 目2

途中省略

TAGmmm

TAGnnn 注文金額合計 ● 9(12)

図4-2図4-1の 伝 票 の標 準 メ ッセ ー ジ の構 造 例

4.2UN/EDIFACTの セグ メン トや セグ メン ト ・グループの実現

UN/EDIFACTの 標準 メ ッセ ージをCIIシ ンタ ックスル ールにマ ッピングしよ うとす る

時、セ グメン トやセ グメン ト ・グループの処理が問題 にな ります。 これを、マルチ明細 の

活用で解決す る方法 を説 明 します。

産業情報化推進 セ ンターのCIIモ デル トラ ンス レーター標準 ロジ ックに準拠 したCIIト

ランス レーターには、次の ような性質 があ ります。

① 単純列構 造内のデ ータタグ番 号nの データ項 目とマルチ明細 内のデ ータタグ番 号n

のデータ項 目は、別 のデ ータ項 目と見なす。

② あるマルチ明細 内に あるデー タタグ番号nの デ ータ項 目と別 のマル チ明細 内のデー

タタグ番号nの デ ータ項 目は、別 のデータ項 目と見 なす。

この性質を使 うと、 セグメ ン トや セグメン ト・グル ープが構 成 で きます。

4.2.1セ グ メ ン トの 構 成 方 法

実 際 の セ グ メ ン トを用 い て 、構 成 方 法 を説 明 します 。 図4-3は 、1992年 版UNSM

デ ィ レ ク トリー のNADセ グ メ ン トです 。 これ を 、忠 実 にCIIベ ー ス に マ ッ ピ ン グ した

結 果 を図4-4に 示 します 。

以下 に 、 具 体 的 な方 法 を述 べ ます 。
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NAD:Nameandaddress(1992版 デ ィ レ ク ト リ ー よ り)

an.,33035/MPARTYQUALIFIER
CO82/CPARTYIDETIFICATIONDETAILS

an..173039/MPartyididentification
an..31131/CCodelistqualifier
an.,33055/CCodelistresponsibleageency,coded

CO58/CNAMEANDADDRESS
an、.353124/MNameandaddressline'

an..353124/CNameandaddresslineCII標 準 で は 、

an..353124/CNameandaddressline・35×5=175文 字 に

an..353124/CNameandaddressline－ 括 し て 定 義 す る 。

an,.353124/CNameandaddressline,
CO80/CPARTYNAME

an..353036/MPartyname'
an..353036/CPartynameCII標 準 で は 、

an..353036/CPartyname・35×5=175文 字 に

an..353036/CPartyname－ 括 し て 定 義 す る 。

an..353036/CPartyname、

an..33703/CPartynameformat,coded
CO59/CSTREET

an..、353042/MStreetandnumber/P.0.Box'

an..353042/CStreetandnumber/P.0.BoxCII標 準 で は 、

an..353042/CStreetandnumber/P.0.Box・35×5=175文 字 に

an..353042/CStreetandnumber/P.0.Box－ 括 し て 定 義 す る 。

an,.353042/CStreetandnumber/P.0.Box、

an..33001/CStreetandnumber/P.0.Boxformat,coded
an..353164/CCITYNAME
an..93229/CCOUNTRYSUB-ENTITYIDENTIFICATION
an,.93251/CPOSTCODEIDENTIFICATION
an..33207/CCOUNTRY,CODED

図4-3NADセ グ メ ン トの完 全 な構 造(1992版 デ ィ レク トリー)一
明 細 識 別 挙 …=・x….、:…最 大 繰 返 数 一 ・n

(i笹森』Dハ

3035 ● PARTYQUALIFIER X(1)
3039 Partyididentification X(17)
1131 Codelistqualifier X(3)
3035 Codelistresponsibleageency,coded X(3)
3124 Nameandaddressline X(175)
3036 Partyname X(175)
3703 Partynameformat,coded X(3)
3042 Streetandnumber/P.0.Box X(175)
3001 Streeta』ndnumber/P.0.Boxformat,coded X(3)
3164 CITYNAME X(35)
3229 COUNTRYSUB-ENTITYIDENTIFICATION X(9)
3251 POSTCODEIDENTIFICATION X(9)
3207 COUNTRY,CODED X(3)

図4-4 NADセ ク"メン トの完 全 なCII標 準 メ ッセ ー ジ記 述

一125一



(1)マ ル チ 明細 化

NADセ グ メ ン トを 一 つ の マル チ 明細 に します 。UNSM内 で は、 必 要 に 応 じて 、

NADセ グ メ ン トは 複 数使 わ れ ます 。 この時 、同 じデ ー タ タ グ番 号 が 同一 の メ ッセ ー

ジ 内に 生 じる こ とに な り、CIIシ ン タ ックス ル ール に と って都 合 の悪 い 状 況 とな り

ます 。

しか し、 マル チ 明細 に す れ ば 、 この 問題 を ク リア ー で き ま す 。UNSMに お け る

NADセ グ メ ン トの反 復 は 、マ ル チ 明細 の機 能 そ の もの に置 き換 え られ る と と もに 、

別 の場 所 に2つ 目のNADセ グ メ ン トが表 れ た 時 は 、マ ル チ 明細 識 別 子(以 下 、明細

識 別 子 と略 す)を 変 え る こ とで 対応 で き ます 。 一 般化 す れ ば 、 以 下 の よ うに な りま

す。

① セ グ メ ン トは マ ル チ 明細 化 す る。

② 明細 識 別 子 は 、CIIシ ンタ ックス ル ール 上 で の セ グ メ ン トの 名 に な る。

③ 明細識 別 子 は 、 一 つ の メ ッセ ー ジ内 の セ グ メ ン トが ユ ニ ー クに識 別 で き る よ

うに割 り当て る。

(2)複 合 デ ー タ エ レメ ン トの処 理

① 要 素 デ ー タ項 目を単 純 に並 べ る方 法

図4-3の 『CO82/C:PARTYIDETIFICATIONDETAILS』 は 、3つ の デ ー

タ項 目の 集 合体 で す 。CIIシ ンタ ッ クス ル ール 上 で は、単 純 に3つ の要 素 デ ー タ項

目を 並 べ て い ます 。 これ で 、 特 に 問題 は あ りませ ん。

② 要 素 デ ー タ項 目を 合 体 させ る方 法

図4-3の 『CO58/C:NAMEANDADDRESS』 は 、35×5=175byteに く くっ

て、CIIシ ン タ ックス ル ー ル 上 の デ ー タ項 目と して い ます 。

この項 目は何 か の都 合 で 、単 純 に5分 割 した もの と思 わ れ ます の で、 これ で、

特 に 問題 が発 生 す る こ とは あ りませ ん。

③ 内部 マ ル チ 明細 化

前述 ② の方 法 で は納 得 出来 な い時 は 、rCO58/C:NAMEANDADDRESS』 を

『3036/M:Partyname』 ×5回 の 内部 マ ル チ 明細 と して しま えば 完 全 です.

④ ① 、 ② お よび③ の 組 み 合 わ せ

図4-3のrCO80/C:PARTYNAME』 は 、① と② を 組 み合 わ せ て 、CIIシ ン

タ ックスル ール 上 のデ ー タ項 目と して い ます 。

一126一



必要 であれば、③ の方法 も組 み合わせ て、CIIシ ンタ ックスルール上 のデ ータ

項 目とす るこ とが できます。

4.2.2セ グ メ ン ト ・グ ルー プ の構 成 方 法

セ グ メ ン ト ・グル ー プ も、マ ル チ 明 細 の応 用 で実 現 で き ます 。例 えば 、図4-5の よ

うにす れ ば セ グ メ ン ト ・グ ル ー フ.がマ ッピ ン グで き ます 。UNSMで は 、セ グ メ ン ト ・

グル ー プ が反 復 す る こ とが あ ります の で 、 マ ル チ 明細 に よ って マ ッピ ン グす る のは 、

理 にか な って い ます 。

尚、 反 復 しな い セ グ メイ ト ・グル ー フ.は、 あ え て マル チ 明細 化 しな くて も、 特 に 問

題 が発 生 す る こ とは あ りま せ ん 。

＼/＼ 一
爪

マルチ明細A(セ グメ ン ト・グループα)

メント・グ加 ア

の 範 囲

爪

Xセ グメント

の 範 囲

/

マルチ明細C(Xセ グメン ト)

)、

Yセ グメント

の 範 囲

/

マルチ明細D(Yセ グメン ト)

、

、

マルチ明細E(Zセ グメ ン ト)
ノ

/、

、

Zセ グメント

の 範 囲

/

/一
/ ＼

図4-5セ グ メ ン ト ・グル ー フ。の構 成 方 法

4.2.3セ ク シ ョン の構 成 方 法

セ ク シ ョ ンに つ い て も、.マル チ 明細 で実 現 で き ます 。通 常 、UNSMは 、ヘ ッデ ィ ン
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グ ・セ ク シ ョン、 詳 細 セ クシ ョンそ して サ マ リー ・セ ク シ ョンで構 成 され て い ます 。

こ の 内、 ヘ ッデ ィ ン グ ・セ ク シ ョン とサ マ リー ・セ クシ ョンは反 復 が な い の で、 特 に

マル チ明細 化 す る必 要 は あ りませ ん 。 詳 細 セ クシ ョンは 、 反 復 す る の が普 通 です か ら、

マル チ 明細 化 します 。

4.3UNSMのCllシ ン タ ック スル ー ル ・シ ュ ミ レー シ ョン

実 際 のUNSMを 用 い て 、UNSMをCII化(CIIシ ンタ ック スル ール ・シ ュ ミ レー シ ョ

ン)し た例 を 示 します 。

UNSMと して は 、1993年 版 のEANCOMサ ブセ ッ トの 注 文 書 を 例 に します 。資 料 と して

r流 通 業 に おけ る電 子化 取 引標 準 化 調 査 研 究 報 告 書 平 成7年3月 ㊥ 流通 シス テ ム開発 セ

ン ター』 に掲 載 され たEANCOMサ ブセ ッ トの注 文 書 の翻 訳 版 を 用 い ま した。

以下 に 、 マ ッピ ン グの ポイ ン トを 示 す と と もに 、次 ペ ー ジ以後 に 、 マ ッ ピン グ結 果 を 示

す 。

①CII標 準 に お け るBPIDをrUNSM』 と し、特 別 な デ ィ レク ト リー ・セ ッ トを 用 い る

こ と と し、 デ ー タ タ グ番 号 は 、UNSMと 同一 と した 。

② デ ー タ属 性 に つ いて は 、ran』 タ イ プはrX』 に 、rn』 タ イ プ はr9』 に マ ッピ ング

した。

③ 情報 区 分 コ ー ドは 、 仮 に 、 『ORDR』 と した。

④ ヘ ッデ ィン グ ・セ クシ ョン とサ マ リー ・セ ク シ ョンは 、 反 復 が な い た め 、 マ ル チ 明

細 化 しな か った 。 詳 細 セ ク シ ョンは 反復 す るた め 、 マル チ 明細 化 した。

⑤ ヘ ッデ ィン グ ・セ クシ ョンに含 まれ る セ グ メ ン トに つ い て は 、 マ ル チ 明細 識 別 子 と

して 『1』 か ら 『7』 を順 に 割 り当 て た。

⑥ 詳 細 セ クシ ョンは 、 マ ル チ 明 細 識 別 子 と してr@』 を割 当 て 、 そ れ に含 まれ るセ グ

メ ン トに つ い て は 、 マ ル チ 明細 識 別 子 と して 『A』 か ら 『H』 を 順 に 割 り当 てた 。

⑦ サ マ リー ・セ ク シ ョンに含 まれ る セ グ メ ン トに つ い て は 、 マ ル チ 明細 識 別 子 と して

『#』,『$』,『%』,『&』 を 順 に割 り当 て た。

⑧ ヘ ッデ ィ ング ・セ ク シ ョン 内 のrFTX』 内 のrC108(フ リーテ キ ス ト)』 につ い て

は 、 デ ー タ項 目の使 用 方 法 を 考 慮 し、 く くら な い で 内部 マ ル チ 明細 を設 定 し、35文 字

×5と した 。

⑨ 詳 細 セ ク シ ョン 内の 『PIA』 内 の 『C212(明 細 識 別 子)』 につ い て は 、セ グ メ ン トの
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〔EANCOM1993年 版 注 文 メ ッセ ー ジ のCllシ ュ ミ レー シ ョン〕

(流 通業 におけ る電 子化取 引標 準化 調査 研究 報告書⑱ 流 通 シス テ ム開発 セ ンタ ー(1995-3)に 基 づ く)

情報区分 コー ド=『ORDR』BPlD=『UNSMOOOO』(分 析用)
o.・ ・1

ヘ ッデ ィ ン グ ・セ ク シ ョ ン 始 め

明細識別子=1最 大繰返数=1
(UNH)
0062 ● メ ッ セ ー ジ リ フ ァ レ ン ス ナ ンバ ー X(14)
0065 ● メッ七一戊・タイプID' X(6)
0052 ● メッセー戊・バー戊ヨンNα 9(3)
0054 ● メッセづd川 一スNα ・ メッ七一ソ識 別 子 9(3)
0051 ● 管理機関コード X(2)
0057 ● 協会コード, X(6)

明細識別子=2最 大繰返数=1
(BGM)
1001 ● ドキュメント名 コード 〕 X(3)
1131 コード制定機関, ・ドキュメント X(3)
3055 仲介責任コード X(3)
1000 ドキュメント名. X(35)

1004 ● ドキュメント番 号 X(35)
1225 メッセづ 機 能 コード X(3)

明細 識 別 子=3最 大 繰 返 数=9

(DTM)(2005=2、1L6L63.64、69、77ほ37、200の 順 とす る)

2005 ● 日付/時 刻/期 間修飾子1 X(3)
2380 ● 日付/時 刻/期 間 }日 付/時 刻/期 間 X(35)
2379 ● 日付/時 刻/期 間フォーマヲト修飾子 戊 X(3)

明細識別子=

(FTX)

4最 大繰返数=1
.

4451 ● テキスト・タイトル・コード X(3)
4453 テキスト機 能 コード X(3)
4441 フリー・テキスト・コード X(3)
1131 コード 体 系 の 識 別 コード テキスト・リファレンス X(3)
3055 コード 体 系 の 管 理 機 関 コード) X(3)

明細識別子=5最 大繰返数 工5
(C108:文 字テねD1番 目は伝票区分、2番 目は 自由使用欄

4440 ● フリーテキスト(1番 目の伝票区分のみ必須) X(70)1
3453 言語 コー ド X(3)

明 細 識 別 子=6最 大 繰 仮 数=8

(NAD)(3035=BY,CαDP,IUSN,SR,SU。WHの 順 と す る)

3035 ● 相手を限定 す るコード X(3)
3039 ● 相手先識別 コード(相 手先識別) X(17)
3055 コード体系 の管理機関のコード(〃) X(3)
3124 名前 と住所(名 前 と住所ライン) X(175)
3036 相手先名(相 手先の名) X(175)
3045 相 手 先 名 フォーマヲト・コード(〃) X(3)
3042 町(町 名 と番号) X(105)
3164 都市名 X(35)
3229 地 域 コ ー ド X(9)
3251 郵便番号 X(9)
3207 国 コ ー ド X(3)

明細識別子=7最 大繰返数=1

(REF)
1153 ● 参 照 コード X(3)
1154 参照番号 X(35)

ヘ ッデ ィ ン グ ・セ ク シ ョ ン終
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α ノ 、 1

詳細セクシ ョン始め

明細識別子=@最 大繰返数=n .
(詳細 セ クシ ョン ・ループ) '幽 」'"

明細識別子=A最 大繰返数=1
(LIN)

1082 ● ライ ン品 目番号 9(6)
7140 ● 商 品 コ ー ド X(35)
7143 商品番号識別コード 製品ID X(3)
3055 コード体 系 管 理 機 関 コード) X(3)

5495 サブライン の 指 示 、 コ ー ド X(3)
7083 構 成 、 コ ー ド X(3)

明細識別 子=B

(PIA)

最大繰返数=!

4347● 製品ID機 能修飾子 X(3)
7140● 商品番号 X(35)
7143・ 商品番号の一 ド}製 品蹴 矧1 X(3)
3055● コードリストの 責 任 、 コード X(3)

明細識別子=c 最大繰返数=4

(C212:製 品識別)
7140● 商品番号 X(35)

・iii

7143商 品 番 号 の 種 類 、 コード X(3)
3055コ ード体 系 管 理 機 関 コード X(3)

明細識別子=D最 大繰返数=1
(IMD)

7077 ● 商品の説明のタイプを示す コー ド X(3)
7081 商品特性を示す コー ド X(3)
7009 ● 商品区別コード' X(7)
1131 コードリスト修 飾 子 ・コード で 表 した 品 目 説 明 X(3),
3055 コード体 系 の 管 理 機 関 コード X(3)
7008 ● 商品の説明. X(70)

明細識別子=E最 大繰返数=1
(QTY)

6063● 数量修飾子 X(3)
6060● 数 量 数量詳細 9(15)
6411計 量単位修飾子 戊 X(3)
明細識別子=F
(MOA)

最大繰返数=1

5025● 合計金額タイプ修飾子(金 額合計) X(3)
5004● 合計金額(〃) 9(18)

明細識別子=G最 ×繰返数=1
(PRI)

5125 ● 価格修飾子' X(3)
5118 ● 価 格 X(15)
5375 価 格 の クイプ、コード ・価格情報 X(3)
5387 ● 価格のタイプ修飾子 X(3)
5284 ○ 単位価格基準 9(9)
6411 ○ 計量単位修飾子, X(3)

明細識別 子=}{

(PAC)

最大繰返数=1

7224 ● 梱包の個数 9(8)
7233 梱包関連の情報、コード(梱 包の詳細) X(3)
7073 梱包条件、コード(") X(3)
7065 梱 包 の 形 態 コード X(7)
1131 コードリス}修飾 子 !梱 包形態 X(3)
3055 コード 体 系 管 理 機 関 コード X(3)

`

1

7064 梱包形態 、 X(35)

詳細セク ション終
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1項 目Nα1必1項 目 名1属 性(桁 数)1312111

サ マ リ ー ・セ ク シ ョ ン 始 め

明細識別子=#最 大繰返数=1
(UNS)

100811●1セ クションIDコ ー ドlX(3)

明細識別子=$最 大繰返数=1
(MOA)
5025 ● 金額合計タイプ修飾子(金 額合計) X(3)
5004 ● 金額合計(") 9(18)

明細識別子=%最 ×繰仮払=1
(CNT)
6069 ● 調 整 内 容 コード X(3)
6066 ● 調 整 数 コントロール 9(18)
6411 測定単位を指定す るコード 戊 X(3)

明細識別子=&最 大繰返数需1
(UNT)
0074 メヲ七一ジ の 中 の セグメン1の 数(使 用 し な い) 9(6)
0062 ● メヲセージリファレンスナンバー X(14)

サ マ リー ・セ ク シ ョ ン終

構 造 を考 慮 し、 く くらな い で 内部 マル チ 明細 を設 定 し、5回 反 復 と した 。

⑩ 詳 細 セ ク シ ョンの 繰返 し数 は 、 特 に決 め て い な い。

⑪ マ ル チ 明細 の ネ ス トは 最 大3レ ベル で 実現 で きた 。

⑫EANCOMサ ブ セ ッ トで 、 省 略 が指 示 され て い る もの は 、 マ ッ ピン グ して い な い。

⑬ わ が 国 の流 通 サ ブ セ ッ トと して ㈲ 流 通 シス テ ム開 発 セ ン タ ーの報 告 書 で必 須 が指 示

され て い る もの に つ い て 、 『● 』 が 付 け て あ る。

4.4UNSMのCllシ ン タ ック ス ル ー ル ・シ ュ ミレー シ ョンの 有 効 性

前 項4.3で 述 べ たUNSMのCIIシ ュ ミ レー シ ョンの利 点 は 以 下 とな ります 。

①UNSMをCIIシ ン タ ックス ル ール で 活用 で き る。 トラ ンス レー タ ーは 、CII推 奨 ト

ラ ンス レー ター が 活 用 で き る。 た だ し、 市販 のCII推 奨 トラ ンス レー ター で は 、CII

モ デ ル ・ トラ ンス レー タ ー ・ロジ ッ クに準拠 す る こ とが義 務 づ け られ て い な い ので 、

実 際 に応 用 す る場 合 に は、 個 々 の トラ ンス レー ター につ い て 吟 味 が 必 要 に な ります 。

②CIIシ ン タ ックス ル ール でUNSMを 活 用 す るた め 、 メ ッセ ー ジ構 造 を含 め て 、ほ ぼ

完 全 な互 換 性 を も った 標 準 メ ッセ ー ジを、EDIFACTシ ンタ ックス ル ー ル とCIIシ ン

タ ヅクス ル ール の 両 方 で運 用 可 能 とな ります 。

③ メ ッセ ー ジの互 換 性 につ い て詳 細 に述 べ れ ば 、 以下 とな ります 。

・ 各 デ ー タ項 目の デ ー タ タ グ番 号 、 デ ー タ コ ー ドの値 がUNSMデ ィ レ ク ト リー と

一 致 す る
。
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・ デ ー タ セ グ メ ン トの構 造 がCIIシ ン タ ック スル ー ル で実 現 され る。

・ セ グ メ ン ト ・グル ー フ。構 造 を ふ くむ メ ッセ ー ジ全 体 に つ い て 、UNSMと 同 一 の も

の がCIIシ ンタ ッ クス ル ール で実 現 され る。
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第5章 標 準 メ ッ セ ー ジ の 運 用

5.1実 運用用 メ ッセージの作成

標準 メ ヅセー ジは、様 々な ケースを想定 して作 られ てい ますか ら、特定 の運用 に用 い る

場合 には使わ ないデ ータ項 目が多数含 まれてい ます。 そ こで、標 準 メ ッセー ジか ら実際に

使 うデー タ項 目のみを ピックア ップす る作 業が必要 とな り、 これを実運用 メ ッセー ジの切

り出 しといいます。図5-1に その よ うす を しめ します。 図5-1の 上段 が標 準 メ ッセ ー ジ

を表 し、下段 が実運用 メ ッセージ表 す もの と します。納 入場所 と備 考 は使用 しないため、

これ を カ ッ トして実運 用 メ ッセージを まとめてい ます。実運用 メ ッセー ジは、個 々のユ ー

ザ ーが作成 します。

注文書

Na 必
BPID=JCIIOl1A

谷

TagOO1 情報区分 コー ド ● 図3-5の 伝 票の① X(4)
TagOO2 注文年月日 ● 〃 ② Y(6)
TagOO3 受注者 コー ド ● 〃 ③ X(12)
TagOO4 発注者 コー ド ● 〃 ④ X(12)

明細蓋段別『F=r1』 責犬繰仮数=5
TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝 票の⑤ X(30)
TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)
TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)
TagOO8 発注金額 ● 〃 ⑧ 9(10)V(3)

TagOO9 発注合計 ● 図3-5の 伝 票の⑨ 9(10)V(3)
TagO10 納 期 〃 ⑩ Y(6)

〃十1⊥ 日 －rr " A び 〆ρ(、干α呂θ11 小rヨノ＼ノ勿 ノツ1 ⑭ ▲、へ))ノ

TagO12 購買担当 〃 ⑫ K(16)
不 ∩1り 1田ヒ エ " 倫 1■〆?((、
1α6u⊥u り用"コ ∀ 1、人⊥))ノ

注文書 BPID=JCIIOl1A

使用 しない

使用 しない

TagOO1 情報区分 コー ド ● 図3-5の 伝 票の① X(4)
TagOO2 注文年月日 ● 〃 ② Y(6)
TagOO3 受注者 コー ド ● 〃 ③ X(12)
TagOO4 発注者 コー ド ● 〃 ④ X(12)

明細蓋良別子=r蝿 嚢扶 繰返数=5
TagOO5 品名 ・仕様 ● 図3-5の 伝 票の⑤ X(30)
TagOO6 発注数量 ● 〃 ⑥ 9(9)
TagOO7 単 価 ● 〃 ⑦ 9(10)V(3)
TagOO8 発注金額 ● "

_⑧..… 9(10)V(3)

TagOO9 発注合計 ● 図3-5の 伝 票の⑨ 9(10)V(3)
TagO10 納 期 〃 ⑩ Y(6)
TagO12 購買担当 〃 ⑫ K(16)

注)上 段 は標準 メ ッセー ジ(図3-5の 注文 メ ッセージ)

下段 は実運用 メ ッセージ(上 段の標準 メ ッセー ジか ら切 り出 した もの)

図5-1実 運 用 メ ヅセ ー ジ の切 り出 し例
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5.2中 間 フ ァイルの設計

CII標 準のEDIシ ステムを構築す る時には通常CIIト ランス レーターを使 い ますが、 こ

の時ユーザ ー システ ムとのイ ンタフェース用 として、中間 フ ァイル が必要 にな ります。 中

間 ファイルは、別名EDIフ ラ ッ トフ ァイル とも呼 ばれ 、EDIシ ステ ムでは大変重要 な ファ

イルです。

中間 ファイルは固定 フ ォーマ ッ トで、CII標 準の場 合には、図5-1の 下段 のフ ォーマ ッ

トが基本 とな ります。つ ま り、図5-1の 下段 のフ ォーマ ッ トが基本 的な中間 ファイルを表

してお り、 この フ ォーマ ッ トを固定長 レコー ド上に 実現 す れ ば 、 もっ と も基 本 的 な中 間

ファイルが作 成 できます。 この時 、 デ ー タ長 はす べ て最 大 長 で定 義 します 。 また、 図

5-1のTagOO5～TagOO8の 繰返 しは配 列(Arrey)と して定義 します 。 図5-1の 場 合 に

は1次 元 の配列 にな ります。

注意すべ き点 は次 の事項です。標準 メ ッセー ジには変 更がつ きものです。標準 メ ッセー

ジ自体 は可変長 かつ可変 フ ォーマ ッ トです か ら変 更には柔 軟に対応 で きる よ うにな ってい

ます。 しか し、中間 ファイルは固定 フ ォーマ ッ トですか ら、一般 的に変 更が苦手 にな って

います 。 したが って、実運用 メ ッセ ージをその まま中間 フ ァイルに して しま うと、後 日困

難が発生す る可能性 が大 きい と言え ます。そ こで、中間 フ ァイルを設計 す る時には、余 白

を確保 して後 日の変更に対応で きる ようにす る必要が あ ります 。 どこに どれだけ余 白を入

れるかは、 ユーザ ーシステ ムの状況や標準 メ ッセージの性質 な ど様 々な要素を使 って判断

しなければな りませ ん。 トラ ンス レーターの機能 に よって も違 って きます。必要に応 じて、

トランス レーターの メーカーや専 門家(コ ンサル タン ト)な どに相談す るの もよいか と思

います。

5.3ト ラ ンス レー ター に つ い て

トラ ンス レー タ ーは 、使 用 す る標 準 メ ッセ ー ジを処 理 で きる もの で な け れ ば な りませ ん 。

第3.1.2項 で述 べ た よ うに 、CII推 奨 トラ ンス レー タ ー の制 限 内で 標 準 メ ッセ ー ジ が設 計

され て い れ ば 、 す べ て のCII推 奨 トラ ンス レー タ ーを使 うこ とが で きます 。 この制 限 を越

えて標 準 メ ッセ ー ジが設 計 され て い る(例 え ば、 メ ッセ ー ジ長 が32001byte以 上 等)場 合

には 、個 々の トラ ンス レー タ ーに つ いて 、 機 能 確 認 が 必 要 で す 。

CII推 奨 トラ ンス レー タ ーは 、CII推 奨 基 準 に 基 づ い て機 能 設 定 され て い ます が、CII推

奨 基 準 とは 、 通 常 の取 引 用 メ ッセ ー ジ に支 障 な く使 え る トラ ンス レー タ ー が保 持 す べ き機
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能 を定 めた ものです。 しか し、業界 に よっては、標 準 メ ヅセー ジを作 るために推奨機 能を

越 えた機能 を使わ ざ るを えな い状況 もあ り、 この場 合、標準 メ ッセ ージに明記す る ことが

望 まれ ます 。

5.4標 準 メッセージの メンテナンス(変 更)

標 準 メ ッセージの変更 は一般 的に影響 が大 きいため、第2.4項 で述べた ように、試行運

用を行 って不具合点を修正 してか ら確定 させ ます。 しか し、取引環境 の変化 が激 しいため、

定期的な標 準 メ ッセージの改定 は避 け られ ません。改定の 内容 は様 々ですが 、本質 的な改

定は混乱を生 じる可能性 があ り避 け るべ きです。既存の標 準 メ ッセー ジに大 幅な改定 が必

要な場合 は、む しろ新規 に作成す ることをお薦め します。

既存 の標準 メ ッセー ジの改定 では、 ア ッパー コンパチ ブル(上 方互換)を 維持す ること

が重要で下記 の事項 に注 意 します。

① デー タ属性 の変 更を避 け る。止むをえない場合で もr数 字(9又 はN)か ら英 数 字

(X)へ の変 更』 に限 るべ きである。

② デー タ長 の変更 は、デ ータ長 の増 加のみに 限る。

③ 既存 のデータ項 目を削除す ることは、極力避け る。

④ 新規 のデータ項 目の追 加は、通常、問題を発生 しないが、改定後 に追加 デ ータ項 目

を 明記 してお くことが望 ま しい。

改定後 の標準 メ ッセ ージのバ ージ ョン番 号は、 当然 、変 えなければな りません。統一 的

なバージ ョン番号 の設 定方法は あ りませんが、現在、BPIDの 下2桁 を使い、第1バ ージ ョ

ンを 『1A』 とし、以下 『1B』、『1C』 と続 けるのが多 い よ うです。新バ ージ ョンが有効

にな ったあ との旧バ ージ ョンの取扱につ いて も明確 にす る必要 が あ ります。

CII標 準では、 これ ら標準 メ ッセー ジの メンテ ナンス方 法(ル ール)に つ いては、標 準

メ ッセー ジ開発機 関が責任を もって作成 し、運用 す ることが義務づけ られてい ます。

標準 メ ヅセ ージの改定 を行 った開発機関は、改定 内容 に つ い て、産 業情 報 化 推 進 セ ン

ターへ届 け ることにな っています。通常、新 しい規格書 の提 出で代用 されてい ます。新 規

に作成 したデ ータ項 目は、登録す る ことが できます。登 録につ いては、第6章 を参照 して

くだ さい。

尚、産業情報化推進 セ ンターに既 に登録済のデ ー タ項 目の属性 を変 更す る場 合 に は、

デ ータタグ委員会 の承認 が必要 です。詳細 は第6章 を参照 して下 さい。
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第6章 登録 と届出制度 につ いて





第6章 登 録 と届 出 制 度 に つ い て

6.1登 録 ・届 出制度 の概要

CIIシ ンタ ックスル ールは、EDIデ ータ交換の技術士 の規格 を定 めた もので、 これ だ け

ではス ムーズなEDIの 運用は実現 で きませ ん。 これを補 うのが各種 の運用ル ール です が、

このル ールの一部 であ るデー タ項 目や標 準 メ ッセージな どの登録 ・届 出制度 について述 べ

ます。

(1)標 準 メ ッセー ジ開発機 関の認定

CII標 準では、業 界別に標 準 メ ッセ ージを開発 しています が、業 界であれば誰で も標

準 メ ッセージを開発 で きる訳 ではあ りませ ん。既に述 べた ように、『BPID』 がなければ

標準 メ ッセー ジを開発 で きません。 『BPID』 の付与 は、産業 情報化推進 セ ンターに常設

され ているrデ ー タタグ委員会』 の承認事項にな ってお り、rBPID』 の取得 を以て、標

準 メ ッセージ開発機 関 として認定 され た とい うことにな ります。

『BPID』 は、産業情報化 推進 センターへ申請す るこ とで取得 で きます。

(2)rデ ータタグ番 号枠』 の付与

『デ ータタグ委 員会』では、認定 され た標準 メ ッセ ージ開発機関へ必要 に応 じて 『デー

タタグ番号枠』 を付与 します。 『デ ータタグ番 号枠』 とは、未使用 の デ ー タ タ グの集合

で、 このデー タタグ番号 を用 いて新規 のデータ項 目を作成 す る ことがで きます 。

(3)デ ータ項 目の登録

ある標準 メ ッセー ジ開発機 関で開発 したデータ項 目を他の標準 メ ッセ ージ開発機 関で

有効利用 して もら うためにあ る制度 です。

標準 メ ッセー ジ開発機 関(デ ー タ項 目開発機関)が 産 業情報化推進 セ ンターへ登録 申

請す る ことで行 います。申請 された データ項 目は、原則 的に登録 され、rデ ー タタグ委 員

会』へ報告 され ます。

尚、登録 され たデ ータ項 目は全産業界共通 のデータ項 目とな るため、オ リジナル開発

機 関でデータ項 目の属性 を変 更す る時は、『デ ータタ グ委 員会 』 の承 認手 続 きが必 要 に

な ります。

(4)標 準 メ ッセー ジの届 出制度

特定 の標 準 メ ッセ ージ開発機 関が開発 した標準 メ ッセー ジを、広 く告知す るため にあ

る制度 です。標 準 メ ッセ ージ開発機 関が産業情報化推進 セ ンターへ、規格書を届 出す る
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ことで実施 され ます。届 出が あった ことは、rデ ータタグ委 員会』 へ報告 され ます。

この結果、産業情報化推進 セ ンターにはCII標 準 の規格書がすべて揃 ってお り、閲覧

可能 ですか ら、新規 の標準 メ ッセージを開発す る時 の参考 とす ることがで きます。

6.2デ ータタグ委 員会 について

rデ ータタグ委員会 』は、BPIDを 保持 して いる標準 メ ッセー ジ開発機関 の代表 に よって

構成 されている委員会 で、産業情報化推進 セ ンターに常設 され てい ます。

新 規のBPID取 得機関は、原則的 に取得後 に 自動的 に委員 にな ります。委員長 は、 参加

標準 メ ッセ ージ開発機 関の持 ち回 りで、1年 交代 にな ってい ます。

委員会では、新規 の 『BPID』 の審議 ・承認 、rデ ータ タグ番号枠』付与 の審議 ・承認、

データ項 目登録の承認 、登録済 デ ータ項 目属性変 更の審議 ・承認そ してその他関係事項の

検討を行 ってい ます。

6.3各 種手続 き方法

(1)『BPID』 の申請

巻末の申請書 のフ ォーマ ッ トに従 い、申請書 を作成 し、産業情報化推進 セ ンターの ビ

ジネスフ。ロ トコル課 に送付 して下 さい。

・ 申請者は、団体役員名 、事務 局長名 も しくは関係委 員会委員長名な どに します。

・rBPID』 と して、英数 字4文 字の識別 符号を記述 して下 さい。先頭が数字 の もの

は、避けて下 さい。

・ 『BPID』 の候補 として複 数記述 す る時は、優先順位 を記述 して下 さい。

・ データタグ番号枠が必要な場合は、『デ ータタグ番号枠 必要』 と記述 して下 さい。

・ 連絡先 は、 申請 内容に係わ る事業関係者 で内容 が分か る担 当者 に して下 さい。

(2)rデ ータタ グ番号枠』 の追加 申請

既に 『BPID』 を保持 して いて、手持 ちの 『デー タタグ番 号枠』 が足 りな くな ったた

め、新規 の 『デー タタグ番号枠』 が必要 にな った時 行 う手続 きです 。巻 末 の 申請 書 の

フ ォーマ ッ トに従 い、申請書 を作成 し、産業情報化 推進 セ ンターの ビジネ スプ ロ トコル

課 に送付 して下 さい。

・ 申請者は、団体役 員名、事務局長名 も しくは関係委員会委員長名 な どに します。

・ 連絡先は、 申請 内容に係わ る事業関係者で 内容 が分 か る担 当者 に して下 さい。
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(3)デ ータ項 目の登録 申請

巻末 の申請書 の フ ォーマ ッ トに従 い、 申請書を作成 し、産業情報化推進 セ ンターの ビ

ジネスフ.ロ トコル課に送付 して下 さい。

・ 申請者 は、団体役員名 、事務局長名 もしくは関係委員会委員長名 な どに します。

・ 添 付す る登録用 デー タ項 目の リス トについては、標準 メ ッセー ジ開発機 関が発 行

してい る規格書 で代用 で きます。

・ 連絡先 は、 申請 内容に係わ る事業 関係者で 内容 が分 か る担当者に して下 さい。

(4)登 録済 デー タ項 目の変更 申請

巻末 の申請書 の フ ォーマ ットに従 い、 申請書を作成 し、産業情報化推進 セ ンターの ビ

ジネスプ ロ トコル課 に送付 して下 さい。

・ 申請者 は、団体役員名 、事務局長名 もしくは関係委 員会委員長名 な どに します。

・ 添 付す る変更 内容 には、『変 更す るデー タ項 目のタグ番号』、r変 更前 の属性』そ し

てr変 更後 の属性』 を明確 に記述 して下 さい。

・ 連絡先 は、 申請 内容 に係わ る事業 関係者 で内容が分か る担 当者 に して下 さい。

(5)標 準 メ ッセー ジの届 出

標 準 メ ッセー ジ開発機 関が発行 してい る規格 書を下記 に送 付 して くだ さい。

・ 産業情報化推 進 センター ビジネ スプ ロ トコル課

尚、 申請結 果につい ては、 申請書 に記述 された連絡先に通知 され ます。

一139一



『BPID』 申請 書 … … … 用 紙 はA4を 使 用 して 下 さ い。

様 式A
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rデ ータタグ番号枠 の追加』 申請書 ……… 用紙 はA4を 使用 して下 さい。

様 式B
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rデ ータ項 目の登録』 申請書 ……… 用紙はA4を 使用 して下 さい。

様 式C
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